
　

タイトル
航空事故の防止と刑事法（一） : 刑罰優先主義から

の脱却

著者 藤原, 琢也; FUJIWARA, Takuya

引用 北海学園大学法学研究, 49(1): 63-134

発行日 2013-06-30



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

論

説
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

航
空
事
故
の
防
止
と
刑
事
法

㈠

〜
刑
罰
優
先
主
義
か
ら
の
脱
却
〜

藤

原

琢

也

北研49(1・ )63 63

航空事故の防止と刑事法 ㈠

目

次

は
じ
め
に

第
一
章

航
空
事
故
へ
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
の
是
非

一

対
立
の
構
造

一
）
刑
事
責
任
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
の
主
張

二
）
刑
事
責
任
を
肯
定
す
る
立
場
か
ら
の
主
張

三
）
見
解
の
対
立
点

二

航
空
事
故
を
特
別
視
す
る
こ
と
を
認
め
る
理
由
の
検
討

一
）
航
空
危
険
処
罰
法
の
問
題

二
）
航
空
機
運
航
シ
ス
テ
ム
の
特
性

三
）
自
動
車
事
故
と
の
比
較

三

小
括

第
二
章

航
空
事
故
に
対
す
る
刑
事
訴
追
の
状
況

一

国
外
の
状
況

一
）
航
空
従
事
者
の
起
訴
に
関
す
る
傾
向

二
）
刑
事
訴
追
の
類
型

ア

ア
メ
リ
カ

イ

フ
ラ
ン
ス

ウ

イ
タ
リ
ア

エ

刑
事
訴
追
の
類
型
か
ら
見
え
る
こ
と

三
）
小
括

二

日
本
の
状
況



は
じ
め
に

我
々
が
営
む
社
会
生
活
で
は
、
大
小
様
々
な
事
故
が
日
常
的
に
発
生
し
て
い
る
。
最
近
で
は
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東

日
本
大
震
災
の
後
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
で
発
生
し
た
水
蒸
気
爆
発
事
故
が
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
そ

れ
以
前
に
も
、
二
〇
〇
五
年
に
Ｊ
Ｒ
西
日
本
福
知
山
線
で
発
生
し
た
脱
線
事
故
で
は
、
一
〇
〇
名
を
超
え
る
犠
牲
者
を
出
し
て
い
る
。
そ

の
他
に
も
、
自
動
車
事
故
の
よ
う
に
、
毎
日
の
よ
う
に
犠
牲
者
を
出
し
続
け
て
い
る
事
故
も
あ
る
。

そ
し
て
、
最
近
の
事
故
の
特
徴
と
し
て
「
シ
ス
テ
ム
性
」
が
指
摘
さ
れ
て

１
）

い
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
運
用
す
る
に
あ

た
り
、
様
々
な
シ
ス
テ
ム
（
あ
る
い
は
複
数
の
行
為
者
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
全
体
の
運

用
が
成
り
立
つ
と
い
う
特
性
を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
航
空
機
の
運
航
で
あ
る
。
航
空
機
の
運
航
は
、
航
空

機
を
操
縦
す
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
、
航
空
交
通
の
流
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
航
空
管
制
官
、
航
空
機
の
整
備
員
な
ど
、
複
数
の
職
種
に
従
事

す
る
者
の
行
為
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
で
事
故
が
生
じ
た
場
合
、
い
わ
ゆ
る
直
近
行
為
と
い
う
、
被
害
を
発
生

さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
直
接
的
な
行
為
だ
け
が
原
因
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
の
背
景
に
あ
る
、
そ
の
他
の
者
の
行
為
に
原
因
が
あ
る
と

さ
れ
る

２
）

場
合
も
多
く
発
生
し
て
い
る
。

航
空
機
の
運
航
や
医
療
の
よ
う
に
、
専
門
性
が
高
い
職
業
に
つ
い
て
い
る
人
が
そ
の
業
務
中
に
過
失
を
犯
し
、
そ
れ
が
引
き
金
と
な
っ

て
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
業
務
内
容
の
専
門
性
が
高
い
た
め
、
事
故
の
原
因
を
解
明
す
る
際
に
専
門
知
識
を
有
し
た
者
の
協
力
が
不
可
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欠
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て

３
）

い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
故
の
場
合
、
専
門
性
が
高
い
こ
と
に
加
え
、
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
性
を
有
し
て
い
る

た
め
、
事
故
原
因
の
解
明
が
困
難
と
な
る
場
合
も
珍
し
く
な
い
。

一
方
、
近
年
、
刑
事
法
の
世
界
に
お
い
て
、
時
効
に
関
す
る
規
定
の

４
）

改
正
や
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の

５
）

創
設
な
ど
、
犯
罪
の
処
罰
が
厳
罰

化
し
て
い
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
更
に
、
検
察
審
査
会
の
議
決
に
よ
っ
て
強
制
的
に
刑
事
訴
追
が
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
こ
の
制

度
に
基
づ
い
て
、
刑
事
裁
判
が
提
訴
さ
れ
た

６
）

事
故
も
出
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
社
会
は
、
一
度
事
故
を
起
こ
せ
ば
、
そ
の

事
故
に
関
す
る
刑
事
責
任
が
厳
し
く
追
及
さ
れ
や
す
い
環
境
に
あ
り
、
過
失
に
よ
る
事
故
で
あ
っ
て
も
強
制
的
な
起
訴
の
例
外
と
な
る
こ

と
を
否
定
で
き
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
環
境
の
中
、
航
空
事
故
は
、
長
年
、
事
故
防
止
に
対
す
る
国
際
的
な
取
り

７
）

組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
事
故

が
発
生
し
た
後
に
、
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
が
事
故
に
関
す
る

証
言
を
拒
む
な
ど
、
事
故
原
因
を
解
明
す
る
た
め
の
活
動
を
阻
害
す
る
こ
と
な
ど
の
問
題
が
生
じ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
、
日
本
を
は
じ

め
と
す
る
多
く
の
国
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
日
本
で
は
、
一
九
七
四
年
に
常
設
の

航
空
事
故
調
査
機
関
が
設
置
さ
れ
た
以
降
、
事
故
の
原
因
を
解
明
し
、
将
来
の
事
故
の
再
発
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
主
に
法
律
の
専
門

家
と
航
空
業
界
関
係
者
と
の
間
で
、
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
の
是
非
に
関
す
る

議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
も
の
の
、
実
務
上
、
航
空
事
故
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
活
動
が
行
わ
れ
る
状
態
が
続
い
て
い
る
。

そ
し
て
、
近
年
、
航
空
事
故
だ
け
で
は
な
く
、
医
療
事
故
に
お
い
て
も
、
事
故
原
因
の
解
明
と
刑
事
責
任
の
追
及
と
の
間
で
、
航
空
事

故
と
同
様
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
医
療
事
故
の
場
合
、
医
師
の
医
療
行
為
に
お
け
る
過
失
に
対
す
る
刑
事
責
任
の
追
及
が
行
わ
れ

た
結
果
、
医
療
行
為
の
リ
ス
ク
が
高
い
産
科
な
ど
の
分
野
の
医
師
を
志
望
す
る
者
が
減
り
、
出
産
が
で
き
る
医
療
施
設
の
減
少
に
つ
な
が

る
な
ど
の
社
会
問
題
が
実
際
に
生
起
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
医
療
事
故
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
の
是
非
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に
関
す
る

８
）

議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
社
会
的
な
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
航
空
事
故
や
医
療
事
故
な
ど
の
専
門
性
が
高
い
業
務
に
お
い
て
発
生
し
た
事
故
は
、
報
道
機
関
に
よ
っ
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ

ナ
ル
に
報
道
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
事
故
を
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
の
過
失
行
為
に
対
し
て
社
会
的
な
関
心
が
集
ま
り
や
す
い
。
そ
こ
で

は
、
事
故
の
真
相
は
、
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
に
対
す
る
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
て
が
明
ら
か
に
な
る
と

い
う
社
会
的

９
）

認
識
も
加
わ
り
、
刑
事
責
任
の
追
及
が
終
了
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
故
の
全
て
が
解
決
す
る
と
の
風
潮
が
強
い
と
思
わ
れ

る
。し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
風
潮
と
は
裏
腹
に
、
事
故
の
被
害
者
の
中
に
は
、
所
要
の
人
物
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と

だ
け
で
は
事
故
が
解
決
し
た
と
言
え
ず
、
事
故
が
発
生
し
た
詳
細
な
経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
事
故
は
終
わ
ら
な
い
、
と
い
う
感

情
を
抱

10
）

く
者
も
存
在
し
て
お
り
、
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
だ
け
で
は
事
故
の
真
相
が
完
全
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
認

識
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
方
、
事
故
原
因
の
解
明
は
、
そ
の
事
故
か
ら
、
将
来
の
事
故
防
止
に
必
要
な
教
訓
を
得
る
た
め
の
前
提
と
な
る
作
業
で
あ
る
。
こ
れ

を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
は
、
将
来
、
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
事
故
に
よ
る
被
害
を
み
す
み
す
発
生
さ
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
不
必
要
な
社

会
的
損
失
を
将
来
に
お
い
て
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
、
事
故
原
因
の
解
明
を
十
分
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
損
失
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
事
故
原
因
の
解
明
は
、
社
会
的
に
必
要
と
さ
れ
る
事
故
の
再
発
防
止
に
と
っ

て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
だ
け
で
は
、
こ
れ
が
十
分
に
果
た
せ
な
い
と
の
疑
問
が
呈
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
重
要
性
は
高
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
事
故
防
止
に
対
す
る
社
会
的
認
識
を
念
頭
に
、
事
故
の
再
発
防
止
に
対
し
て
、
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と

が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
を
検
証
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
、
航
空
事
故
の
解
決
と
刑
事
法
の
関
係
を
取
り
巻
く
問
題
に
つ
い

北研49(1・ )66 66
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て
検
討
を
行
う
。
こ
こ
で
航
空
事
故
を
検
討
の
素
材
と
し
た
理
由
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ラ
ー
に
よ
る
過
失
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及

す
る
こ
と
は
、
航
空
事
故
の
再
発
防
止
に
さ
ほ
ど
役
に
立
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
が
疑
問
を
抱
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
航
空
事
故
の
場
合
、
そ
の
原
因
を
解
明
す
る
公
的
専
門
調
査
機
関
が
す
で
に
存
在
し
、
刑
事
責
任
の
追
及
と
航
空
事
故
の
調
査

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
と
も
に
公
的
な
活
動
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
対
立
が
顕
在
化
し
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
相
当
な
議
論
の
蓄
積
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
結
論
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
も
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
、
航
空
事
故
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
刑
事
法
に
お
け
る
実
体
法
お
よ
び
手
続

法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
分
析
し
、
刑
事
法
が
航
空
事
故
の
再
発
防
止
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
検
証
す
る
。

ま
ず
、
航
空
事
故
に
対
す
る
刑
事
訴
追
の
状
況
を
概
観
し
、
こ
の
問
題
の
論
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
航
空
事
故
を
引
き
起
こ

し
た
と
さ
れ
る
者
に
対
し
て
過
失
が
あ
っ
た
と
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
、
航
空
事
故
の
再
発
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
極
め
て

限
定
的
な
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
犯
罪
論
、
刑
罰
論
の
視
点
か
ら
の
検
討
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
。

ま
た
、
発
生
し
た
航
空
事
故
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
に
示
し
た
よ
う
な
被
害
者
か
ら
の
事
実
解

明
に
対
す
る
要
望
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
刑
事
裁
判
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
事
故
の
真
相
が
必
ず
し
も
そ
の
全
容
を
示
す
も
の
で
は

な
い
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
刑
事
裁
判
で
認
定
さ
れ
る
事
実
の
信
頼
性
に
対
し
て
疑

問
が
呈
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
原
因
解
明
の
た
め
の
事
故
調
査
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
事
実
と
刑
事
裁
判
に
お
け

る
真
実
の
対
比
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
刑
事
裁
判
で
認
定
さ
れ
る
事
実
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
刑

事
裁
判
に
お
い
て
証
拠
採
用
さ
れ
る
航
空
事
故
調
査
報
告
書
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
の
手
続
法
上
の
議
論
と
は
異

な
る
視
点
か
ら
、
そ
の
論
点
を
指
摘
す
る
。

更
に
、
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
が
、
刑
事
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
刑
罰
以
外
に
被
る
不
利
益
が
生
じ
て
い
る
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と
い
う
、
被
害
者
学
的
な
視
点
か
ら
の
指
摘
を
検
討
す
る
。
こ
れ
は
、
事
故
に
対
す
る
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
完
了
し
た
以
降
に

生
じ
る
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
事
故
の
解
決
に
と
っ
て
部
分
的
な
役
割
し
か
果
た
し
て
お
ら

ず
、
社
会
全
体
か
ら
見
た
事
故
の
解
決
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
刑
事
責
任
は
特
定
の
個
人
に
対
す
る
責
任
追

及
し
か
行
え
な
い
た
め
、
制
度
上
、
あ
る
い
は
シ
ス
テ
ム
上
の
不
具
合
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
一
個
人
の
責
任
と
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
、
被
害
者
学
上
の
視
点
か
ら
、
過
大
な
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
と
い
う
一
種
の
不
利
益
を
被
る
こ
と
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、

こ
れ
が
、
航
空
事
故
の
解
決
に
と
っ
て
何
ら
か
の
悪
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
航

空
事
故
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
航
空
事
故
と
刑
事
法
の
関
わ
り
を
立
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
関
係
を
明
確
に
し
、
最
終
的
に
航
空

事
故
の
再
発
防
止
の
た
め
に
は
、
必
ず
し
も
刑
罰
を
用
い
る
必
要
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
刑
罰
を
前
提
と
す
る
事
故

の
解
決
か
ら
脱
却
す
る
た
め
の
多
角
的
な
方
策
を
提
言
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章

航
空
事
故
へ
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
の
是
非

航
空
事
故
が
発
生
し
た
後
、
当
該
事
故
関
係
者
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
賛
否
が
分
か
れ
て
い
る
。
二

〇
一
〇
年
に
、
消
費
者
庁
に
「
事
故
調
査
機
関
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
が
設
置
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
消
費
者
事
故
が
起
き
た
後
の
処

理
に
つ
い
て
、
様
々
な
角
度
か
ら
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
検
討
の
俎
上
に
お
い
て
、
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
に
対
し
て

刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
の
是
非
が
議
論
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
近
年
、
航
空
事
故
を
は
じ
め
と
し
て
、
様
々
な
事
故
に
対
す
る
事

故
原
因
究
明
の
た
め
の
事
故
調
査
と
、
い
わ
ゆ
る
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
た
め
の
警
察
に
よ
る
捜
査
と
の
関
係
に
対
す
る
社
会
的
関
心
が

高
ま
っ
て
い
る
。

北研49(1・ )68 68

論 説



航
空
事
故
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
人
間
工
学
の
専
門
家
を
中
心
に
、
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
へ
の
批
判
が
主

張
さ
れ
る
一
方
で
、
主
に
刑
法
の
専
門
家
か
ら
は
、
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
議
論

の
こ
れ
ま
で
の
状
況
は
、
決
定
的
な
解
決
に
至
る
様
相
は
な
く
、
双
方
が
納
得
で
き
る
妥
協
点
が
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。

以
後
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
検
討
を
行
い
、
主
張
が
対
立
す
る
原
因
を
明
ら
か
に
し
、
問
題
の
解
決
策
案
出
の
た
め
の
一

助
と
す
る
。一

対
立
の
構
造

一
）
刑
事
責
任
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
の
主
張

ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ラ
ー
に
関
す
る
研
究
を
行
う
専
門
家
な
ど
、
主
に
法
律
以
外
の
分
野
か
ら
、
①
航
空
事
故
の
場
合
、
そ
の
原
因
は
人

間
と
機
械
の
関
わ
り
合
う
部
分
に
あ
り
、
特
に
人
間
側
の
要
因
に
起
因
し
て

11
）

い
る
、
②
航
空
事
故
の
原
因
と
さ
れ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ラ
ー

は
、
人
間
が
持
つ
生
ま
れ
つ
き
の
特
性
で
あ
る
と
と
も
に
、
事
故
発
生
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
人
間
の
能
力
を
上
回
る
能
力
が
要
求
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
制
裁
を
加
え
て
も
完
全
に
排
除
で
き
な
い
も
の
で

12
）

あ
る
、
③
航
空
事
故
を
は
じ
め
と
す
る
高
度
に
専
門
的

な
職
業
に
従
事
す
る
人
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ラ
ー
に
よ
っ
て
発
生
し
た
事
故
は
、
そ
の
再
発
防
止
の
観
点
か
ら
事
故
原
因
を
解
明
し
、
そ

こ
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
刑
事
訴
追
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
が
阻
害
さ

13
）

れ
る
、
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
更

に
、
④
事
故
当
事
者
が
刑
事
訴
追
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
被
害
に
着
目
し
た

14
）

批
判
、
⑤
社
会
学
的
見
地
か
ら
犯
罪
を
捉
え
た
場
合
、

犯
罪
は
普
遍
的
（
科
学
的
に
絶
対
的
）
な
存
在
で
は
な
く
、
と
き
の
政
治
的
判
断
な
ど
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
定
義
さ
れ
る
も
の
で

15
）

あ
る
、

と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
、「
社
会
と
し
て
ど
の
よ
う
に
事
故
を
解
決
す
べ
き
か
」と
い
う
鳥
瞰
的
な
視
点
に
よ
る
検
討
の
必
要
性
も
主
張
さ

れ
て
い
る
。
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ま
た
、
法
学
的
見
地
か
ら
も
刑
事
責
任
を
否
定
す
る
主
張
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
航
空
事
故
を
起
こ
し
た
当
事
者
に
対
す

る
刑
事
裁
判
の
状
況
を
注
目
し
た
手
続
法
的
視
点
で
あ
る
。
専
門
性
が
高
い
調
査
が
要
求
さ
れ
る
航
空
事
故
に
対
し
て
刑
事
裁
判
が
行
わ

れ
る
場
合
、
日
本
で
は
、
そ
の
証
拠
と
し
て
航
空
事
故
調
査
報
告
書
を
証
拠
採
用
す
る
こ
と
が
裁
判
実
務
上
一
般
化
し
て
い
る
。
こ
の
証

拠
採
用
に
対
し
て
、
⑥
我
が
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
民
間
航
空
条
約
の

16
）

規
定
に
違
反
し
て

17
）

い
る
、
⑦
航
空
事
故
調
査
報
告
書
は
鑑
定
書

と
し
て
の
正
当
性
に
欠

18
）

け
る
、
と
い
う
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
者
に
関
し
て
、
一
九
九
七
年
六
月
八
日
に
発
生
し
た
日
航
機
志

摩
半
島
上
空
乱
高
下
事
件
の

19
）

裁
判
で
航
空
事
故
調
査
報
告
書
を
証
拠
に
採
用
す
る
こ
と
の
是
非
が
争
点
と
な
っ
た
が
、裁
判
所
の
判
断
は
、

航
空
事
故
調
査
書
が
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
公
開
さ
れ
た
資
料
を
刑
事
裁
判
の
証
拠
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
は
問
題
な

い
と
し
て
、
⑥
及
び
⑦
の
主
張
を
退
け
、
航
空
事
故
調
査
報
告
書
を
証
拠
採
用
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

こ
の
よ
う
な
証
拠
採
用
に
関
す
る
手
続
上
の
批
判
の
ほ
か
に
、
⑧
そ
も
そ
も
刑
事
裁
判
の
目
的
と
航
空
事
故
調
査
の
目
的
は
異
な
る
の

で
あ
る
か
ら
、
事
故
調
査
で
認
定
さ
れ
る
事
実
を
も
っ
て
刑
事
裁
判
に
お
け
る
事
実
認
定
を
行
う
こ
と
は
合
理
性
に
欠
け
る
、
⑨
刑
事
裁

判
に
お
い
て
、
一
件
の
航
空
事
故
調
査
報
告
書
が
検
察
お
よ
び
被
告
の
双
方
の
主
張
を
裏
付
け
る
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
航
空
事
故
調
査
報
告
書
を
刑
罰
を
科
す
た
め
の
根
拠
と
す
る
に
は
厳
格
性
が
不
足

20
）

す
る
、
と
い
う
航
空
事
故
調
査
報
告
書
の
刑
事
裁

判
に
お
け
る
証
拠
と
し
て
の
証
明
力
に
関
す
る
疑
問
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
実
体
法
的
見
地
か
ら
は
、
航
空
機
の
運
航
の
よ
う
に
、
多
く
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ

21
）

形
態
の
場
合
、
た
と
え
ば
組
織
的
要
因
に
原
因
が
あ
る
場
合
で
も
、
被
害
に
関
す
る
直
近
行
為
者
だ
け
が
刑
事
訴
追
を
受
け
や
す
い
傾
向

が
あ
る
た
め
に
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
そ
の
他
の
従
事
者
の
過
失
を
所
与
の
も
の
と
し
て
引
き
受
け
ざ
る
を
得
ず
、
公
平
に
刑
事
責
任
を
負
わ

せ
る
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
が

22
）

あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
後
、「
罰
則
を
強
化
し
て
も
航
空
事
故
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
で
期
待
で
き

23
）

な
い
」と
い
う
よ
う
に
刑
事
責
任
の
結
果
と
し
て
科
さ
れ
る
刑
罰
の
効
果
に
言
及
す
る
主
張
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
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過
失
認
定
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
刑
罰
の
持
つ
効
果
の
視
点
か
ら
も
そ
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
刑
事
責
任
を
科
す
こ
と
に
否
定
的
な
立
場
か
ら
の
主
張
を
要
約
す
る
と
、
人
間
工
学
的
な
視
点
か
ら
は
、
刑
事
責
任
を
追

及
す
る
活
動
に
よ
っ
て
原
因
を
解
明
す
る
た
め
の
事
故
調
査
が
阻
害
さ
れ
、
以
後
の
同
種
事
故
の
再
発
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
、
ま
た
、
法
学
的
見
地
か
ら
は
、
航
空
事
故
調
査
報
告
書
を
刑
事
裁
判
の
証
拠
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
関
す
る
手
続
的
な
批

判
と
、
刑
罰
論
の
視
点
か
ら
そ
の
公
平
性
と
効
果
に
関
す
る
批
判
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二
）
刑
事
責
任
を
肯
定
す
る
立
場
か
ら
の
主
張

航
空
事
故
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
主
張
は
、
主
に
法
律
の
専
門
家
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
状

況
は
「
事
故
調
査
と
刑
事
司
法
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
非
法
律
家
の
主
導
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
刑
事
法
学
の
立
場
か
ら
の
積
極
的

な
関
与
が
乏
し
か
っ
た
た
め
、
残
念
な
が
ら
、
刑
事
法
学
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
誤
解
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
主
張
や
非
現
実
的
な
主
張

が
存
在

24
）

す
る
」と
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、先
に
述
べ
た
よ
う
な
非
法
律
家
か
ら
の
主
張
に
対
す
る
反
論
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。し

か
し
、
一
部
の
法
律
専
門
家
か
ら
の
次
の
よ
う
な
反
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
刑
罰
を
科
さ
な
い
ほ
う
が
事
故
原
因
の
究
明
と
そ
れ
に
基
づ
く
将
来
の
事
故
防
止
に
役
立
つ
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、
①
刑
罰

論
の
目
的
の
視
点
か
ら
、
社
会
一
般
の
被
害
者
感
情
な
ど
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
刑
罰
の
予
防
効
果
が
な
い
こ
と
だ
け
を
理
由
に
刑
罰

を
免
除
す
る
結
論
は
導
け
な
い
、
②
特
定
の
類
型
の
事
故
に
対
す
る
過
失
責
任
を
問
わ
な
い
と
し
た
場
合
、
当
該
領
域
に
お
け
る
刑
罰
が

科
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
一
般
予
防
効
果
が
失
わ
れ
る
、
③
原
因
究
明
が
困
難
な
類
型
の
事
故
に
限
っ
て
、
事
故
を
起
こ
し
た
者
の
事
情
と

は
無
関
係
な
事
柄
を
理
由
に
刑
事
責
任
を
問
わ
な
い
の
は
不
公
平
で
あ
る
、
④
特
定
の
事
故
類
型
に
つ
き
一
律
に
過
失
犯
処
罰
を
否
定
す
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る
の
で
は
な
く
、
個
別
の
事
案
毎
に
処
理
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
、
と
反
論
し
、「
過
失
責
任
を
残
し
た
上
で
、
事
故
の
原
因
究
明
を
阻
害

し
て
い
る
要
因
を
除
去
す
る
方
向
で
考
え
る
べ
き
」
と
主
張
し
て

25
）

い
る
。

ま
た
、
警
察
関
係
者
か
ら
は
、
捜
査
活
動
の
強
制
力
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
因
の
解
明
が
十
分
に
行
わ

26
）

れ
る
と
の
主
張
も
行
わ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
実
体
法
で
過
失
を
処
罰
す
る
規
定
が
あ
る
以
上
、
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
限
り
捜
査
を
行
う
こ
と

は
捜
査
機
関
と
し
て
の
責
務
で
あ
り
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

27
）

な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

一
方
、
事
故
調
査
報
告
書
を
刑
事
裁
判
に
お
け
る
証
拠
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
へ
の
批
判
に
対
し
て
、
刑
事
責
任
を
肯
定
す
る
論
者
は
、

「
事
故
調
査
と
刑
事
責
任
追
及
の
目
的
が
異
な
る
こ
と
で
、直
ち
に
報
告
書
を
刑
事
手
続
で
利
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
は

導
か
れ

28
）

な
い
」
と
反
論
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
反
論
は
、
現
行
法
規
の
規
定
を
変
更
す
る
こ
と
の
困
難
性
を
理
由
に
、
現
状
の

法
制
度
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
解
釈
論
的
な
解
決
を
目
指
す
こ
と
を
拠
り
所
に
し
て
い
る
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。

三
）
見
解
の
対
立
点

以
上
の
こ
と
か
ら
、
航
空
事
故
の
当
事
者
に
対
し
て
刑
事
過
失
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
の
中
心
的
な
論
点
は
、「
刑
事
司
法
の
介
入
が
事

故
関
係
者
に
よ
る
説
明
責
任
の
履
行
や
事
故
調
査
に
対
す
る
協
力
を
躊
躇
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
事
故
原
因
の
究
明
と
同
種
事
故
の
再
発
防

止
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て

29
）

い
る
」
と
い
う
非
法
律
家
の
主
張
の
妥
当
性
に
集
約
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
航
空
事
故
が

発
生
し
た
際
、
刑
事
責
任
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
責
任
を
誰
か
に
科
す
た
め
の
活
動
が
、
事
故
の
再
発
防
止
と
い
う
目
的
に
対
し
て
正
し

く
機
能
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
で

30
）

あ
る
。

更
に
航
空
事
故
に
関
す
る
刑
事
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
者
に
科
さ
れ
る
刑
罰
が
、
事
故
の
再
発
防
止
に
と
っ
て
有
益
か
否
か
、
と
い
う
こ

と
も
双
方
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
航
空
事
故
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
関
す
る
重
要
な
論
点
で
あ
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る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
に
対
す
る
刑
罰
の
科
さ
れ
方
の
公
平
性
に
関
す
る
問
題
が
、
具
体

的
に
刑
罰
を
科
す
場
面
に
お
け
る
論
点
と
し
て
付
随
的
に
生
じ
て
い
る
。

一
方
、
こ
の
議
論
に
お
い
て
双
方
の
論
者
か
ら
の
明
確
な
主
張
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
に

対
す
る
刑
事
責
任
追
及
を
特
別
視
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
問
題
の
捉
え
方
の
相
違
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
刑

事
責
任
を
否
定
す
る
論
者
は
、
事
故
の
再
発
防
止
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
を
そ
の
主
た
る
理
由
と
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
航
空
事
故

の
防
止
に
は
特
別
な
配
慮
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
刑
事
責
任
を
免
除
し
て
で
も
、
そ
の
解
明
に
当
た
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
主
張
に
対
し
、
刑
事
責
任
を
肯
定
す
る
論
者
の
主
張
は
、
他
の
過
失
事
故
事
案
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
刑
事
責
任
追
及
の
妥
当
性
を

見
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
暗
黙
裏
に
航
空
事
故
を
特
別
扱
い
す
る
こ
と
に
批
判
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
者
へ
刑
事
責
任
を
科
す
こ
と
に
対
す
る
是
非
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
ま
ず
、
こ
の
航
空
事
故

を
特
別
視
す
る
こ
と
の
是
非
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
に

対
し
て
刑
事
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
な
法
的
検
討
を
加
え
て
も
、
そ
の
前
提
と
な
る
航
空
事
故
の
特
殊
性
を
踏
ま

え
な
い
議
論
は
、
適
切
な
結
論
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

二

航
空
事
故
を
特
別
視
す
る
こ
と
を
認
め
る
理
由
の
検
討

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
航
空
事
故
に
お
け
る
過
失
を
特
別
扱
い
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
批
判
に

対
し
て
、
刑
事
法
を
専
門
と
す
る
池
田
良
彦
は
、「
航
空
事
故
に
お
け
る
過
失

31
）

責
任
」の
論
考
の
中
で
、
航
空
事
故
の
特
殊
性
に
つ
い
て「
航

空
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、
池
田
に
倣
い
、「
航
空
危
険
行
為
処
罰
法
」
と
記
述
す
る
。）
と
の
関

連
、
お
よ
び
航
空
機
運
航
シ
ス
テ
ム
の
特
性
か
ら
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
池
田
の
論
考
を
検
討
す
る
こ
と
に
加
え
、
我
々
の
日
常
生
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活
で
頻
繁
に
発
生
し
て
い
る
自
動
車
事
故
と
の
比
較
を
行
い
、
航
空
事
故
を
特
別
視
す
る
必
要
性
を
確
認
す
る
。

一
）
航
空
危
険
処
罰
法
の
問
題

航
空
危
険
行
為
処
罰
法
は
、
一
九
七
一
年
に
批
准
さ
れ
た
「
民
間
航
空
の
安
全
に
対
す
る
不
法
な
行
為
の
防
止
に
関
す
る
条
約
」
に
関

連
す
る
国
内
法
と
し
て
制
定
さ
れ
、
航
空
機
に
対
す
る
各
種
不
法
妨
害
行
為
を
規
制
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
い
る
。
同
法
は
、
故
意
犯

だ
け
で
は
な
く
、
過
失
犯
の
処
罰
規
定
を
設
け
る
た
め
に
特
別
法
と
し
て
制
定
さ

32
）

れ
た
。
そ
し
て
、
同
法
第

33
）

六
条
の
規
定
が
、
過
失
に
よ
っ

て
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
者
を
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
池
田
は
、
一
九
七
七
年
に
女
満
別
空
港
で
発
生
し
た
東
亜
国
内
航

空
（
当
時
）
の
Ｙ
Ｓ

11
型
機
の
胴
体
着
陸
事
故
の
際
、
航
空
危
険
行
為
処
罰
法
第
六
条
に
基
づ
き
当
該
機
の
機
長
と
副
操
縦
士
が
執
行
猶

予
付
き
有
罪

34
）

判
決
を
受
け
た
事
例
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
検
討
に
お
い
て
池
田
は
、「
具
体
的
な
結
果
の
発
生
の
可
能
性
が
な
く
て

も
、
…
…
危
険
回
避
の
た
め
の
努
力
に
よ
っ
て
最
悪
の
事
態
を
免
れ
た
と
し
て
も
航
空
危
険
罪
の
適
用
は
あ
り

35
）

得
る
」
と
指
摘
し
、
事
故

発
生
の
可
能
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
時
点
で
同
条
の
既
遂
と
な
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
法
の
適
用
は
航

空
関
係
者
に
厳
し
い
も
の
で
あ
り
、
過
失
認
定
が
比
較
的
に
容
易
に
行
わ
れ
る
と
し
て
、
こ
の
条
項
の
適
用
に
つ
い
て
の
批
判
を
展
開
し

て
い
る
。二

）
航
空
機
運
航
シ
ス
テ
ム
の
特
性

次
い
で
、
池
田
は
航
空
機
運
航
シ
ス
テ
ム
の
特
性
の
視
点
か
ら
、
ま
ず
、
自
動
化
が
進
ん
で
い
る
航
空
機
の
運
航
は
、
人
間（
パ
イ
ロ
ッ

ト
）
と
機
械
（
航
空
機
）
と
が
上
手
く
関
わ
り
合
う
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
マ
シ
ン
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
）
が
安
全
性
を
確

保
す
る
た
め
の
問
題
と
な
る
こ
と
を
主
張
し
て

36
）

い
る
。
ま
た
、
同
様
の
観
点
か
ら
、
土
本
武
司
も
「
航
空
事
故
の
原
因
が
人
間
と
機
械
の
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か
か
わ
り
あ
う
部
分
（h

u
m
a
n m

a
ch
in
e in

terfa
ce

）
で
、
特
に
人
間
側
の
要
因
（h

u
m
a
n fa

cto
r

）
に
起
因
す
る
こ
と
が
現
在
で
は

明
ら
か
に
な
っ
て

37
）

い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
主
張
の
根
底
に
あ
る
考
え
方
は
、
近
年
の
航
空
事
故
の
原
因
と
さ
れ
る
当
事
者
の
ミ
ス

は
、
規
定
類
を
遵
守
し
な
か
っ
た
こ
と
の
よ
う
な
一
般
的
な
注
意
義
務
違
反
を
原
因
と
す
る
過
失
と
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、

進
歩
し
た
航
空
機
の
シ
ス
テ
ム
に
人
間
が
追
随
で
き
な
い
、
つ
ま
り
、
人
間
の
能
力
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
処
罰
す
る
こ
と
に
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
に
基
づ
い
て
、
航
空
事
故
の
場
合
、
刑
事

責
任
を
追
及
す
る
た
め
の
捜
査
活
動
よ
り
も
、
事
故
の
再
発
防
止
を
優
先
さ
せ
た
事
故
調
査
制
度
を
確
立
す
る
必
要
性
が
主
張
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

続
い
て
池
田
は
、
航
空
機
の
運
航
が
航
空
交
通
管
制
官
と
の
連
携
に
よ
っ
て
安
全
が
確
保
さ
れ
て
い
る
点
を
航
空
機
運
航
シ
ス
テ
ム
に

関
す
る
第
二
の
特
性
と
し
て
い
る
。
定
期
路
線
を
飛
行
し
て
い
る
航
空
機
は
、
原
則
と
し
て
常
時
航
空
交
通
管
制
官
の
指
示
に
従
っ
て
運

航
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
指
示
は
、
航
空
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
航
空
交
通
の

安
全
を
確
保
す
る
行
動
を
最
終
的
に
行
う
の
は
、
航
空
機
を
操
縦
し
て
い
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
航
空
交
通
管
制
官
が
航
空

交
通
の
安
全
確
保
の
た
め
に
必
要
と
判
断
し
た
処
置
は
、パ
イ
ロ
ッ
ト
の
操
縦
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
実
現
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
池
田
は
「
両
者
（
管
制
官
の
業
務
行
為
と
操
縦
士
の
操
縦
行
為：

筆
者
加
筆
）
は
、
信
頼
関
係
な
し
に
は
成
立
し
な

い
業
務
行
為
と
い
え
る
」
と
述
べ
、
管
制
指
示
に
従
っ
て
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
運
航
し
て
い
る
航
空
機
が
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
、
そ
の
責
任

者
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

38
）

い
る
。

池
田
が
指
摘
し
て
い
る
管
制
官
と
パ
イ
ロ
ッ
ト
間
の
こ
の
よ
う
な
連
携
の
他
に
、
航
空
機
の
運
航
に
は
航
空
機
整
備
員
や
運
航
計
画
を

作
成
す
る
運
航
管
理
者
な
ど
が
関
与
し
て
い
る
。
実
際
、
米
国
で
発
生
し
た
整
備
員
の
作
業
ミ
ス
が
原
因
で
航
空
機
が
墜
落
し
た
事
故
の

際
、
航
空
機
の
整
備
を
請
け
負
っ
て
い
た
会
社
及
び
そ
の
従
業
員
が
起
訴
さ
れ
た

39
）

事
例
や
、
日
航
機
御
巣
鷹
山
墜
落
事
故
で
は
、
航
空
機
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の
修
理
ミ
ス
に
よ
っ
て
飛
行
中
に
機
体
構
造
の
破
壊
に
至
っ
た
と
し
て
、
日
本
航
空
の
整
備
関
係
者
、
運
輸
省
航
空
機
検
査
官
、
お
よ
び

航
空
機
製
造
メ
ー
カ
で
あ
る
ボ
ー
イ
ン
グ
社
の
技
術
員
が
捜
査
対
象
と
さ
れ

40
）

た
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
航
空
機
の
運
航
に
は
、
パ
イ

ロ
ッ
ト
の
他
に
も
多
く
の
者
の
関
与
が
必
要
で
あ
り
、
ひ
と
た
び
事
故
が
発
生
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
対
し
て
、
刑
事
責
任
が
追
及

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

平
成
十
三
年
に
発
生
し
た
日
航
機
ニ
ア
ミ
ス
事
件
で
は
、
航
空
機
呼
出
符
号
を
言
い
間
違
え
て
管
制
指
示
を
発
出
し
た
航
空
交
通
管
制

官
が
、
業
務
上
過
失
傷
害
で
起
訴
さ

41
）

れ
た
。
こ
の
事
故
は
、
航
空
機
に
搭
乗
し
て
い
た
乗
員
乗
客
の
負
傷
は
、
当
該
航
空
機
の
パ
イ
ロ
ッ

ト
の
衝
突
回
避
操
作
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
回
避
操
作
に
至
る
ま
で
に
は
、
航
空
機
呼
出
符
号
の
言
い
間
違
い
の
他
に
、

パ
イ
ロ
ッ
ト
が
航
空
機
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
衝
突
回
避
警
報
装
置
の
警
報
が
示
す
上
昇
指
示
と
は
逆
の
操
作
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
当

時
の
法
制
度
で
は
、
管
制
指
示
と
機
上
の
衝
突
回
避
装
置
の
運
用
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
規
定
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
も
介
在

し
て
お
り
、
ど
の
要
因
に
対
し
て
乗
員
乗
客
の
負
傷
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
に
対
す
る
刑
事
責
任
を
科
す
の
か
と
い
う
判
断
は
容
易
で
は
な

い
。
最
終
的
に
検
察
官
は
、
こ
の
事
態
の
発
端
と
な
っ
た
航
空
機
呼
出
符
号
の
言
い
間
違
え
に
よ
る
管
制
指
示
に

42
）

原
因
が
あ
っ
た
と
し
て
、

当
時
こ
の
航
空
機
の
管
制
を
担
当
し
て
い
た
二
名
の
管
制
官
が
起
訴
さ
れ
、
第
一
審

43
）

無
罪
、
第
二
審

44
）

有
罪
の
末
、
最
高
裁
に
お
い
て
有
罪

判
決
が
確
定

45
）

し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
事
故
発
生
に
至
る
ま
で
に
い
く
つ
か
の
要
因
が
存
在
し
、
か
つ
、
第
一
審
と
第
二
審
に
お
い
て
有
罪
・

無
罪
の
判
断
が
分
か
れ
た
こ
と
は
、
池
田
の
指
摘
す
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
管
制
官
の
連
携
を
は
じ
め
と
す
る
複
雑
な
航
空
機
の
運
航
シ
ス
テ

ム
で
発
生
し
た
事
故
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
困
難
性
お
よ
び
不
安
定
性
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
が
、
航
空
事
故
を
特
別

視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
本
件
事
故
は
、
池
田
や
土
本
が
指
摘
す
る
航
空
機
運
航
の
特
徴
で
あ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
マ
シ
ン
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
上

の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
航
空
機
の
運
航
に
関
す
る
規
定
等
の
不
備
も
事
故
の
要
因
と
な
り
得
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
制
度
上
の
不
備
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が
影
響
し
て
い
る
事
故
に
つ
い
て
、
特
に
そ
の
制
度
作
り
に
国
が
深
く
関
与
す
る
場
合
は
、
そ
も
そ
も
特
定
の
個
人
に
対
す
る
刑
事
責
任

を
負
わ
せ
る
こ
と
自
体
に
疑
問
も
生
じ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
も
、
航
空
事
故
を
特
別
視
す
る
理
由
と
な
る
。

三
）
自
動
車
事
故
と
の
比
較

航
空
機
の
運
航
の
よ
う
に
、
多
く
の
者
が
複
雑
に
交
錯
し
な
が
ら
シ
ス
テ
ム
を
構
成
し
運
用
し
て
い
る
状
況
で
、
刑
事
責
任
を
負
わ
せ

る
者
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
自
動
車
事
故
の
場
合
と
比
較
す
る
と
、
更
に
そ
の
特
殊
性
を
理
解
し
や
す
い
。
自
動
車
事
故
と
の
比
較
に
お

け
る
航
空
事
故
の
特
徴
は
、
①
発
生
件
数
が
き
わ
め
て
少
な
い
、
②
一
件
の
事
故
で
発
生
す
る
被
害
が
甚
大
で
あ
る
、
③
事
故
に
よ
っ
て

生
じ
る
社
会
的
影
響
が
大
き
い
、
④
再
発
防
止
策
の
周
知
徹
底
で
あ
り
、
効
果
的
に
将
来
の
事
故
防
止
が
行
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
一
の
発
生
件
数
に
つ
い
て
、
二
〇
一
一
年
に
お
け
る
自
動
車
事
故
の
件
数
は
約
六
十
九
万
件
で
あ
り
、
そ
の
死
傷
者
数
は
約
八
十
六

万
人
で

46
）

あ
る
。
一
方
、
同
じ
年
に
発
生
し
た
航
空
事
故
は
十
四
件
で
、
そ
の
死
傷
者
数
は
二

47
）

十
名
で

48
）

あ
る
。
こ
の
数
字
を
比
較
す
れ
ば
、

航
空
事
故
の
発
生
件
数
は
、
自
動
車
事
故
と
比
較
し
て
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

第
二
に
、
一
件
の
事
故
で
生
じ
る
被
害
を
比
較
し
た
場
合
、
定
期
路
線
を
飛
行
し
て
い
る
民
間
航
空
機
の
事
故
で
は
、
五
百
人
を
超
え

る
死
者
を
出
し
た

49
）

事
故
も
過
去
に
発
生
し
て
い
る
。
現
在
で
も
、
定
期
航
空
で
用
い
ら
れ
る
航
空
機
の
大
半
は
、
乗
客
の
定
員
が
百
名
以

上
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
航
空
機
が
事
故
を
起
こ
せ
ば
、
航
空
機
の
搭
乗
し
て
い
る
人
だ
け
で
は
な
く
、
地
上
の
人
や
施
設
に
対
す
る
甚

大
な
被
害
も
生
じ
る
た
め
、
一
件
の
事
故
で
相
当
数
の
犠
牲
者
が
発
生
す
る
事
は
容
易
に
予
想
で
き
る
。

一
方
、
自
動
車
事
故
の
場
合
、
バ
ス
の
場
合
で
も
乗
車
定
員
は
五
十
名
程
度
で
あ
り
、
複
数
の
自
動
車
に
よ
る
事
故
を
想
定
し
て
も
、

一
回
の
航
空
事
故
ほ
ど
の
犠
牲
者
が
生
じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と
行
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

第
三
の
特
徴
で
あ
る
、
航
空
事
故
が
与
え
る
社
会
的
影
響
が
自
動
車
事
故
に
よ
る
影
響
よ
り
も
大
き
く
な
る
理
由
は
、
先
に
述
べ
た
犠
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牲
者
の
多
さ
に
加
え
、
事
故
件
数
が
少
な
い
こ
と
、
事
故
の
規
模
が
大
き
く
破
壊
的
で
あ
る
こ
と
及
び
定
期
航
空
路
線
と
い
う
公
共
性
を

有
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
報
道
に
お
け
る
航
空
事
故
の
扱
わ
れ
方
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
自
動
車
事
故
の

場
合
、
毎
日
の
よ
う
に
報
道
で
事
故
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
航
空
事
故
と
比
較
し
た
場
合
、
そ
の
扱
い
は
小
さ
い
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
自
動
車
事
故
は
身
近
で
頻
繁
に
発
生
し
て
い
る
た
め
に
、
あ
る
種
の
慣
れ
が
生
じ
、
社
会
的
関
心
が
薄
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。こ

れ
に
引
き
替
え
、
航
空
事
故
の
場
合
に
は
、
事
故
件
数
が
少
な
く
破
壊
的
な
た
め
に
、
映
像
を
主
と
し
た
報
道
で
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ

ル
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
社
会
的
影
響
を
大
き
く
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
自
動
車
事
故
の
場
合
、
バ
ス
な
ど
の
よ
う
に
公
共
交

通
機
関
と
し
て
走
行
し
て
い
る
車
両
よ
り
も
、
商
業
活
動
や
個
人
的
目
的
と
い
う
私
的
な
走
行
が
大
半
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
で
起
こ
る
事

故
は
、
私
的
活
動
の
範
疇
と
な
る
場
合
が
多
数
を
占
め
、
こ
の
場
合
、
法
的
に
民
事
裁
判
で
処
理
さ
れ
る
も
の
が
相
当
数
に
な
る
。
ま
た
、

刑
事
手
続
き
に
至
る
事
故
は
、
そ
の
発
生
件
数
と
比
較
す
れ
ば
わ
ず
か
で

50
）

あ
り
、
こ
の
意
味
で
社
会
的
な
影
響
が
少
な
い
。
一
方
、
公
共

交
通
機
関
で
発
生
し
た
事
故
は
、
航
空
事
故
に
限
ら
ず
、
鉄
道
事
故
の
場
合
な
ど
、
自
動
車
事
故
と
比
較
し
て
報
道
で
の
扱
い
が
大
き
く
、

ま
た
、
事
故
を
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
が
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
大
半
で
あ
り
、
こ
の
両
者
を
背
景
と
し
て
、
航
空
事
故
に
対
す

る
社
会
的
関
心
が
高
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
に
、
事
故
原
因
を
解
明
し
、
同
種
事
故
の
再
発
防
止
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
被
害
の
規
模
が
大

き
い
と
い
う
利
点
が
指
摘
で
き
る
。
自
動
車
事
故
も
事
故
原
因
の
解
明
が
警
察
等
の
組
織
に
よ
り
行

51
）

わ
れ
、
事
故
防
止
の
た
め
の
啓
発
活

動
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
動
車
事
故
の
発
生
件
数
が
非
常
に
多
く
、
全
て
の
事
故
に
対
す
る
詳
細
な
原
因
解
明
活
動
は
行
わ
れ

て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
活
動
は
部
分
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
自
動
車
事

故
の
防
止
の
為
の
対
策
は
、
全
て
の
事
故
を
網
羅
す
る
こ
と
は
な
く
、
部
分
的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
航
空
事
故
の
場
合
、
全
て
の
事
故
が
運
輸
安
全
委
員
会
に
よ
る
原
因
究
明
調
査
の
対
象
と
な
る
た
め
、
そ
れ
ぞ

れ
の
事
故
原
因
が
解
明
さ
れ
て
お
り
、
全
て
の
事
故
に
対
す
る
対
策
が
取
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
加
え
て
、
航
空
機
事
故
は
、
事
故
原
因

の
究
明
が
国
の
制
度
と
し
て

52
）

確
立
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
事
故
に
至
ら
な
か
っ
た
一
部
の
危
険

53
）

事
象
も
そ
の
調
査
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
特
別
法
を
も
っ
て
、
航
空
交
通
な
ど
の
特
定
の
交
通
機
関
を
対
象
に
、
そ
こ
で
発
生
し
た
事
故
だ
け
で
な
く
、
そ
の
兆
候
ま

で
を
も
原
因
究
明
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
よ
う
な
事
故
を
特
別
扱
い
し
て
、
そ
の
原
因
解
明
に
当
た
る

必
要
を
国
の
政
策
と
し
て
認
め
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

ま
た
、
事
故
防
止
策
の
徹
底
に
関
し
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
人
数
が
大
き
く
異
な
る
た
め
、
そ
の
容
易
さ
が
異
な
る
。
自
動
車
事
故
の

場
合
、
運
転
免
許
保
有
者
数
が
約
八
千
百

54
）

万
人
に
の
ぼ
る
こ
と
に
加
え
、
自
動
車
を
運
転
し
な
い
人
に
対
す
る
教
育
も
自
動
車
事
故
防
止

に
必
要
と
な
る
た
め
に
、
事
故
防
止
の
対
策
の
普
及
対
象
と
な
る
人
が
、
ほ
ぼ
全
国
民
と
な
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
状
況
に
あ
る
。

近
年
、
悪
質
な
交
通
違
反
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
に
刑
法
が
改
正
さ
れ
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
が

55
）

創
設
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
罪
の
疑

い
で
起
訴
さ
れ
る
者
が
後
を
絶
た
な
い
状
況
で
あ
る
と
同
時
に
、
同
罪
に
よ
る
厳
罰
化
に
よ
っ
て
、
ひ
き
逃
げ
が
増
加
し
て
い
る
と
の
論

説
も
現
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
自
動
車
事
故
に
よ
る
死
者
数
は
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
事
故
件
数
が
こ
こ
数
年
、
高
止
ま
り
の

56
）

傾
向

で
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
自
動
車
事
故
に
対
す
る
事
故
防
止
施
策
の
徹
底
を
十
分
に
行
う
こ
と
に
非
常
な
困
難
を
伴
う
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。

一
方
、
航
空
機
の
運
航
に
従
事
す
る
関
係
者
は
、
国
土
交
通
省
が
所
掌
す
る
技
能
証
明
等
に
よ
っ
て
、
自
動
車
運
転
免
許
よ
り
も
厳
格

に
管
理
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
自
動
車
運
転
免
許
保
有
者
数
と
比
較
し
て
、
そ
の
数
は
極
め
て
少

57
）

な
い
。
ま
た
、
技
能
証
明
を
取
得
す
る

た
め
に
、
高
度
な
専
門
的
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、
そ
の
教
育
を
通
じ
て
従
事
者
の
モ
ラ
ル
が
比
較
的
高
い
状
況
が

維
持
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
近
年
で
は
、
そ
れ
ま
で
組
織
的
な
安
全
教
育
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
自
家
用
機
操
縦
士
を
対
象
と
し
た
安
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全
講

58
）

習
会
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
事
故
防
止
施
策
の
普
及
徹
底
が
自
動
車
事
故
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
そ
の
対
象
者
を
効
果

的
に
網
羅
し
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
航
空
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
の
原
因
を
徹
底
的
に
解
明
す
る
こ

と
は
、
将
来
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
被
害
を
防
止
で
き
る
可
能
性
が
、
自
動
車
事
故
よ
り
も
相
対
的
に
高
く
な
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

三

小
括

本
章
で
は
、
航
空
事
故
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
同
種
事
故
防
止
を
阻
害
す
る
か
否
か
と
い
う
基
本

的
な
論
点
に
対
す
る
肯
定
的
見
解
及
び
否
定
的
見
解
を
概
観
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
議
論
を
解
決
す
る
為
に
は
、
航
空
事
故
が
自
動
車
事

故
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
過
失
事
故
と
弁
別
さ
れ
、
特
別
扱
い
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
理
由
に
関
す
る
検
討
を
行
っ

た
。
航
空
事
故
の
特
徴
は
、
公
的
事
故
調
査
制
度
の
存
在
、
事
故
原
因
に
解
明
に
よ
る
事
故
防
止
策
の
反
映
及
び
そ
の
徹
底
の
容
易
さ
、

並
び
に
、
個
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
困
難
性
及
び
そ
の
不
公
平
性
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
公
共
交
通
機
関
と
し
て
の
航

空
輸
送
の
安
全
性
を
更
に
向
上
し
、
延
い
て
は
、
社
会
生
活
の
利
便
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
な
げ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
利
益

を
脅
か
す
航
空
事
故
の
再
発
防
止
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
航
空
事
故
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
施
策
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

本
章
で
検
証
し
た
よ
う
に
、
航
空
事
故
の
原
因
を
解
明
す
る
こ
と
が
徹
底
さ
れ
れ
ば
、
事
故
防
止
の
実
現
に
大
き
く
寄
与
で
き
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
航
空
事
故
は
、
原
因
解
明
の
た
め
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
自

動
車
事
故
を
は
じ
め
と
す
る
一
般
的
な
過
失
事
故
と
は
異
な
る
扱
い
が
、
航
空
事
故
に
対
し
て
社
会
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
、
次
に
、
航
空
事
故
を
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
状
況
を
確
認
し
、
刑
事
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法
的
見
地
か
ら
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

注

本
稿
は
、
北
海
学
園
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
平
成
二
十
四
年
度
博
士
論
文
の
一
部
を
要
約
す
る
と
と
も
に
、
論
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
論
文
の
一
部
修
正

を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

１
）

池
田
良
彦
「
シ
ス
テ
ム
性
事
故
と
刑
事
責
任
」（
東
海
法
学
第
四
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
〜
一
九
頁
）、
米
倉
勉
「
シ
ス
テ
ム
性
事
故
に
お
け
る
注
意
義

務
の
考
え
方
」（
季
刊
刑
事
弁
護
第
四
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
八
〜
十
三
頁
）、
航
空
運
航
シ
ス
テ
ム
研
究
会
有
志
「
日
航
機
ニ
ア
ミ
ス
事
故
の
最
高
裁
決
定

に
関
す
る
見
解
」（
二
〇
一
〇
年
十
二
月
十
五
日
、h

ttp
: //w

w
w
.tfo

ssg
.co
m
/p
g
33.h

tm
l ：

二
〇
一
二
年
二
月
十
九
日
ア
ク
セ
ス
）、C

h
a
rles P

erro
w
,

“N
o
rm
a
l A

ccid
en
ts”(P

rin
ceto

n U
n
iv
ersity P

ress,
1999)

な
ど
。

２
）

こ
の
典
型
的
な
事
例
が
、
二
〇
〇
一
年
に
静
岡
県
焼
津
市
上
空
で
発
生
し
た
日
本
航
空
機
同
士
の
ニ
ア
ミ
ス
事
故
で
あ
る
。
こ
の
事
故
に
つ
い
て
は
、
本

稿
第
三
章
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
。

３
）

消
費
者
庁
「
事
故
調
査
機
関
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
取
り
ま
と
め
」（
平
成
二
十
三
年
五
月
）
九
頁
。

４
）

平
成
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
「
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

５
）

平
成
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
「
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

６
）

二
〇
〇
一
年
七
月
二
十
一
日
に
発
生
し
た
明
石
花
火
大
会
歩
道
橋
事
故
で
、
不
起
訴
と
な
っ
た
当
時
の
明
石
警
察
署
副
署
長
が
検
察
審
査
会
の
議
決
に
よ

り
起
訴
さ
れ
た
ほ
か
、
二
〇
〇
五
年
四
月
二
五
日
に
発
生
し
た
Ｊ
Ｒ
西
日
本
福
知
山
線
列
車
脱
線
事
故
で
は
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
歴
代
社
長
が
強
制
起
訴
さ
れ

て
い
る
。

７
）

国
際
民
間
航
空
条
約
第
十
三
付
属
書
に
お
い
て
航
空
事
故
の
調
査
等
の
標
準
的
な
手
順
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
将
来
の
事
故
防
止
の
た
め
の
調

査
活
動
を
世
界
的
に
重
要
視
し
て
い
る
証
し
で
あ
る
。

８
）
「
特
集
・
事
故
と
過
失
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』V

o
l.28

、
二
〇
一
一
年
）、
甲
斐
克
則
編
『
現
代
社
会
と
刑
法
を
考
え
る
』（
法
律
文

化
社
、
二
〇
一
二
年
）、
井
田
良
「
医
療
事
故
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
あ
り
方
」（『
三
井
誠
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』
所
収
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）

二
二
九
〜
二
四
八
頁
）
な
ど
。

９
）

井
田
注
８
、
二
三
六
頁
。
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10
）

美
谷
島
邦
子
「
25
年
目
、
改
め
て
事
故
原
因
へ
の
疑
問
と
新
設
事
故
調
査
機
関
に
対
す
る
要
望
」（
消
費
者
庁
「
第
一
回
事
故
調
査
あ
り
方
検
討
会
」
資
料

五
｜
三
、
二
〇
一
〇
年
八
月
二
十
日
）。

11
）

池
田
良
彦
「
航
空
事
故
に
お
け
る
過
失
責
任
の
課
題
」（
東
海
大
学
開
発
工
学
部
紀
要
第
四
号
、
一
九
九
四
年
）
八
五
頁
。

12
）

S
id
n
ey D

ek
k
er,

“P
ro
secu

tin
g p

ro
fessio

n
a
l m

ista
k
e:S
eco

n
d
a
ry v

ictim
iza
tio
n a

n
d a resea

rch a
g
en
d
a fo

r crim
in
o
lo
g
y
”(In

tern
a
-

tio
n
a
l Jo

u
rn
a
l o
f C

rim
in
a
l Ju

stice S
cien

ces Ju
n
e,
V
o
l.4(1),

2009),
a
t 63.

13
）

D
ek
k
er,

n
o
te 12,

a
t 62.

14
）

D
ek
k
er,

n
o
te 12,

a
t 65.

15
）

D
ek
k
er,

n
o
te 12;

S
id
n
ey D

ek
k
er,

“T
h
e crim

in
a
liza

tio
n o

f h
u
m
a
n erro

r in a
v
ia
tio
n a

n
d h

ea
lth
ca
re:A

 
R
ev
iew

”(S
a
fety S

cien
ce

 
49,

2011),
a
t 124.

16
）

国
際
民
間
航
空
条
約
第
十
三
付
属
書

17
）

池
田
良
彦
「
シ
カ
ゴ
条
約
13
付
属
書
（
航
空
事
故
調
査
）
と
刑
事
責
任
を
求
め
る
こ
と
の
矛
盾
」（
東
海
大
学
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
二
四
号
（
一
九

九
四
年
）
五
九
〜
六
七
頁
）、
同
「
航
空
事
故
に
伴
う
刑
事
過
失
責
任
とH

u
m
a
n F

a
cto

rs

」（
亜
細
亜
法
學
第
三
十
一
巻
第
一
号
（
一
九
九
六
年
）
四
五
〜
七

〇
頁
）。

18
）

池
田
良
彦
「
刑
事
裁
判
に
お
け
る
航
空
事
故
調
査
報
告
書
の
証
拠
利
用
に
つ
い
て
」（
東
海
大
学
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
二
三
号
、
二
〇
〇
三
年
）
五

一
頁
。

19
）

名
古
屋
地
方
裁
判
所
平
成
十
六
年
七
月
三
〇
日
判
決
（
判
例
時
報
一
九
八
七
号
一
一
四
頁
）、
名
古
屋
高
等
裁
判
所
平
成
十
九
年
一
月
九
日
判
決
（
判
例
タ

イ
ム
ズN

o
.1235

、
一
三
六
頁
）。
こ
の
他
、
全
日
空
宮
崎
空
港
滑
走
路
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
事
件
の
刑
事
裁
判
（
宮
崎
地
裁
判
決
昭
和
五
三
年
一
月
一
七
日
（
刑

裁
月
報
一
〇
巻
一
・
二
号
一
二
九
頁
）、
福
岡
高
等
裁
判
所
宮
崎
支
部
判
決
昭
和
五
七
年
二
月
二
十
三
日
（
刑
裁
月
報
十
四
巻
五
・
六
号
五
三
七
頁
））
お
よ

び
雫
石
全
日
空
機
・
自
衛
隊
機
空
中
衝
突
事
故
の
第
二
審
（
仙
台
高
等
裁
判
所
昭
和
五
三
年
五
月
九
日
判
決
（
判
例
時
報
八
九
〇
号
一
五
頁
））
で
も
、
航
空

事
故
調
査
報
告
書
の
鑑
定
書
と
し
て
の
適
格
性
が
争
点
と
な
っ
た
が
、
日
航
機
事
故
の
裁
判
同
様
、
そ
の
適
格
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

20
）

藤
原
琢
也
「
航
空
事
故
の
刑
事
法
的
考
察
」（
北
海
学
園
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
論
集
第
十
二
号
、
二
〇
一
一
年
）
第
二
章

21
）

池
田
良
彦
は
、
こ
の
よ
う
な
特
性
を
「
シ
ス
テ
ム
性
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
し
、「
シ
ス
テ
ム
性
事
故
と
刑
事
責
任
」（
東
海
法
学
第
四
二
号
（
二

〇
〇
九
年
）
一
〜
十
九
頁
）
に
お
い
て
、
シ
ス
テ
ム
性
事
故
の
場
合
は
事
故
調
査
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。

22
）

土
本
武
司
「
航
空
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
刑
事
過
失
責
任
の
問
い
方
」（
判
例
時
報
一
八
一
三
号
、
三
〜
一
〇
頁
）
の
ほ
か
、
藤
原
前
掲
な
ど
。
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23
）

土
本
武
司
「
航
空
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
刑
事
過
失
責
任
の
問
い
方
・
そ
の
二
」（
判
例
時
報
一
九
七
一
号
）
一
六
九
頁
。

24
）

笹
倉
宏
紀
「
事
故
調
査
と
刑
事
司
法
」（
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ルV

o
l.28

、
二
〇
一
一
年
）
五
二
頁
。

25
）

川
出
敏
裕
「
刑
事
手
続
と
事
故
調
査
」（
ジ
ュ
リ
ス
トN

o
.1307

）
十
一
頁
以
下
。

26
）

池
田
茂
穂
「
耕
論

ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
の
責
任
」（
朝
日
新
聞
二
〇
〇
八
年
七
月
六
日
朝
刊
）

27
）

笹
倉
注
24
、
三
七
頁
。

28
）

川
出
注
25
、
一
六
頁
。

29
）

笹
倉
注
24
。
こ
の
他
、
デ
ッ
カ
ー
注
12

30
）

笹
倉
注
24
に
お
け
る
「
誤
解
」
と
は
、
こ
の
事
故
の
再
発
防
止
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
役
割
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

31
）

池
田
注
11
、
八
二
〜
八
七
頁
。

32
）

池
田
注
11
、
八
三
頁
。

33
）

過
失
に
よ
り
、
航
空
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
航
行
中
の
航
空
機
を
墜
落
さ
せ
、
転
覆
さ
せ
、
若
し
く
は
覆
没
さ
せ
、
若
し
く
は
破
壊
し
た
者
は
、
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

34
）

釧
路
地
方
裁
判
所
昭
和
五
四
年
三
月
三
十
日
判
決
（
判
例
時
報
九
六
〇
号
一
三
四
頁
）

35
）

池
田
注
11
、
八
五
頁
。

36
）

池
田
注
35
。

37
）

土
本
注
23
、
一
六
九
頁
。

38
）

池
田
注
11
、
八
六
頁
。
後
の
二
〇
〇
一
年
に
、
日
航
機
ニ
ア
ミ
ス
事
故
が
発
生
し
た
。
こ
の
事
故
で
は
、
管
制
官
が
航
空
機
の
呼
び
出
し
符
号
を
取
り
違

え
て
行
動
の
変
更
指
示
を
お
こ
な
っ
た
た
め
、
二
機
の
日
航
機
が
急
接
近
し
、
衝
突
を
回
避
す
る
た
め
の
操
作
に
よ
っ
て
乗
員
・
乗
客
が
負
傷
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
当
該
航
空
機
の
管
制
を
担
当
し
て
い
た
管
制
官
が
起
訴
さ
れ
、
有
罪
が
確
定
し
た
（
最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
平
成
二
十
二
年
十

月
二
六
日
）。

39
）

一
九
九
六
年
五
月
十
一
日
、
ア
メ
リ
カ
フ
ロ
リ
ダ
州
で
発
生
し
た
バ
リ
ュ
ー
ジ
ェ
ッ
ト
社
Ｄ
Ｃ

９
型
機
墜
落
事
故
。
事
故
後
の
調
査
に
よ
っ
て
、
不
適
切

な
方
法
で
同
型
機
の
酸
素
発
生
装
置
を
貨
物
室
に
搭
載
し
た
こ
と
に
よ
る
火
災
が
原
因
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
当
該
作
業
を
実
施
し
た
サ
ブ
レ
テ
ッ
ク
社

と
、
そ
の
整
備
責
任
者
と
作
業
員
が
起
訴
さ
れ
た
。

40
）

土
本
武
司
『
航
空
事
故
と
刑
事
責
任
』（
判
例
時
報
社
、
一
九
九
四
年
）
一
八
〇
頁
。
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41
）

事
故
の
詳
細
は
、
本
稿
第
三
章
参
照
の
こ
と
。

42
）

航
空
・
鉄
道
事
故
調
査
委
員
会
「
航
空
事
故
調
査
報
告
書
２
０
０
２
｜
５
」（
平
成
十
四
年
七
月
十
二
日
）
一
六
〇
頁
以
下
。

43
）

東
京
地
裁
判
決
平
成
一
八
年
三
月
二
〇
日
（
判
例
時
報
二
〇
〇
八
号
一
五
一
頁
）

44
）

東
京
高
裁
判
決
平
成
二
〇
年
四
月
十
一
日
（
判
例
時
報
二
〇
〇
八
号
一
三
三
頁
）

45
）

最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
決
定
平
成
二
十
二
年
一
〇
月
二
六
日

46
）
『
平
成
二
十
三
年
度
国
土
交
通
白
書
』
二
三
〇
頁
。

47
）

行
方
不
明
者
一
名
を
含
む
。

48
）

運
輸
安
全
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
航
空
事
故
に
関
す
る
統
計
」。
こ
の
数
字
は
、
二
〇
一
一
年
に
同
委
員
会
が
調
査
し
た
事
故
の
件
数
で
あ
る
。

49
）

一
九
八
五
年
八
月
十
二
日
に
発
生
し
た
日
航
ジ
ャ
ン
ボ
機
墜
落
事
故
。

50
）

平
成
二
十
二
年
度
司
法
統
計
第
十
四
表
（h

ttp
: //w

w
w
.co
u
rts.g

o
.jp
/sih

o
to
k
ei /n

en
p
o
/p
d
f /B

22D
K
E
I14.p

d
f

、
二
〇
一
三
年
五
月
十
二
日
ア
ク

セ
ス
）
に
よ
れ
ば
、
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
に
よ
る
略
式
事
件
の
新
受
人
員
数
は
約
六
万
人
で
、
同
年
に
発
生
し
た
自
動
車
事
故
七
三
万
件
に
比
較
し

て
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。

51
）

警
察
に
よ
る
活
動
の
他
、
財
団
法
人
交
通
事
故
総
合
分
析
セ
ン
タ
ー
（
イ
タ
ル
ダ
）
に
お
い
て
、
交
通
事
故
（
主
に
自
動
車
が
関
係
す
る
事
故
）
の
調
査

分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。

52
）

日
本
で
は
、
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
に
基
づ
き
、
航
空
事
故
、
鉄
道
事
故
お
よ
び
船
舶
事
故
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
の
原
因
究
明
を
目
的
と
す
る

調
査
が
、
警
察
の
捜
査
と
は
別
に
運
輸
安
全
委
員
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

53
）

運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
第
二
条
第
二
項
、
同
第
四
項
、
お
よ
び
同
第
五
項
で
定
め
ら
れ
た
事
故
の
兆
候
の
こ
と
。
一
般
に
、「
重
大
な
イ
ン
シ
デ
ン
ト
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

54
）

警
察
庁
『
運
転
免
許
統
計
』（
平
成
二
十
三
年
版
）（h

ttp
: //w

w
w
.n
p
a
.g
o
.jp
/to

u
k
ei /m

en
k
y
o
13 /h

23 m
a
in
.p
d
f

、
二
〇
一
二
年
十
一
月
十
七
日
ア

ク
セ
ス
）
一
頁
。

55
）

刑
法
第
二
〇
八
条
の
二
。
二
〇
〇
一
年
の
刑
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
。

56
）
『
平
成
二
十
三
年
度
国
土
交
通
白
書
』
二
三
〇
頁
。

57
）
『
昭
和
五
三
年
度
運
輸
白
書
』に
よ
る
と
、
昭
和
五
三
年
一
月
一
日
現
在
で
、
航
空
従
事
者
技
能
証
明
発
給
数
は
約
三
万
件
で
あ
り
、
そ
の
内
、
定
期
運
送

事
業
に
従
事
す
る
操
縦
士
は
約
三
、〇
〇
〇
名
で
あ
る
。
同
年
の
運
転
免
許
保
有
者
数
は
、
約
三
、九
〇
〇
万
人
で
あ
っ
た
。
航
空
従
事
者
の
技
能
証
明
制
度

北研49(1・ )84 84

論 説



か
ら
推
測
し
て
、
そ
の
保
有
者
数
が
自
動
車
運
免
許
保
有
者
数
と
同
等
ま
で
増
加
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。

58
）

国
土
交
通
省
「
自
家
用
操
縦
士
の
技
量
維
持
方
策
に
係
る
指
針
」（
国
空
乗
第
二
〇
七
七
号
平
成
十
五
年
三
月
二
八
日
付
）
に
よ
り
、
自
家
用
操
縦
士
に
対

し
て
講
習
会
へ
の
参
加
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
法
的
強
制
力
は
有
し
な
い
も
の
の
、
技
能
証
明
保
有
者
に
と
っ
て
、
当
該
講
習
会
の
受
講
は
、
行

政
指
導
と
し
て
半
ば
強
制
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
講
習
会
は
、
主
に
公
益
法
人
日
本
航
空
機
操
縦
士
協
会
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
。

第
二
章

航
空
事
故
に
対
す
る
刑
事
訴
追
の
状
況

今
で
も
航
空
事
故
は
発
生
し
続
け
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
の
事
故
で
は
、
後
に
こ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
に
対
し
て
刑
事
責

任
を
追
及
す
る
手
続
が
取
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な
刑
事
手
続
を
行
う
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ
、
そ
の
論
拠
の
一

つ
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
航
空
事
故
後
に
刑
事
責
任
が
追
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ

に
お
い
て
も
、
近
年
、
航
空
事
故
の
原
因
と
さ
れ
る
行
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
、
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
事
例
も
現
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
航
空
事
故
の
後
に
、
そ
の
関
係
者
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
国
外
及
び
日
本

に
お
け
る
航
空
事
故
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
状
況
を
俯
瞰
す
る
。

一

国
外
の
状
況

一
）
航
空
従
事
者
の
起
訴
に
関
す
る
傾
向

マ
テ
ウ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
一
九
五
六
年
以
降
、
航
空
事
故
の
後
に
パ
イ
ロ
ッ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
航
空
従
事
者
が
起
訴
さ
れ
た
事

例
、
あ
る
い
は
有
罪
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
五
五
件
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て

１
）

い
る
。
こ
れ
ら
の
詳
細
は
別
表
一
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
が
、
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マ
テ
ウ
ら
は
、
こ
の
中
か
ら
の
十
六
件
の
事
故
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討

を

２
）

加
え
、
裁
判
所
が
、
そ
の
判
断
の
際
、
事
故
調
査
報
告
書
に
大
き
く

依
存
し
て
い
る
こ
と
及
び
報
道
、
政
治
的
圧
力
、
経
済
的
関
心
と
い
う

よ
う
な
多
く
の
要
因
が
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
や
管
制
官
の
起
訴
に
影
響
を
与

え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

３
）

い
る
。

一
方
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
議
論
で
、
原
則
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で

は
航
空
事
故
の
後
に
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
理
解

が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
マ
テ
ウ
ら
の
研
究
の
ほ
か
、
ソ
ロ
モ

ン
と
レ
レ
ズ
の
研
究
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
も
起
訴
が
続
い
て

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

４
）

い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
ア
メ
リ
カ
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
全
世
界
的
に
、
航
空
事
故
後
に
刑
事
訴
追
さ
れ
る
こ
と
が
増

加
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
、複
数
の
論
者
か
ら
指
摘
さ
れ
て

５
）

い
る
。図
｜
一

は
、
世
界
で
発
生
し
た
航
空
事
故
や
イ
ン
シ
デ
ン
ト
な
ど
の

６
）

件
数
を
、

発
生
年
ご
と
の
件
数
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
図
｜
二
は
、
マ
テ
ウ
ら

が
紹
介
し
て
い
る
刑
事
訴
追
が
行
わ
れ
た
五
五
件
の

７
）

事
故
を
、
発
生
年

ご
と
の
件
数
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
デ
ー
タ
の
比
較

か
ら
、
事
故
が
多
発
し
た
一
九
六
〇
年
代
後
半
ま
で
は
刑
事
訴
追
が
ほ

図－１ 航空事故等発生件数

出典：Aviation Safety Network database（http://aviation-safety.net/
database/）
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と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
〇
〇
年
頃
を
境
に
、
航

空
事
故
発
生
件
数
が
減
少
傾
向
に
あ
る
中
で
、
当
該
事
故
の
関
係
者
に
対
す
る
刑

事
訴
追
が
、
毎
年
一
定
数
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取

８
）

れ
る
。

ま
た
、
航
空
事
故
に
関
与
し
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
へ
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に

関
す
る
各
国
の
法
制
度
を
比
較
し
た

９
）

論
考
に
お
い
て
、
民
間
航
空
機
の
事
故
が
発

生
し
た
場
合
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
た
め
の
法
規
の
存
否
及
び

航
空
法
に
お
け
る
刑
事
・
行
政
罰
規
定
の
存
否
に
関
す
る
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
調
査
で
は
、
調
査
対
象
国
に
お
け
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
訴
追
事
例
は
、
大
半
の

国
で
、
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
と
報
告
さ
れ
て

10
）

い
る
。
こ
の
論
考
は
一
九
九
六

年
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
結
果
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
同
年
以
前
は
、
操
縦

士
に
対
す
る
起
訴
が
希
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
一
九
九
六
年
以
降
、
そ
れ
以
前
と
比
較
し
て
、
刑
事
訴
追
が
毎
年
一
定

数
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
マ
テ
ウ
ら
の
調
査
（
図
｜
二
）
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、

刑
事
訴
追
が
増
加
し
て
い
る
と
す
る
論
者
の
主
張
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
航
空
事
故
発
生
件
数
が
、
漸
減
傾
向
に
あ
る
こ
と
及
び
刑
事
訴
追
件
数

が
一
九
九
六
年
以
降
は
概
ね
横
ば
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
こ
で

刑
事
訴
追
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
主
張
の
内
容
は
、
単
純
な
件
数
の
増
加
で
は

な
く
、
起
訴
率
（
発
生
し
た
事
故
件
数
に
対
す
る
起
訴
件
数
の
割
合
）
が
徐
々
に

図－２ 刑事訴追件数

出典：Sofia Michaelides-Mateou & Andreas Mateou,“Flying in the Face of
 

Criminalization”,Chapter 9
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増
加
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
マ
テ
ウ
ら
が
行
っ
た
航
空
事
故
に
対
す
る
刑
事
訴
追
状
況
に
関
す
る
調
査
に
よ
っ
て
、
従
来
、
主
に
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
刑
事
訴
追

を
受
け
て
い
た
も
の
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
航
空
交
通
管
制
官
、
航
空
会
社
整
備
士
、
航
空
会
社
管
理
部
門
に
勤
務
す
る
者
な
ど
、

パ
イ
ロ
ッ
ト
以
外
の
航
空
従
事
者
や
、
航
空
機
の
運
航
や
整
備
を
管
理
す
る
立
場
に
あ
る
者
が
訴
追
さ
れ
る
事
例
が
増
加
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
航
空
事
故
の
件
数
が
漸
減
し
、
年
間
の
刑
事
訴
追
件
数
が
横
ば
い
傾
向
に
あ
る
中
、
近
年
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
以

外
の
関
係
者
に
対
す
る
刑
事
訴
追
件
数
の
占
め
る
割
合
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
関
係
者
の
間
で
、
刑
事
訴
追
が
増
加

し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
広
ま
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
刑
事
訴
追
が
世
界
的
に
増
加
傾
向
に
あ
る
と
い
う

指
摘
は
、
刑
事
訴
追
全
体
の
件
数
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
刑
事
訴
追
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
者
が
そ
の
対
象
と

な
る
事
例
が
増
え
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
刑
事
訴
追
の
増
加
傾
向
の
背
景
は
、
各
国
の
法
制
度
の
変
更
に
よ
る
も
の
と
は
考
え
に

11
）

く
く
、
そ
の
他
の
様
々
な
社
会
的
要
因

の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ソ
ロ
モ
ン
と
レ
レ
ズ
は
、
組
織
が
有
す
る
説
明
責
任
に
対
す
る
社
会
か
ら
の
圧
力
、

及
び
、
詳
細
な
飛
行
記
録
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
、
事
故
後
の
分
析
精
度
が
向
上
し
た
こ
と
に
こ
の
原
因
が
あ
る
と
の
指
摘
を
紹
介
し

て

12
）

い
る
。
ま
た
、
シ
ド
ニ
ー
・
デ
ッ
カ
ー
は
、
そ
の
背
景
を
、
①
事
故
の
概
念
の
変
化
、
②
危
険
の
受
容
の
減
少
及
び
失
敗
に
対
す
る
不

寛
容
、
③
事
故
に
対
す
る
報
道
機
関
の
対
応
、
④
政
治
の
大
衆
迎
合
主
義
に
あ
る
と
指
摘
し
て

13
）

い
る
。
両
者
の
指
摘
と
も
、
刑
事
訴
追
の

増
加
は
、
犯
罪
と
し
て
の
悪
質
な
行
為
が
増
加
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
会
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
犯
罪
と
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
、犯
罪
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
共
通
の
認
識
に
立
っ
て
い
る
。近
年
発
生
し
て
い
る
航
空
事
故
の
約
七
五
％

に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ラ
ー
が
関
係
し
て
い
る
と
い
う

14
）

指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
傾
向
は
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ラ
ー
が
犯
罪
と
さ
れ

る
可
能
性
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
状
況
は
、
刑
事
訴
追
の
結
果
と
し
て
科
さ
れ
る
刑
罰
に
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対
し
て
、
社
会
倫
理
的
な
批
判
よ
り
も
、
報
道
な
ど
の
影
響
を
受
け
た
一
般
大
衆
の
関
心
（
発
生
し
た
事
象
の
詳
細
を
知
り
た
い
と
い
う

要
求
、
処
罰
感
情
な
ど
）
に
政
治
（
あ
る
い
は
社
会
）
が
応
じ
る
と
い
う
構
図
と
な
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ラ
ー

と
い
う
人
間
と
し
て
や
む
を
得
な
い
行
為
に
対
し
て
も
、
実
害
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
を
理
由
に
、
以
前
に
も
増
し
て
刑
事
的
制
裁
を
科
す

社
会
的
な
要
求
が
強
ま
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
目
的
は
、
主
に
大
衆
の
関
心
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

二
）
刑
事
訴
追
の
類
型

航
空
事
故
の
後
に
行
わ
れ
る
刑
事
訴
追
は
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
特
徴
が
あ
る
。
マ
テ
ウ
ら
は
、
こ
れ
を
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス

な
ど
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
諸
国
と
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
形
式
を
採
用
し
て
い
る
大
陸
法
諸
国
と
に
分
類
し
、
そ
の
比
較
を
行
っ
て

15
）

い
る
。

一
方
、
ソ
ロ
モ
ン
と
レ
レ
ズ
は
、
こ
の
特
徴
を
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
を
そ
の
代
表
と
し
て
区
分
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
分
類
も
、
事
故

原
因
を
解
明
す
る
た
め
の
調
査
と
、
司
法
当
局
に
よ
る
犯
罪
捜
査
の
ど
ち
ら
を
優
先
す
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
航
空
事
故
に
対
す
る
刑
事
訴
追
の
問
題
を
議
論
す
る
場
合
、
日
本
に
限
ら
ず
、
こ
の
二
つ
の
活
動
が
事
故
現
場
で
競
合
す
る
こ
と
が
、

基
本
的
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

以
下
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
イ
タ
リ
ア
の
状
況
を
俯
瞰
す
る
。

ア

ア
メ
リ
カ

ア
メ
リ
カ
で
は
、
航
空
事
故
が
発
生
し
た
後
、
事
故
原
因
解
明
の
た
め
の
調
査
を
司
法
当
局
の
捜
査
に
優
先
し
て
行
う
よ
う
規
定
さ
れ

て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
事
故
調
査
は
、
国
家
運
輸
安
全
委
員
会
（
以
下
、「
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
」
と
い
う
。）
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
て

お
り
、
他
の
連
邦
機
関
の
全
て
の
活
動
に
優
先
す
る
と
規
定
さ
れ
て

16
）

い
る
。
一
九
六
七
年
に
運
輸
省
管
轄
の
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
が
事
故
の
調
査
を

担
当
す
る
こ
と
が
定
め
ら

17
）

れ
た
が
、
当
時
の
規
定
で
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
の
調
査
を
優
先
す
る
規
定
は
な
か
っ
た
。
一
九
七
四
年
、
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
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は
運
輸
省
か
ら
独
立
し
た
機
関
と
し
て
認
め
ら
れ
、
一
九
八
一
年
に
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
の
事
故
調
査
を
優
先
す
る
こ
と
が
規
定
さ

18
）

れ
た
。
そ
し
て
、

二
〇
〇
〇
年
の
法

19
）

改
正
に
お
い
て
、
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
の
調
査
の
過
程
で
、
意
図
的
な
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
事
故
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
疑
い
が
生

じ
た
場
合
、
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
委
員
長
と
司
法
省
長
官
の
協
議
の
上
、
調
査
の
優
先
権
を
Ｆ
Ｂ
Ｉ
へ
委
譲
す
る
条
文
が
追
加
さ

20
）

れ
た
。

Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
は
、
国
際
民
間
航
空
条
約
第
十
三
付
属
書
に
基
づ
く
航
空
事
故
の
調
査
を
行
い
、
原
因
あ
る
い
は
推
定
原
因
な
ど
を
報
告
す

る
こ
と
が
そ
の
任
務
で
あ
る
。
こ
の
他
、
連
邦
航
空
局
も
航
空
事
故
の
調
査
に
関
与
し
、
必
要
に
応
じ
て
航
空
会
社
、
航
空
従
事
者
、
航

空
機
製
造
者
に
対
す
る
行
政
処
分
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て

21
）

い
る
。
し
か
し
、
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
の
活
動
は
訴
訟
手
続
か
ら
独
立
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
実
態
は
、
訴
訟
に
お
い
て
責
任
を
判
断
す
る
際
に
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
が
作
成
す
る
報
告
書
に
依
存
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て

22
）

い
る
。

一
九
九
六
年
、
バ
リ
ュ
ー
ジ
ェ
ッ
ト
五
九
二
便（
Ｄ
Ｃ

９
型
機
）が
マ
イ
ア
ミ
国
際
空
港
を
離
陸
し
た
後
、
フ
ロ
リ
ダ
州
エ
バ
ー
グ
レ
ー

ド
で
墜
落
し
、
乗
員
乗
客
百
十
名
が
死
亡
し
た
。
こ
の
事
故
は
、
ア
メ
リ
カ
で
会
社
組
織
が
最
初
に
刑
事
訴
追
を
受
け
た
事
例
と
さ
れ
て

23
）

い
る
。

本
件
事
故
後
の
調
査
に
よ
っ
て
、
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
は
事
故
機
貨
物
室
に
搭
載
さ
れ
て
い
た
酸
素
発
生
装
置
が
発
火
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
墜
落

に
至
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
当
該
酸
素
発
生
装
置
は
、
バ
リ
ュ
ー
ジ
ェ
ッ
ト
社
が
航
空
機
の
整
備
を
委
託
し
て
い
る
サ
ブ
レ
テ
ッ
ク
社
社

員
に
よ
っ
て
事
故
機
に
搭
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
当
該
酸
素
発
生
装
置
に
対
し
て
発
火
防
止
の
た
め
に
安
全
蓋
を
装
着
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
が
装
着
さ
れ
な
い
ま
ま
梱
包
さ
れ
、
作
業
記
録
に
は
当
該
蓋
は
装
着
済
み
と
記
録
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
、
当
該
装
置
内
に
燃
料
が
残
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
表
示
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
配
送
担
当
職
員
に
よ
っ
て
事

故
機
へ
搭
載
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

事
故
後
、
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
の
調
査
と
共
に
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
捜
査
も
実
施
さ
れ
、
一
九
九
七
年
、
サ
ブ
レ
テ
ッ
ク
社
と
そ
の
従
業
員
三
名
が
、
航
空
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機
整
備
記
録
偽
造
、
危
険
物
取
扱
規
則
違
反
な
ど
の
罪
で
連
邦
検
察
官
に
起
訴
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
裁
判
で
、
従
業
員
に
対
し
て
無
罪
が

言
い
渡
さ
れ
た
も
の
の
、
サ
ブ
レ
テ
ッ
ク
社
に
対
し
て
、
一
部
の
罪
を
無
罪
と
し
な
が
ら
も
、
危
険
物
を
航
空
機
へ
搭
載
し
た
こ
と
な
ど

の
罪
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
の
上
訴
審
裁
判
所
の

24
）

判
決
で
は
、
サ
ブ
レ
テ
ッ
ク
社
の
危
険
物
搭
載
に
関
す
る
罪
を
無
罪
と
し
た
が
、
同

社
は
検
察
と
の
和
解
し
、
危
険
品
の
不
適
切
な
取
り
扱
い
及
び
不
十
分
な
訓
練
に
つ
い
て
罪
を
認
め
て
い
る
。
従
業
員
の
無
罪
に
つ
い
て
、

本
件
巡
回
裁
判
所
の
判
決
は
、
そ
の
理
由
を
従
業
員
ら
は
「
乗
客
の
死
を
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
」
か
ら
と
し
て
い
る
。

イ

フ
ラ
ン
ス

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
航
空
事
故
の
調
査
、
報
告
書
作
成
を
行
う
機
関
と
し
て
、「
民
間
航
空
安
全
調
査
・
分
析
局（th

e B
u
rea d

’E
n
q
u
etes

 
et d

’A
n
ly
ses p

u
o
r la secrete d

e l’a
v
ia
tio
n civ

il

）」（
以
下
、「
Ｂ
Ｅ
Ａ
」
と
い
う
。）
が
、
一
九
四
六
年
に
組
織
さ
れ
た
。
こ
の
組

織
は
、
発
生
し
た
事
故
か
ら
、
将
来
の
事
故
ま
た
は
イ
ン
シ
デ
ン
ト
の
防
止
に
寄
与
す
る
教
訓
を
引
き
出
す
こ
と
を
い
う
こ
と
を
唯
一
の

目
的
と
し
て

25
）

い
る
。

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
司
法
当
局
の
捜
査
を
優
遇
す
る
措
置
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
Ｂ
Ｅ
Ａ
が
作
成
し
た
報
告
書
を
訴
訟
な
ど
の

使
用
か
ら
保
護
す
る
制
度
が
な
い
こ
と
及
び
Ｂ
Ｅ
Ａ
調
査
官
が
機
体
の
残
骸
な
ど
の
証
拠
を
統
制
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
関

係
書
類
な
ど
は
司
法
当
局
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
の
下
、
Ｂ
Ｅ
Ａ
の
調
査
の
後
に
は
、
常
に

刑
事
訴
追
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
規
定
で
は
、
裁
判
の
原
告
、
被
告
、
あ
る
い
は
被
告
人
が
加
入
す
る
保
険
会
社
の
う
ち
、
一
人
で
も
フ
ラ
ン
ス
人

が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
発
生
し
た
場
所
に
関
係
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
の
司
法
権
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

一
般
に
捜
査
を
開
始
す
る
判
断
は
、
検
察
官
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
三
ヶ
月
以
内
に
捜
査
が
開
始
さ
れ
な
い
と
き
な
ど
は
、
予

審
判
事
に
対
し
て
被
害
者
が
捜
査
の
開
始
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
裁
判
所
は
、
独
自
に
専
門
家
を
指
名
し
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調
査
を
す
る
権
限
を
有
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
警
察
の
補
助
的
な
役
割
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て

26
）

い
る
。

一
九
九
二
年
、
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
へ
向
か
っ
て
い
た
Ａ
三
二
〇
型
機
が
、
空
港
の
手
前
の
山
に
墜
落
し
、
乗
員
乗
客
九
六

名
の
う
ち
八
七
名
が
死
亡
し
た
。
事
故
の
原
因
は
、
自
動
操
縦
に
よ
る
降
下
の
際
、
使
用
し
て
い
る
自
動
操
縦
の
モ
ー
ド
を
事
故
機
パ
イ

ロ
ッ
ト
が
誤
認
し
、
降
下
角
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
降
下
率
を
維
持
す
る
モ
ー
ド
で
飛
行
し
た
た
め
、
過
大
な
降
下
率

で
降
下
す
る
こ
と
と
な
り
、
墜
落
に
至
っ
た
も
の
で

27
）

あ
る
。

本
件
事
故
の
後
、
Ａ
三
二
〇
型
機
操
縦
席
の
設
計
担
当
者
、
事
故
機
に
対
地
接
近
警
報
装
置
を
搭
載
し
な
い
と
い
う
判
断
の
責
任
者
で

あ
る
エ
ア
・
イ
ン
タ
ー
社
社
長
、
フ
ラ
ン
ス
航
空
局
技
術
統
括
主
任
な
ど
が
起
訴
さ
れ
た
。
こ
の
他
、
エ
ア
・
イ
ン
タ
ー
社
の
運
航
部
長

も
、
事
故
機
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
操
縦
経
験
を
積
ま
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
訴
さ
れ
た
。
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
六
年
に
各
個
人
に

対
し
て
は
無
罪
を
言
い
渡
し
た
も
の
の
、
犠
牲
者
遺
族
な
ど
に
対
し
て
、
航
空
機
製
造
会
社
の
エ
ア
バ
ス
社
及
び
航
空
機
を
運
航
し
て
い

た
エ
ア
フ
ラ
ン
ス
社
の
賠
償
責
任
を
認

28
）

め
た
。

ウ

イ
タ
リ
ア

イ
タ
リ
ア
で
は
、
航
空
事
故
の
調
査
は
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
第
十
三
付
属
書
に
従
っ
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
、
イ
タ
リ
ア
飛
行
法
で
規

定
さ
れ
て

29
）

い
る
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
航
空
事
故
を
調
査
す
る
機
関
と
し
て
飛
行
安
全
管
理
局
（A

g
en
zia N

a
zio
n
a
le p

er la S
icu
rezza

 
d
el V

o
lo

）（
以
下
、「
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ｖ
」
と
い
う
。）
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ｖ
が
、
こ
の
よ
う
に
航
空
事
故
の
調
査
を
行
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
航
空
事
故
が
発
生
し
た
際
、
司
法
当
局
の
捜
査
が
平
行
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

二
〇
〇
四
年
に
ミ
ラ
ノ
の
リ
ネ
ー
ト
空
港
で
離
陸
中
の
旅
客
機
と
、
地
上
走
行
中
の
小
型
自
家
用
機
が
滑
走
路
上
で
衝
突
し
た
事
故
の

際
、
治
安
判
事
が
事
故
現
場
か
ら
証
拠
物
件
を
押
収
し
た
た
め
、
当
該
物
件
が
事
故
原
因
究
明
の
た
め
の
調
査
に
使
用
で
き
な
い
と
い
う

事
態
が
生
じ
て

30
）

い
る
。
そ
し
て
、
当
時
、
事
故
機
の
管
制
を
担
当
し
て
い
た
管
制
官
、
空
港
長
ら
が
起
訴
さ
れ
、
有
罪
判
決
が
言
い
渡
さ
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れ
た
。

ま
た
、
二
〇
〇
五
年
八
月
に
発
生
し
た
、
旅
客
機
が
シ
シ
リ
ー
島
沖
に
不
時
着
水
し
た
事
故
の
後
、
公
表
さ
れ
た
当
該
事
故
に
関
す
る

Ａ
Ｎ
Ｓ
Ｖ
の
調
査
報
告
書
の
一
節
で
、
司
法
当
局
は
、
Ｃ
Ｖ
Ｒ
（C

o
ck
p
it V

o
ice R

eco
rd
er ：

操
縦
席
音
声
記
録
装
置
）
及
び
Ｆ
Ｄ
Ｒ

（F
lig
h
t D

a
ta R

eco
rd
er ：

飛
行
情
報
記
録
装
置
）
か
ら
得
ら
れ
た
資
料
を
事
故
発
生
か
ら
約
三
ヶ
月
の
間
、
事
故
調
査
を
行
う
Ａ
Ｎ
Ｓ

Ｖ
に
開
示
し
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

31
）

い
る
。

こ
の
二
件
の
事
例
か
ら
、
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
イ
タ
リ
ア
の
司
法
当
局
が
、
事
故
の
原
因
究
明
だ
け
で
は
な
く
、
事
故
関
係
者
の

刑
事
責
任
追
及
に
と
っ
て
重
要
な
証
拠
と
な
る
と
判
断
さ
れ
た
資
料
を
優
先
的
に
押
収
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
り
、
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
、
原
因
を
解
明
す
る
た
め
の
事
故
調
査
の
活
動
を
阻
害
し
て
い
る
状
況
が
実
際
に
発
生
し
て
い
る
。

エ

刑
事
訴
追
の
類
型
か
ら
見
え
る
こ
と

航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
を
刑
事
訴
追
す
る
各
国
の
傾
向
を
見
る
と
、
事
故
の
再
発
防
止
よ
り
も
一
般
大
衆
の
関
心
を

満
足
さ
せ
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
事
故
の
再
発
防
止
の
視
点
か
ら
は
、
マ
テ
ウ
は
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
事

故
原
因
を
解
明
す
る
た
め
の
調
査
と
犯
罪
捜
査
の
関
係
が
良
好
に
あ
る
象
徴
と
し
て
扱
う
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
で
は
、

両
者
の
活
動
に
調
和
が
取
れ
ず
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
犯
罪
捜
査
を
行
う
機
関
の
活
動
が
優
先
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
と
し
て

32
）

い
る
。

し
か
し
、
実
際
の
刑
事
訴
追
が
行
わ
れ
て
い
る
状
況
を
確
認
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
も
Ｔ
Ｗ
Ａ
八
〇
〇
便
墜
落

33
）

事
故
や
ワ
シ
ン
ト
ン
州

で
発
生
し
た
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
爆
発

34
）

事
故
の
際
に
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
が
独
自
に
捜
査
活
動
を
行
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
よ
う
な

混
乱
を
防
止
す
る
た
め
の
法
改
正
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
近
年
、
航
空
事
故
後
に
お
け
る
刑
事
司
法
当
局
の
関
与
が
深
ま
っ
て

35
）

お
り
、
起

訴
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
で
も
刑
事
訴
追
が
拡
大
す
る
潜
在
的
な
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
と
の
危
惧
が
示
さ
れ
て

36
）

い
る
。
サ
ブ
レ
テ
ッ
ク

社
の
事
例
の
よ
う
に
、
会
社
自
体
が
刑
事
訴
追
の
対
象
と
な
る
の
は
、
使
用
者
責
任
と
し
て
従
業
員
の
誤
っ
た
行
動
の
責
任
を
会
社
が
負
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わ
さ
れ
る
こ
と
を
会
社
自
身
が
認
識
す
れ
ば
、
会
社
経
営
者
に
対
し
て
、
従
業
員
に
よ
る
完
全
な
法
令
遵
守
を
確
実
に
す
る
た
め
の
、
よ

り
強
い
動
機
と

37
）

な
る
と
い
う
こ
と
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ

38
）

ろ
う
。
更
に
、
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
の
調
査
と
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
捜
査
の
関
係
に
つ
い
て
の
規

定
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
航
空
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
の
原
因
を
解
明
す
る
た
め
の
調
査
を
優
先
す
る
と
い
う

社
会
的
意
志
が
、
法
律
に
よ
っ
て
明
確
に
定
め
ら
れ
て

39
）

い
る
。
こ
の
両
者
を
総
合
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
社
会
は
、
事
故
の
再
発
防
止
を
優

先
し
、
仮
に
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
者
に
対
す
る
刑
事
訴
追
を
行
う
こ
と
に
と
し
て
も
、
こ
れ
に
一
般
予
防
的
な
効
果
を
期
待
し
て
い
る

も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
方
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
起
訴
の
状
況
を
鑑
み
る
と
、
航
空
機
設
計
者
の
よ
う
に
結
果
発
生
に
対
す
る
因
果
関
係
が
希
薄
な
者
が
起
訴

さ
れ
て
お
り
、
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
効
果
を
強
く
意
図
し
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
推
察
で
き
る
状
況
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
状
況

は
事
故
が
発
生
す
れ
ば
、
事
故
を
起
こ
し
た
航
空
機
の
運
航
に
関
与
し
て
い
た
者
を
全
て
処
罰
す
る
と
い
う
応
報
的
な
意
味
合
い
が
強
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
に
お
け
る
刑
事
訴
追
は
、
事
故
の
再
発
防
止
と
い
う
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
に
対
し
て

大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
拡
大
が
危
惧
さ
れ
る
状
況
で
あ

り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
で
は
、
す
で
に
こ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

三
）
小
括

こ
れ
ま
で
、
航
空
事
故
の
後
に
行
わ
れ
る
刑
事
訴
追
の
状
況
に
つ
い
て
、
代
表
的
な
事
例
を
紹
介
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
生

起
し
て
い
る
背
景
に
、
社
会
的
環
境
の
変
化
が
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
、
社
会
に
対
す
る
説
明
責
任
や
事
実
解
明
が
過
度
に
刑
罰

に
期
待
さ
れ
て
い
る

40
）

結
果
で
あ
り
、
そ
こ
に
刑
事
裁
判
に
よ
っ
て
真
実
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
、
社
会
か
ら
の
期
待
が
こ
め
ら
れ
て
い
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る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
刑
事
裁
判
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
故
関
係
者
が
真
実
を
証
言
し
な
く
な
る
こ
と
が
多
く
の
論
者

か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
裁
判
で
確
定
さ
れ
る
真
実
と
は
、「
絶
対
的
真
実
」と
は
異
な
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
期
待
は
、
刑
事
訴
追
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
原
因
の
解
明
が
形
式
的
な
も
の
に
止
ま
り
、
実
質
的
な
原
因
の

解
明
を
伴
わ
な
い
も
の
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。

そ
し
て
、
デ
ッ
カ
ー
も
、
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
の
過
誤
を
犯
罪
と
す
る
こ
と
の
要
因
の
一
つ
に「
大
衆
迎
合
主
義
」

が
あ
る
と

41
）

指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
近
年
、
日
本
で
は
犯
罪
に
対
し
て
厳
罰
化
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
こ
の
原
因
と
し

て
「
ポ
ピ
ュ
リ

42
）

ズ
ム
」
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て

43
）

い
る
。
デ
ッ
カ
ー
も
「
大
衆
迎
合
主
義
」
の
影
響
に
よ
っ
て
厳
罰
化
が
進
行
し
て
い
る
と

指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
厳
罰
化
の
影
響
は
、
一
般
的
な
犯
罪
に
限
ら
ず
航
空
事
故
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
こ
れ
が
航
空
事
故
に
対
す

る
刑
事
訴
追
の
増
加
を
後
押
し
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
海
外
で
発
生
し
た
航
空
事
故
に
対
す
る
刑
事
訴
追
の
状
況
を
俯
瞰
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
議
論
で
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ

ラ
ー
に
起
因
す
る
事
故
に
対
し
て
刑
事
訴
追
を
行
う
こ
と
は
、
日
本
独
特
の
こ
と
と
い
う
認
識
が
一
般
的
だ
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
検

証
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
全
世
界
的
な
傾
向
で
あ
り
、
日
本
特
有
の
事
象
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
こ
で
の
論
点
は
、
刑
事
訴
追
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
事
故
原
因
の
解
明
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
状
況
は
、
事
故
か
ら
の

貴
重
な
教
訓
を
活
か
す
こ
と
を
十
分
行
う
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
た
め
、
今
後
の
航
空
交
通
の
発
展
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

二

日
本
の
状
況

一
）
日
本
の
航
空
事
故
調
査
等
に
関
す
る
制
度

日
本
で
航
空
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
原
因
究
明
の
た
め
の
調
査
が
運
輸
安
全
委
員
会
に
よ
っ
て
行
わ

44
）

れ
る
。
こ
の
調
査
は
、
国
際
民
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間
航
空
条
約
の
規
定
及
び
同
第
十
三
付
属
書
で
定
め
ら
れ
て
い
る
方
式
等
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

45
）

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
調

査
に
係
る
活
動
の
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て

46
）

い
る
。

一
方
、
航
空
事
故
が
発
生
し
た
直
後
か
ら
警
察
に
よ
る
捜
査
も
行
わ
れ
、
こ
れ
は
刑
事
訴
訟
法
第
百
八
十
九
条
第
二
項
の
規
定
を
根
拠

に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
運
輸
安
全
委
員
会
に
よ
る
原
因
究
明
の
た
め
の
調
査
と
警
察
の
捜
査
が
同
時
に
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
事
故
現
場
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
の
競
合
が
発
生
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
原
因
究
明
の
た
め
の
事
故
調
査
が
優
先

さ
れ
る
と
い
う
法
律
に
よ
る
規
定
が
日
本
に
は
な
い
た
め
、
ど
ち
ら
の
活
動
を
優
先
し
て
行
う
の
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
、
運
輸
安
全
委
員
会
の
前
身
で
あ
る
航
空
事
故
調
査
委
員
会
の
設
置
に
先
立
ち
、
昭
和
四
七
年
二
月
、
当
時
の
警
察
庁
長

官
と
運
輸
事
務
次
官
の
間
で
覚
書
が
取
り
交
わ
さ
れ
た
。
こ
の
覚
書
の
目
的
は
、
航
空
事
故
調
査
委
員
会
（
当
時
）
の
設
立

47
）

趣
旨
を
徹
底

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
航
空
事
故
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
後
、
警
察
庁
と
航
空
事
故
調
査
委
員

会
の
間
で
、
両
者
の
活
動
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
細
目
が
締
結
さ
れ
た
。
そ
し
て
現
在
の
運
輸
安
全
委
員
会
が
発
足
し
た
後
、
改
め
て
、

警
察
庁
長
官
と
国
土
交
通
事
務
次
官
の
間
で
「
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
の
運
用
に
つ

48
）

い
て
」
と
い
う
文
書
が
取
り
交
わ
さ
れ
、
昭
和
四

七
年
二
月
に
締
結
さ
れ
た
覚
書
は
、
今
後
と
も
有
効
で
あ
る
こ
と
を
両
者
が
確
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
平
成
二
十
年
十
月
に
運
輸
安
全

委
員
会
が
発
足
し
た
後
、
警
察
庁
と
運
輸
安
全
委
員
会
の
間
で
、
覚
書
に
基
づ
き
、
事
故
後
の
活
動
に
関
す
る
具
体
的
内
容
の
取
り
決
め

で
あ
る
細
目
が
改
め
て
締
結
さ
れ
た
。

覚
書
に
よ
れ
ば
、
運
輸
安
全
委
員
会
が
行
う
事
故
調
査
に
関
す
る
権
限
は
、
捜
査
機
関
に
対
し
て
行
使
し
な
い
こ
と

49
）

と
し
、
も
し
同
権

限
を
行
使
す
る
場
合
に
は
あ
ら
か
じ
め
捜
査
機
関
の
意
見
を
聞
き
、
当
該
権
限
の
行
使
が
犯
罪
捜
査
に
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
と
な
っ
て

50
）

い
る
。
ま
た
、
捜
査
機
関
か
ら
運
輸
安
全
委
員
会
委
員
長
等
に
対
し
て
事
故
原
因
に
つ
い
て
鑑
定
依
頼
が
あ
っ
た
と
き
は
、

同
委
員
長
等
は
支
障
の
な
い
限
り
こ
れ
に
応

51
）

じ
る
と
と
も
に
、
運
輸
安
全
委
員
会
か
ら
捜
査
機
関
に
対
し
て
協
力
の
要
請
が
あ
っ
て
と
き
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に
は
、
捜
査
機
関
は
支
障
の
な
い
限
り
協
力

52
）

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

更
に
、
細
目
で
は
、
事
故
現
場
の
保
存
、
関
係
者
に
対
す
る
事
情
聴
取
及
び
関
係
物
件
の
押
収
・
保
管
等
の
具
体
的
な
要
領
に
関
す
る

申
し
合
わ
せ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
運
輸
安
全
委
員
会
の
調
査
責
任
者
と
警
察
の
捜
査
責
任
者
が
、
そ
の
都
度
、
協
議
を
行

い
、
現
場
に
お
け
る
活
動
を
円
滑
に
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
事
故
現
場
の
保
存
及
び
双
方
が
必
要
と
す
る
関
係
物
件
の
押
収

は
原
則
と
し
て
警
察
が
行
う
こ
と
、
並
び
に
押
収
物
件
の
中
で
飛
行
記
録
装
置
な
ど
の
解
析
が
必
要
な
も
の
は
、
警
察
が
速
や
か
に
運
輸

安
全
委
員
会
へ
鑑
定
嘱
託
の
手
続
を
取
る
と
い
う
合
意
が
な
さ
れ
て

53
）

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
覚
書
及
び
細
目
で
は
、
ど
ち
ら
の
機
関
の
活
動
が
全
般
的
に
優
先
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
明
確
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
運
輸
安
全
委
員
会
が
行
う
事
故
調
査
に
係
る
権
限
が
捜
査
機
関
へ
行
使
さ
れ
な
い
こ
と
や
、
犯
罪
捜
査
に
支
障
を
来
さ
な
い
範

囲
で
の
事
故
調
査
の
実
施
、
現
場
の
保
存
及
び
関
係
物
件
の
押
収
は
警
察
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
捜
査

機
関
の
活
動
は
、
運
輸
安
全
委
員
会
が
行
う
事
故
調
査
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
独
自
の
判
断
で
行
わ
れ
、
事
故
調
査
の
活
動
に
優
越
す

る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
航
空
事
故
の
発
生
か
ら
刑
事
裁
判
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
の
手
続
は
、
覚
書
及
び
細
目
で
申
し
合
わ
さ
れ
た
内
容
に
則
っ
て
、

事
故
発
生
直
後
に
は
警
察
の
捜
査
と
運
輸
安
全
委
員
会
の
調
査
活
動
が
平
行
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
細
目
に
あ
る
よ
う
に
、
飛
行
記

録
装
置
な
ど
、
事
故
現
場
か
ら
押
収
し
た
物
件
の
解
析
が
運
輸
安
全
員
会
に
対
し
て
鑑
定
を
委
託
さ
れ
、
当
該
物
件
の
鑑
定
結
果
が
出
た

後
、
警
察
に
お
け
る
書
類
送
検
等
の
手
続
が
行
わ
れ
る
。
な
お
、
鑑
定
結
果
が
出
さ
れ
た
後
、
運
輸
安
全
委
員
会
か
ら
当
該
事
故
に
係
る

事
故
調
査
報
告
書
が
公
表
さ
れ
、
警
察
は
、
こ
の
報
告
書
も
参
考
に
し
て
所
要
の
手
続
を
進
め
る
場
合
が

54
）

多
い
。
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二
）
航
空
事
故
に
対
す
る
刑
事
訴
追
の
状
況

日
本
で
発
生
し
た
大
型
機
（
主
に
民
間
旅
客
機
）
の
航
空
事
故
件
数
は
、
一
九
七
四
年

一
月
一
日
か
ら
二
〇
一
二
年
七
月
一
日
ま
で
の
間
、
一
五
一
件
発
生
し
い
て

55
）

い
る
。
こ
の

件
数
は
、
運
輸
安
全
委
員
会（
前
身
の
委
員
会
を
含
む
。）の
調
査
対
象
と
な
っ
た
事
故
で
、

①
航
空
機
の
墜
落
、
衝
突
又
は
火
災
、
②
航
空
機
に
よ
る
人
の
死
傷
又
は
物
件
の
損
壊
、

③
航
空
機
内
に
い
る
者
の
死
亡
（
自
然
死
等
を
除
く
）
又
は
行
方
不
明
、
④
航
行
中
の
航

空
機
が
損
傷
を
受
け
た
事
態
と
さ
れ
て

56
）

い
る
。
こ
れ
を
年
度
別
の
発
生
件
数
毎
に
ま
と
め

た
も
の
が
、
図
｜
三
で
あ
る
。

一
方
、
こ
れ
ま
で
日
本
で
発
生
し
た
航
空
事
故
の
中
で
、
刑
事
裁
判
に
持
ち
込
ま
れ
た

事
故
の
総
数
は
十

57
）

三
件
で
あ
る（
各
事
故
の
概
要
は
、
別
表
二
参
照
）。
そ
の
中
で
、
上
記

事
故
件
数
統
計
期
間
（
一
九
七
四
年
〜
二
〇
一
二
年
）
に
発
生
し
た
事
故
で
刑
事
裁
判
に

付
さ
れ
た
も
の
は
四
件
で

58
）

あ
る
。
世
界
的
に
航
空
事
故
に
対
す
る
刑
事
訴
追
が
増
加
し
て

い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
こ
と
を
先
に
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
統
計
か

ら
は
、
そ
の
傾
向
は
日
本
に
は
必
ず
し
も
は
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
も
い
え
る
。

し
か
し
、
刑
事
裁
判
に
付
さ
れ
た
事
例
は
わ
ず
か
で
あ
る
も
の
の
、
多
く
の
航
空
事
故
に

対
し
て
警
察
の
捜
査
が
行
わ
れ
て

59
）

お
り
、
刑
事
裁
判
数
が
増
加
傾
向
に
転
じ
る
こ
と
も
否

定
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
。
事
故
に
対
す
る
警
察
の
捜
査
の
影
響
を
考
慮
す
る
と
、
一
概

に
、
日
本
に
お
け
る
刑
事
訴
追
の
件
数
が
増
加
傾
向
に
は
な
い
と
断
言
で
き
る
状
況
で
は

図－３ 年別大型機航空事故発生件数
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な
い
。

と
こ
ろ
で
、
刑
事
裁
判
に
付
さ
れ
た
十
三
件
の
罪
状
と
そ
の
判
決
の
内
容
は
、
十
一
件
が
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
起
訴
さ
れ
、
八
件

が
有
罪
、
三
件
が
無
罪
判
決
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
二
件
は
航
空
危
険
行
為
処
罰
法
第

60
）

六
条
に
基
づ
き
、
過
失
に
よ
り
航
空
の
危
険

を
生
じ
さ
せ
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
、
二
件
と
も
有
罪
判
決
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
航
空
危
険
行
為
処
罰
法
に
よ
り
有
罪
と
さ
れ
た
事
例
は
、

共
に
人
的
被
害
は
発
生
し
て
お
ら
ず
、
航
空
機
の
損
壊
だ
け
が
生
じ
た
事
例
で
あ
り
、
双
方
と
も
、
大
事
故
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
と
い

う
「
航
空
の
危
険
」
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
を
理
由
に
有
罪
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
両
罪
に
よ
る
有
罪
判
決
の
う
ち
、
八
件
は
執
行
猶
予
が
付
け
ら
れ
、
残
り
の
二
件
は
、
罰
金
の
実
刑
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
故
で
刑
事
裁
判
に
付
さ
れ
た
の
は
、
事
故
機
機
長
、
同
副
操
縦
士
、
あ
る
い
は
事
故
機
を
管
制
し
て
い
た
航
空
管
制
官
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
航
空
事
故
に
お
い
て
刑
事
裁
判
へ
持
ち
込
ま
れ
た
事
故
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
全
て
過
失
犯
と
し
て
裁

判
に
付
さ
れ
て
い
る
。

三
）
航
空
事
故
に
お
け
る
注
意
義
務

航
空
事
故
に
関
す
る
日
本
の
刑
事
裁
判
で
、
過
失
の
注
意
義
務
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
類
型
化
す
る
と
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
起
訴
さ
れ
て

い
る
事
例
で
は
、
次
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
表
｜
一
）。

第
一
は
航
空
法
な
ど
の
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
で
あ
る（
別
表
三
中
三
、
六
、
十
一
及
び
十
三
の
事
例
）。
こ
の
類
型
に
区
分
さ
れ

る
注
意
義
務
に
該
当
す
る
事
例
は
、
那
覇
空
港
に
お
け
る
接
触
事
故
（
別
表
三
事
例
三
）
に
お
い
て
適
用
さ
れ
た
、
航
空
法
第
七
十
一
条

61
）

の
二
で
定
め
ら
れ
て
い
る
「
操
縦
者
の
見
張
り
義
務
」
な
ど
、
具
体
的
な
事
象
が
航
空
法
な
ど
で
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
す
る
違
反

を
問
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
に
該
当
す
る
全
て
の
事
例
に
お
い
て
過
失
が
認
定
さ
れ
、
有
罪
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
の
類
型
は
、
航
空
機
を
運
航
す
る
航
空
会
社
が
制
定
し
た

運
航
規
程
等
で
定
め
ら
れ
た
航
空
機
の
操
縦
に
関
す
る
手
順
を
遵

守
す
る
こ
と
で
あ
る（
別
表
三
中
二
、
四
及
び
八
の
事
例
）。
運
航

規
程
と
は
、
航
空
法
に
い
う
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
に
お
い
て
、

同
法
第
百

62
）

四
条
を
根
拠
に
そ
の
作
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
規
程
で

あ
り
、
本
規
程
に
則
っ
て
航
空
機
の
運
航
を
行
う
こ
と
が
航
空
運

送
事
業
者
に
対
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
航

空
機
製
造
会
社
が
作
成
し
た
基
本
的
な
航
空
機
の
操
縦
手
順
を
も

と
に
、
航
空
機
を
運
航
す
る
航
空
会
社
が
そ
の
会
社
に
お
け
る
運

航
特
性
を
加
味
し
て
策
定
し
た
操
縦
手
順
や
航
空
機
の
運
用
す
る

限
界

63
）

事
項
等
を
内
容
と
し
、
航
空
法
第
百
四
条
に
基
づ
き
国
土
交

通
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
い
る
。加
え
て
、航
空
法
第
百
五
十

64
）

七
条

に
お
い
て
、
本
規
程
に
反
す
る
航
空
機
の
運
用
に
対
す
る
罰
則
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
航
規
程
は
各
航
空
会
社
が
独
自
に
定

め
た
内
部
規
定
と
い
う
法
的
位
置
づ
け
で
あ
る
も
の
の
、
航
空
運
送
事
業
者
が
航
空
機
の
運
航
を
行
う
上
で
、
そ
の
効
力
は
法
律
と
同
等

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
関
係
法
令
の
遵
守
と
同
様
に
、
運
航
規
程
に
従
っ
て
航
空
機
の
運
用
を
行
う
こ
と
は
操
縦
者
に
対
す

る
義
務
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
航
空
事
故
に
お
け
る
操
縦
者
の
過
失
を
検
討
す
る
際
の
注
意
義
務
と
し
て
採
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
類
型
に
区
分
さ
れ
る
事
例
と
し
て
は
、
飛
行
中
の
急
激
な
風
の
変
化
に
遭
遇
し
た
際
の
不
適
切
な
操
縦
方
法
に
よ
っ
て
航
空
機
が

乱
高
下
し
、
乗
員
乗
客
を
負
傷
さ
せ
た
と
し
て
事
故
機
機
長
が
起
訴
さ
れ
た
日
航
機
乱
高
下
事
故
（
別
表
三
中
二
の
事
例
）
が
あ
る
。
こ

表－
一

操
縦
者
に
関
す
る
注
意
義
務
の
類
型

注
意
義
務
の
内
容

事

例

関
係
法
令
の
遵
守

那
覇
空
港
接
触
事
故
⑹

雫
石
事
故

日
東
航
空
淡
路
島
墜
落
事
故

海
上
保
安
庁
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
墜
落
事
故

航
空
機
操
縦
手
順
の
遵
守

日
航
機
乱
高
下
事
故
⑵

女
満
別
空
港
胴
体
着
陸
事
故
⑷

全
日
空
機
宮
崎
空
港
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
事
故
⑻

危
険
状
態
か
ら
の
安
全
な

脱
出

離
陸
時
に
お
け
る
滑
走
路
か
ら
の
逸
脱
事
故
⑸

大
分
空
港
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
事
故
⑼

着
陸
時
に
お
け
る
滑
走
路
か
ら
の
逸
脱
事
故
⑽

※
事
例
の
末
尾
に
付
し
て
い
る
番
号
は
、
別
表
二
及
び
別
表
三
で
示
し
た
事
故

の
番
号
で
あ
る
。
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の
事
故
の
刑
事
裁
判
で
は
、
前
記
状
況
に
遭
遇
し
た
際
に
当
該
機
長
が
行
っ
た
操
縦
に
つ
い
て
、
航
空
事
故
調
査
報
告
書
の
デ
ー
タ
ー
を

詳
細
に
検
討
し
、
当
該
操
縦
が
不
適
切
で
あ
っ
た
と
す
る
に
は
合
理
的
な
疑
い
が
残
る
と
し
て
無
罪
と
さ
れ
た
。
一
方
、
全
日
空
機
宮
崎

空
港
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
事
故
（
別
表
三
中
八
の
事
例
）
の
裁
判
で
は
、
運
航
規
程
で
定
め
ら
れ
て
い
る
、
着
陸
に
お
い
て
使
用
す
べ
き
高
揚

力
発
生
装
置
（
Ｆ
Ｌ
Ａ
Ｐ
）
の
角
度
及
び
滑
走
路
末
端
上
空
を
通
過
す
る
際
の
速
度
を
遵
守
し
て
い
な
か
っ
た
な
ど
と
し
て
有
罪
と
さ
れ

た
。
こ
の
事
例
よ
う
に
、
運
航
規
程
で
定
め
ら
れ
た
操
縦
手
順
か
ら
の
逸
脱
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
同
規
程
で
具
体
的
な
数
字
と
し
て
表
現

さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ
れ
ば
、
逸
脱
の
有
無
が
容
易
に
判
断
で

65
）

き
る
。
し
か
し
、
乱
高
下
事
故
の
よ
う
に
、
操
縦
の
要
領
に
か
か
わ
る
こ

と
が
問
題
と
な
る
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
尺
度
を
用
い
て
判
断
す
る
か
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
結
論
が
異
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
類
型
に
区

分
さ
れ
る
注
意
義
務
に
該
当
す
る
場
合
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
有
罪
か
無
罪
か
の
判
断
が
分
か
れ
る
可
能
性
が
大
き
い
側
面
を
有
し
て
い

る
。第

三
の
類
型
と
し
て
、
関
係
法
令
及
び
運
航
規
程
に
定
め
ら
れ
た
操
縦
手
順
を
遵
守
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
飛
行
中
に
遭
遇
し

た
危
険
な
状
態
か
ら
安
全
に
脱
出
す
る
こ
と
で
あ
る（
別
表
三
中
五
、
九
及
び
一
〇
の
事
例
）。
こ
の
類
型
に
区
分
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、

い
わ
ゆ
る
「
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
判
断
」
の
是
非
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
主
観
的

判
断
を
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、
個
々
の
具
体
的
事
例
に
応
じ
て
注
意
義
務
を
措
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
注
意

義
務
を
ど
の
よ
う
に
措
定
す
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
結
果
へ
至
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
具
体
的
な
事
例
で
も
、
航
空
機
に
発
生
し
た
故
障

が
原
因
で
あ
る
と
し
て
機
長
の
過
失
が
否
定
さ
れ
た
も
の
及
び
着
陸
を
や
り
直
す
際
、
滑
走
路
周
辺
に
あ
っ
た
障
害
物
等
の
危
険
の
存
在

が
予
見
不
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
無
罪
と
な
っ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
雨
天
時
、
滑
り
や
す
い
滑
走
路
か
ら
離
陸
す
る
際
に
方

向
保
持
が
不
安
定
に
な
り
離
陸
を
中
止
し
た
が
、
離
陸
中
止
に
関
す
る
判
断
が
遅
れ
た
こ
と
に
つ
き
過
失
が
あ
っ
た
と
し
て
有
罪
と
さ
れ

た
事
例
も
あ
り
、
判
決
に
お
い
て
、
そ
の
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
。
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他
方
、
航
空
管
制
官
が
起
訴
さ
れ
た
裁
判
に
お
い
て
、
注
意
義
務
と
さ
れ
た
内
容
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
場
合
と
若
干
異
な
る
内
容
と
な
っ

て
い
る
。
航
空
機
の
管
制
は
、
国
土
交
通
省
が
制
定
し
た
管
制
方
式
基
準
に
基
づ
き
国
土
交
通
省
管
制
官
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

管
制
方
式
基
準
と
は
、
航
空
管
制
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
及
び
航
空
機
間
の
安
全
間
隔
設
定
要
領
等
、
管
制
官
が
航
空
機
を
管
制
す
る

に
あ
た
っ
て
の
具
体
的
要
領
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
航
空
機
の
運
航
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
航
空
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
航
空
機
を
運
航
す
る
者
に
対
す
る
規
制
等
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
航
空
管
制
業
務
を
直
接
統
制
す
る
規
程
は

同
法
に
は
な
い
。
つ
ま
り
、
航
空
管
制
を
行
う
管
制
官
に
と
っ
て
、
管
制
方
式
基
準
は
唯
一
の
法
令
に
類
し
た
根
拠
と
な
る
規
程
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
た
場
合
、
管
制
官
が
起
訴
さ
れ
た
事
例
に
お
け
る
注
意
義
務
の
類
型
化
を
行
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
表

｜
二
）。
第
一
は
、
管
制
方
式
基
準
で
定
め
ら
れ
た
、
飛
行
中
の
航
空
機
同
士
の
安
全
間
隔
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る（
別
表
三
中
一
の
事

例
）。
こ
の
類
型
に
区
分
さ
れ
る
事
例
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
第
一
類
型
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
管
制
官
が
業
務
上
過
失
の
罪
で
起
訴
さ

れ
る
場
合
の
典
型
的
な
注
意
義
務
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
注
意
義
務
に
関
し
て
、
適
切
な
用
語
を
使
用
し
な
か
っ
た
場
合
な

ど
客
観
的
に
評
価
を
行
え
る
場
合
も
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る

が
、
航
空
機
間
の
安
全
間
隔
設
定
に
つ
い
て
は
、
管
制
方
式
基
準
に

示
さ
れ
て
い
る
の
は
航
空
機
間
に
設
定
す
べ
き
具
体
的
な
水
平
間
隔

及
び
垂
直
間
隔
（
高
度
差
）
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
間
隔
を
ど
の
よ
う

に
し
て
設
定
す
る
か
と
い
う
要
領
は
管
制
官
が
独
自
に
判
断
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
具
体
的
状
況
に
お
い
て
、
管
制
官
が

最
善
と
判
断
し
た
方
法
を
具
現
化
す
る
た
め
に
発
出
し
た
管
制
指
示

表－

二

管
制
官
に
対
す
る
注
意
義
務
の
類
型

注
意
義
務
の
内
容

事

例

航
空
機
間
の
安
全
間
隔
の
設
定

日
航
機
ニ
ア
ミ
ス
事
故
⑴

管
制
指
示
発
出
前
の
安
全
確
認

中
華
航
空
機
事
故
⑺

名
古
屋
空
港
衝
突
事
故

※
事
例
の
末
尾
に
付
し
て
い
る
番
号
は
、
別
表
二
及
び
別
表
三
で
示
し
た
事

故
の
番
号
で
あ
る
。
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の
是
非
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
管
制
官
の
主
観
的
能
力
の
評
価
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
先
に
述
べ
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
な
ど
の
第
三
者
の
行

為
が
介
入
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
発
生
し
た
事
象
を
ど
の
よ
う
に
細
分
化
す
る
か
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
予
見
可
能
性

の
存
否
を
評
価
す
る
場
面
に
お
い
て
「
何
を
も
っ
て
『
結
果
発
生
に
至
る
因
果
の
経
過
の
基
本
的
部
分
』
に
当
た
る
と
み

66
）

る
か
」
と
い
う

重
要
な
問
題
が
顕
在
化
す
る
な
ど
、
定
型
的
な
評
価
が
困
難
と
な
る
場
合
が
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

日
航
機
ニ
ア
ミ
ス
事
故
の
刑
事
裁
判
で
は
、
急
接
近
し
つ
つ
あ
る
航
空
機
間
の
安
全
間
隔
の
設
定
を
意
図
し
た
管
制
指
示
を
、
本
来
意

図
し
て
い
た
対
象
と
な
る
べ
き
航
空
機
と
は
異
な
る
航
空
機
に
対
し
て
行
っ
た
こ
と
に
関
す
る
過
失
が
問
わ
れ
て
い
る
。
本
件
で
起
訴
さ

れ
た
管
制
官
（
言
い
間
違
い
を
し
た
管
制
官
及
び
当
該
管
制
官
を
監
督
し
て
い
た
管
制
官
）
は
、
公
判
に
お
い
て
、
当
該
管
制
指
示
は
必

ず
し
も
適
切
な
管
制
指
示
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
決
し
て
誤
っ
た
指
示
で
は
な
い
旨
証
言
し
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
、
管
制
方
式

基
準
に
お
い
て
安
全
間
隔
設
定
に
関
す
る
具
体
的
方
法
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
し
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
裁
判
に
お

い
て
も
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
事
例
で
は
、
被
告
管
制
官
が
管
制
指
示
を
発
出
し
た
後
に
、
航
空
機
に
搭
載
さ
れ
た
衝

突
防
止
装
置
の
回
避
警
報
の
作
動
や
本
警
報
に
基
づ
く
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
衝
突
回
避
操
作
と
い
う
事
態
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
過

失
と
さ
れ
る
行
為
の
後
に
生
起
し
た
事
象
の
位
置
づ
け
が
、
本
件
第
一
審
と
第
二
審
で
異
な
る
見
解
と
な
っ
た
た
め
判
断
が
分
か
れ
る
結

果
を
招
い
て
い
る
。
本
類
型
に
属
す
る
注
意
義
務
の
内
容
に
は
、
主
観
的
な
判
断
に
対
す
る
評
価
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
個
々
の
事

例
の
具
体
的
状
況
に
則
し
た
注
意
義
務
の
措
定
が
要
請
さ
れ
る
と
と
も
に
、
注
意
義
務
の
評
価
方
法
に
よ
っ
て
結
論
が
分
か
れ
る
と
い
う

特
徴
を
有
し
て
い
る
。

管
制
官
に
関
す
る
注
意
義
務
の
第
二
の
類
型
は
、
航
空
機
に
管
制
指
示
を
出
す
前
の
安
全
確
認
を
行
う
こ
と
で
あ
る
（
別
表
三
中
七
及

び
十
二
）。
こ
の
類
型
に
区
分
さ
れ
る
事
例
は
、
離
陸
許
可
の
発
出
に
伴
う
も
の
と
、
着
陸
許
可
発
出
に
伴
う
も
の
と
い
う
よ
う
に
事
故
が

発
生
し
た
場
面
は
異
な
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
事
例
も
滑
走
路
上
に
お
け
る
衝
突
事
故
で
あ
り
、
判
決
に
お
い
て
、
離
陸
も
し
く
は
着
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陸
許
可
発
出
前
に
お
け
る
滑
走
路
上
の
安
全
確
認
を
怠
っ
た
と
し
て
有
罪
判
決
を
受
け
て
い
る
。こ
の
類
型
に
区
分
さ
れ
る
注
意
義
務
は
、

管
制
方
式
基
準
で
定
め
ら
れ
た
事
項
を
実
行
に
移
す
前
の
段
階
と
し
て
の
安
全
確
認
で
あ
り
、
航
空
機
の
運
航
に
関
す
る
安
全
を
確
保
す

る
た
め
に
前
提
と
な
る
内
容
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
安
全
確
認
に
お
い
て
も
、
そ
の
方
法
及
び
何
を
ど
こ
ま
で
確
認
す
る
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
具
体
的
な
規
程
が
な
い
た
め
、
こ
れ
が
注
意
義
務
と
し
て
措
定
さ
れ
た
場
合
、
管
制
官
の
主
観
的
な
判
断
に
立
ち
入
ら
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
客
観
性
に
欠
け
る
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。

四
）
日
本
に
お
け
る
刑
事
訴
追
の
特
徴

以
上
、
日
本
に
お
け
る
刑
事
訴
追
の
状
況
を
俯
瞰
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
は
、
日
本
の
特
徴
と
し
て
、
①
運
輸
安
全
委

員
会
と
警
察
と
が
、
覚
書
に
基
づ
き
、
航
空
事
故
が
発
生
し
た
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
所
要
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
②
こ
の
活
動
は
、

実
質
的
に
警
察
が
主
体
と
な
っ
て
行
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
形
式
上
、
日
本
と
し
て
国
際
民
間
航

空
条
約
に
基
づ
く
調
査
活
動
を
行
い
、
将
来
の
航
空
事
故
の
再
発
防
止
に
努
力
す
る
態
勢
を
敷
い
て
い
る
も
の
の
、
人
身
に
対
す
る
被
害

が
生
じ
た
場
合
な
ど
は
、
原
則
と
し
て
警
察
の
捜
査
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
だ
た
し
、
覚
書
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス

や
イ
タ
リ
ア
の
事
例
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
、
関
連
物
件
の
使
用
を
司
法
機
関
が
独
占
す
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
運

輸
安
全
委
員
会
が
行
う
事
故
の
原
因
究
明
に
関
す
る
調
査
は
、
外
形
的
に
支
障
な
く
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
事
故
現

場
の
保
存
や
証
拠
品
の
押
収
・
保
管
を
警
察
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
警
察
の
捜
査
と
は
異
な
る
目
的
を
持
つ
運
輸
安
全

委
員
会
が
行
う
調
査
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
影
響
が
生
じ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
統
計
的
に
刑
事
裁
判
ま
で
持
ち
込
ま
れ

る
事
故
件
数
は
少
な
い
も
の
の
、
警
察
に
よ
る
捜
査
は
、
ほ
ぼ
事
故
の
全
数
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
た
め
、
刑
事
訴
追

の
影
響
は
、
刑
事
裁
判
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
警
察
の
捜
査
活
動
か
ら
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
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で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
実
際
の
刑
事
裁
判
に
お
い
て
注
意
義
務
と
し
て
措
定
さ
れ
た
内
容
を
検
証
し
た
結
果
、
航
空
事
故
に
お
け
る
注
意
義
務
は
、
自

動
車
事
故
な
ど
、
他
の
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
に
問
わ
れ
た
事
例
の
場
合
と
同
様
、
客
観
的
に
は
関
係
法
令
ま
た
は
関
連
規
程
類
を
遵
守

す
る
こ
と
が
基
本
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
関
係
法
令
等
か
ら
の
逸
脱
が
認
め
ら
れ
る
事
例
に
お
い
て
は
、
判
例
は
一
貫
し
て
注
意
義
務

違
反
を
認
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
お
け
る
第
三
類
型
及
び
管
制
官
に
お
け
る
第
一
類
型
に
区
分
さ
れ
る
よ
う
な
、
行
為
時
に
お
け
る
判
断
事
項

が
注
意
義
務
と
し
て
措
定
さ
れ
た
場
合
、
行
為
者
の
主
観
的
能
力
の
評
価
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
法
令
違
反
の
よ
う
に
定
型
的
な
評
価
が

行
え
ず
、
同
一
事
故
事
例
で
も
、
裁
判
の
審
級
に
よ
っ
て
判
決
が
有
罪
と
無
罪
と
い
う
よ
う
に
判
断
が
分
か
れ
る
事
象
が
生
じ
て
い
る
。

特
に
管
制
官
の
行
為
が
問
題
と
な
る
事
例
の
場
合
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
い
う
第
三
者
の
行
為
が
必
ず
介
入
す
る
た
め
、
結
果
の
予
見
可
能
性

の
問
題
と
並
ん
で
、
行
為
と
結
果
の
間
の
因
果
関
係
に
係
る
問
題
等
、
一
連
の
事
実
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か
に
よ
っ
て
、
日
航
機
ニ

ア
ミ
ス
事
故
裁
判
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
審
級
に
よ
っ
て
異
な
る
結
論
が
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
予
見
可
能
性
に
関
し
て
「
下
級
審
の
大
勢
は
、
…
…
お
お
む
ね
具
体
的
予
見
可
能
性
説
に
立
っ
た
う
え
、
結
果
発
生
に
至
る
経
過

の
細
部
に
わ
た
っ
て
予
見
が
可
能
で
あ
る
必
要
は
な
い
が
、
そ
の
基
本
部
分
に
つ
い
て
予
見
が
可
能
で
あ
れ
ば
予
見
が
可
能
で

67
）

あ
る
」
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
結
果
発
生
に
至
る
基
本
部
分
」
に
つ
い
て
、
何
を
「
基
本
部
分
」
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関

す
る
確
固
た
る
基
準
が
存
在
し
な
い
た
め
、
実
際
の
裁
判
で
は
明
確
性
に
欠
け
る
基
準
を
判
断
に
用
い
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
た
め
、
予

見
可
能
性
が
問
題
と
な
る
過
失
犯
の
処
罰
が
検
討
さ
れ
る
場
合
、
安
定
的
な
評
価
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念

が
生
じ
る
。
特
に
航
空
事
故
の
場
合
に
は
、
複
数
の
者
や
様
々
な
要
素
が
複
雑
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
あ
る
い

は
管
制
官
は
、
断
片
的
な
情
報
を
も
と
に
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
る

68
）

た
め
、
実
際
の
裁
判
で
彼
（
彼
女
）
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ら
が
下
し
た
判
断
に
対
す
る
過
失
の
評
価
を
行
う
場
合
、
第
三
者
の
行
為
や
関
連
す
る
要
因
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
判
断
が
分
か
れ
る
こ

と
が
生
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
航
空
機
事
故
に
お
け
る
過
失
行
為
に
関
す
る
注
意
義
務
を
措
定
す
る
た
め
の
統
一
的
な
基
準
が
な
い
こ
と
が
、
航
空
事

故
に
関
す
る
刑
事
裁
判
に
お
け
る
第
二
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

三

小
括

ア
メ
リ
カ
の
航
空
事
故
に
対
す
る
刑
事
訴
追
の
状
況
に
対
し
て
、「（
無
罪
判
決
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
起
訴
を
提
起
す
る
と
い
う

判
断
自
体
が
、
ア
メ
リ
カ
で
も
刑
事
訴
追
の
潜
在
的
な
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て

69
）

い
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
捜

査
を
行
う
と
い
う
判
断
自
体
が
、
刑
事
訴
追
の
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の

刑
事
訴
追
の
現
状
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
日
本
以
外
の
国
々
で
は
、
刑
事
訴
追
に
よ
っ
て
事
故
原
因
の
解
明
が
阻

害
さ
れ
る
問
題
の
他
に
、
刑
事
訴
追
に
要
す
る
期
間
が
長
時
間
に
わ
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
が
指
摘
さ
れ
て

70
）

い
る
。
こ
れ
は
、

刑
事
訴
追
が
行
わ
れ
て
い
る
間
に
事
故
原
因
の
究
明
が
完
了
し
、
所
要
の
安
全
対
策
が
取
ら
れ
た
後
に
刑
事
的
制
裁
が
科
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
た
め
、
事
故
原
因
の
解
明
や
将
来
の
事
故
防
止
に
対
す
る
効
果
が
非
常
に
限
定
的
と
な
る
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
の
場

合
に
科
さ
れ
る
刑
罰
は
、
報
復
的
な
性
格
が
色
濃
い
も
の
に
な
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
刑
事
裁
判
に
よ
る
、
事
故
加
害
者
の
被

害
者
化
も
指
摘
さ
れ
て

71
）

お
り
、
刑
罰
を
科
す
こ
と
に
対
す
る
正
当
性
に
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
航
空
事

故
に
対
す
る
刑
事
裁
判
が
、
そ
の
終
結
ま
で
に
長
期
間
を
要
し
て
い
る
こ
と
、
事
故
を
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
に
対
す
る
業
務
停
止
な
ど

の
行
政
処
分
な
ど
が
、
判
決
前
に
行
わ
れ
て
い
る
状
況
と
符
合
し
て
お
り
、
日
本
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

ま
た
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
以
外
の
航
空
関
係
者
の
起
訴
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
傾
向
も
、
日
本
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
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五
年
八
月
十
二
日
に
発
生
し
た
日
本
航
空
一
二
三
便
が
群
馬
県
に
墜
落
し
た
事
故
で
は
、
事
故
前
に
発
生
し
た
い
わ
ゆ
る
尻
餅

72
）

事
故
の
際

に
生
じ
た
事
故
機
の
圧
力
隔
壁
の
損
傷
に
対
す
る
修
理
が
不
適
切
で
あ
っ
た
こ
と
が
原
因
と
さ
れ
、
当
該
箇
所
の
修
理
を
担
当
し
た
航
空

機
製
造
メ
ー
カ
ー
社
員
や
、
運
輸
省
（
当
時
）
の
職
員
、
日
本
航
空
整
備
担
当
社
員
な
ど
が
警
察
の
捜
査
を
受
け
、
書
類
送
検
さ
れ
て
い

る
。こ

の
他
、
二
〇
〇
一
年
一
月
三
十
一
日
に
静
岡
県
焼
津
上
空
で
発
生
し
た
二
機
の
日
本
航
空
機
の
ニ
ア
ミ
ス
事
故
で
は
、
便
名
を
取
り

違
え
て
管
制
指
示
を
発
出
し
た
訓
練
中
の
管
制
官
と
そ
の
教
官
が
起
訴
さ
れ
、
有
罪
が
確
定
し
て
い
る
。
前
者
の
事
故
で
は
、
最
終
的
に

刑
事
裁
判
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
航
空
機
製
造
メ
ー
カ
ー
社
員
が
米
国
籍
で
あ
っ
た
た
め
に
、
当
人
を
出
頭
さ
せ
事
情
聴
取
を

で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
大
き
な

73
）

理
由
で
あ
り
、
仮
に
こ
れ
が
実
現
す
れ
ば
、
起
訴
に
至
っ
た
事
例
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
警
察
の
捜
査
対
象
が
、
直
近
行
為
者
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
関
係
者
ま
で
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
、
日
本

で
も
実
際
に
生
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
世
界
各
国
で
生
起
し
て
い
る
航
空
事
故
の
後
の
刑
事
訴
追
の
傾
向
は
、
日
本
で
も
既
に
生
じ
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
決
し
て
、

日
本
特
有
の
事
象
で
は
な
い
こ
と
が
、
本
章
の
検
討
結
果
か
ら
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。

次
章
で
は
、
本
章
で
の
結
果
を
踏
ま
え
、
航
空
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
関
す
る

問
題
に
つ
い
て
、
刑
事
実
体
法
的
観
点
か
ら
検
討
す
る
。

注１
）

S
o
fia M

ich
a
elid

es-M
a
teo

u
&
A
n
d
rea

s M
a
teo

u
,
”F
ly
in
g in th

e F
a
ce o

f C
rim

in
a
liza

tio
n
”,2010,

C
h
a
p
ter 9.

２
）

S
o
fia M

ich
a
elid

es-M
a
teo

u
&
A
n
d
rea

s M
a
teo

u
,
n
o
te 1 C

h
a
p
ter 4.
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３
）

S
o
fia M

ich
a
elid

es-M
a
teo

u
&
A
n
d
rea

s M
a
teo

u
,
n
o
te 1.

a
t 97.

こ
の
他
、S
id
n
ey D

ek
k
er

が
、“P

ro
cecu

tin
g p

ro
fessio

n
a
l m

ista
k
e:

S
eco

n
d
a
ry v

ictim
iza
tio
n a

n
d a resea

rch a
g
en
d
a fo

r crim
in
o
lo
g
y
”,
In
tern

a
tio
n
a
l Jo

u
rn
a
l o
f C
rim

in
a
l Ju

stice S
cien

ces Ju
n
e,
V
o
l.

4(1)
p
p
.60

78 2009

に
お
い
て
報
道
な
ど
の
要
因
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

４
）

E
la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d D

in
a L

.
R
ells,

“C
rim

in
a
liza

tio
n o

f A
ir D

isa
sters:

W
h
a
t g
o
a
l,
If a

n
y
,
is b

ein
g a

ch
iev
ed
”,
76 Jo

u
rn
a
l o
f

 
A
ir L

a
w
 
a
n
d C

o
m
m
erce,

2011,
a
t 410.

５
）

刑
事
訴
追
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
注
１
及
び
４
の
ほ
か
、S

id
n
ey
 
D
ek
k
er,

“T
h
e crim

in
a
liza

tio
n
 
o
f h

u
m
a
n

 
erro

r in a
v
ia
tio
n a

n
d h

ea
lth
ca
re:

A
 
rev

iew
”,2011

な
ど
が
あ
る
。

６
）

こ
の
件
数
は
、A

v
ia
tio
n S

a
fety N

etw
o
rk

（h
ttp
: //a

v
ia
tio
n
-sa
fety

.n
et /d

a
ta
b
a
se /：

二
〇
一
二
年
四
月
七
日
ア
ク
セ
ス
）
に
よ
り
ま
と
め
ら

れ
た
も
の
で
、
定
期
民
間
航
空
機
の
ほ
か
、
軍
用
輸
送
機
、
ビ
ジ
ネ
ス
ジ
ェ
ッ
ト
の
事
故
、
イ
ン
シ
デ
ン
ト
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
、
犯
罪（
破
壊
活
動
、
撃
墜
）、

そ
の
他
の
事
故
が
含
ま
れ
て
い
る
。

７
）

各
事
故
の
概
要
は
、
本
稿
別
表
一
参
照
の
こ
と
。

８
）

両
者
の
統
計
は
、
対
象
と
す
る
事
象
の
範
囲
が
異
な
る
た
め
に
、
単
純
に
両
者
の
比
較
を
す
る
こ
と
は
、
統
計
的
な
厳
密
性
に
欠
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
統
計
か
ら
、
航
空
事
故
等
の
発
生
件
数
の
推
移
、
お
よ
び
刑
事
訴
追
に
至
っ
た
件
数
の
推
移
を
個
別
に
把
握
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。

９
）

森
紀
人
「
航
空
事
故
と
操
縦
士
の
刑
事
責
任
」（
空
法
第
三
七
号
（
一
九
九
六
年
）、
二
十
一
〜
五
九
頁
）

10
）

森
前
注
９
、
表
二

11
）

森
の
調
査
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
国
に
お
い
て
、
一
般
刑
法
規
定
に
よ
る
処
罰
や
航
空
法
上
な
ど
の
法
規
に
よ
っ
て
パ
イ
ロ
ッ

ト
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
制
度
を
有
し
て
い
る
（
森
注
９
、
表
二
）。

12
）

E
la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d D

in
a L

.
R
ells,

n
o
te 4.

13
）

D
ek
k
er,

n
o
te 5,

a
t123.

14
）

E
la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d D

in
a L

.
R
ell,

n
o
te 4,

a
t 418.

15
）

S
o
fia M

ich
a
elid

es-M
a
teo

u
&
A
n
d
rea

s M
a
teo

u
,
n
o
te 1,

a
t 101.

16
）

49U
.S
.C
.
1131

17
）

H
isto

ry o
f T

h
e N

a
tio
n
a
l T

ra
n
sp
o
rta
tio
n S

a
fety B

o
a
rd
(h
ttp
: //w

w
w
.n
tsb
.g
o
v
/a
b
o
u
t /h

isto
ry
.h
tm
l)
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18
）

In
d
ep
en
d
en
t S

a
fety B

o
a
rd A

ct A
m
en
d
m
en
ts o

f 1981
(P
L
97

74 N
o
v
.3,
1981)

S
ectio

n
.304

(a
)
(1)

19
）

P
u
b
lic L

a
w
 
106

424,
N
o
v
.1 2000.

20
）

本
規
定
は
、
一
九
九
六
年
に
米
国
で
発
生
し
た
Ｔ
Ｗ
Ａ
八
〇
〇
便
の
墜
落
事
故
の
後
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
事
故
は
、
航
空
機
が
燃
料
タ
ン

ク
内
の
燃
料
移
送
用
ポ
ン
プ
が
原
因
で
空
中
爆
発
し
墜
落
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
故
発
生
直
後
、
空
中
爆
発
の
原
因
に
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
軍

用
機
に
よ
る
誤
射
が
疑
わ
れ
た
た
め
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
調
査
が
事
故
直
後
か
ら
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
、
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
と
の
調
査
と
の
競
合
な
ど
の
問
題
が
生
じ
た
。

N
T
S
B
 
B
a
r A

sso
cia
tio
n
,
S
elect C

o
m
m
ittee o

n A
v
ia
tio
n P

u
b
lic P

o
licy

,
“A
v
ia
tio
n P

ro
fessio

n
a
ls A

n
d T

h
e T

h
rea

t O
f C

rim
in
a
l

 
L
ia
b
ility

-H
o
w
 
D
o W

e M
a
x
im
ize A

v
ia
tio
n S

a
fety

?”,2002,
895

頁
参
照
。

21
）

E
la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d D

in
a L

.
R
ells,

n
o
te 4,

a
t 417.

22
）

E
la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d D

in
a L

.
R
ells,

n
o
te 4,

a
t 416.

23
）

S
o
fia M

ich
a
elid

es-M
a
teo

u
&
A
n
d
rea

s M
a
teo

u
,n
o
te 1,

a
t 172.

24
）

U
n
ited S

ta
tes v

.
S
a
b
re T

ech In
c.,
271 F

.3d 1018,1019,1025
(11

C
ir.
2001)

25
）

E
la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d D

in
a L

.
R
ell,

n
o
te 4,

a
t 422.

26
）

E
la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d D

in
a L

.
R
ells,

n
o
te 4,

a
t 423.

27
）

E
la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d D

in
a L

.
R
ells,

n
o
te 4,

a
t 424.

28
）

E
la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d D

in
a L

.
R
ells,

n
o
te 4,

a
t 425.

文
献
で
は
詳
細
な
記
述
が
な
い
も
の
の
、
刑
事
裁
判
と
平
行
し
て
、
民
事
上
の
損
害
賠
償

に
関
す
る
裁
判
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

29
）

E
la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d D

in
a L

.
R
ells,

n
o
te 4,

a
t 433.

30
）

E
la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d D

in
a L

.
R
ells,

n
o
te 29.

Ａ
Ｎ
Ｓ
Ｖ
は
ミ
ラ
ノ
リ
ネ
ー
ト
空
港
で
発
生
し
た
事
故
調
査
の
最
終
報
告
書
に
お
い
て
、
こ
の
よ

う
な
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

31
）

A
N
S
V
,
“F
IN
A
L R

E
P
O
R
T
 
A
C
C
ID
E
N
T
 
IN
V
O
L
V
IN
G
 
A
T
R
72 A

IR
C
R
A
F
T
 
R
E
G
IS
T
R
A
T
IO
N
 
M
A
R
K
S T

S
-L
L
B
 
d
itch

in
g o

ff
 

th
e co

a
st o

f C
a
p
o G

a
llo

(P
a
lerm

o
-S
icily

)
A
u
g
u
st 6

,
2005”,

a
t 130.

32
）

S
o
fia M

ich
a
elid

es-M
a
teo

u
&
A
n
d
rea

s M
a
teo

u
,
n
o
te 1,

a
t 101.

33
）

事
故
の
概
要
は
、
前
掲
20
を
参
照
の
こ
と
。

34
）

D
ek
k
er,n

o
te 3,

a
t 62.

北研 49(1・ )109  109

航空事故の防止と刑事法 ㈠



35
）

E
la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d D

in
a L

.
R
ells,

n
o
te 4,

a
t 411.

36
）

E
la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d D

in
a L

.
R
ells,

n
o
te 4,

a
t 421.

37
）

N
T
S
B
 
B
a
r A

sso
cia
tio
n
,
n
o
te 20,

a
t 916.

38
）

過
失
に
よ
り
事
故
を
起
こ
し
た
自
家
用
機
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
ア
メ
リ
カ
で
初
め
て
有
罪
と
な
っ
た
事
例
（S

o
fia M

ich
a
elid

es-M
a
teo

u
&
A
n
d
rea

s
 

M
a
teo

u
,
n
o
te 1,

a
t 182

）
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
会
社
（
組
織
）
に
対
す
る
抑
止
だ
け
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

39
）

こ
れ
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｓ
Ｂ
の
調
査
結
果
を
裁
判
の
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
制
限
し
て
い
る
規
定
に
よ
っ
て
刑
事
的
な
制
裁
を
抑
制
し
て
い
る
こ
と
も
、

そ
の
証
左
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

40
）

ソ
ロ
モ
ン
と
レ
レ
ズ
も
、
組
織
に
対
す
る
説
明
責
任
の
社
会
的
な
要
望
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
を
紹
介
し
て
い
る
。E

la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d

 
D
in
a L

.
R
ells,

n
o
te 4,

a
t 410.

41
）

D
ek
k
er,

n
o
te 3,

a
t70.

42
）
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
は
、
ジ
ョ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト
が
提
唱
す
る
「P

en
a
l P
o
p
u
lism

」
を
指
し
、「『
法
と
秩
序
』
の
強
化
を
求
め
る
市
民
グ
ル
ー
プ
、
犯
罪

被
害
者
の
権
利
を
主
張
す
る
活
動
家
や
メ
デ
ィ
ア
が
一
般
市
民
の
代
弁
者
と
な
り
、
政
府
の
刑
事
政
策
に
強
い
得
協
力
を
持
つ
一
方
で
、
司
法
官
僚
や
刑
事

司
法
研
究
者
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
な
く
な
る
現
象
」（
浜
井
浩
一
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
厳
罰
化
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
』（
現
代
人
文
社
、
二
〇
〇
九
年
）
七
頁
）

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
議
論
で
は
、
こ
の
厳
罰
化
傾
向
は
日
本
特
有
の
現
象
で
は
な
く
、
欧
米
先
進
諸
国
で
も
共
通
す
る
現
象
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

43
）

浜
井
注
42
、
六
頁
。

44
）

運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
第
四
条
。

45
）

運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
第
十
八
条
第
一
項
。

46
）

運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
第
十
八
条
第
五
項
。

47
）

航
空
事
故
調
査
委
員
会
設
置
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
際
、
第
七
一
回
通
常
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
（
昭
和
四
八
年
二
月
二
十
二
日
）
に
お
い
て
、

当
時
の
運
輸
大
臣
か
ら
、
航
空
事
故
の
原
因
を
究
明
す
る
た
め
の
調
査
を
適
確
に
行
な
う
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
常
設
の
航
空
事
故
調
査
委
員
会
の
設
置

す
る
旨
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。

48
）

平
成
二
〇
年
九
月
五
日
付
。

49
）

覚
書
（
昭
和
四
七
年
二
月
）
第
一
項
。
な
お
、
覚
書
に
あ
る
「
法
案
第
十
四
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
な
ら
び
に
法
案
第
十
六
条
第
二
項
お
よ
び
第
四
項
」

の
規
定
は
、
現
在
の
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
に
お
け
る
「
第
十
八
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
な
ら
び
に
第
二
十
二
条
第
二
項
お
よ
び
第
四
項
」
の
規
定
に
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該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

50
）

覚
書
（
昭
和
四
七
年
二
月
）
第
二
項
。

51
）

覚
書
（
昭
和
四
七
年
二
月
）
第
三
項
。

52
）

覚
書
（
昭
和
四
七
年
二
月
）
第
四
項
。
な
お
、
覚
書
本
項
に
あ
る
「
法
案
第
十
七
条
」
の
規
定
は
、
現
在
の
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
の
「
第
二
十
八
条

の
三
」
の
規
定
に
該
当
す
る
。

53
）
「
警
察
庁
と
運
輸
安
全
委
員
会
と
の
間
の
犯
罪
捜
査
及
び
事
故
調
査
の
実
施
に
関
す
る
細
目
」（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
二
日
）

54
）

二
〇
〇
七
年
十
二
月
に
発
生
し
た
、
静
岡
市
内
で
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
墜
落
し
た
事
故
で
は
、
二
〇
一
一
年
四
月
に
運
輸
安
全
委
員
会
の
事
故
調
査
報
告
書

が
公
表
さ
れ
、
同
年
十
一
月
に
当
該
事
故
機
の
整
備
を
担
当
し
て
い
た
整
備
員
ら
三
人
が
業
務
上
過
失
致
死
傷
の
罪
で
静
岡
地
方
検
察
庁
へ
書
類
送
検
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
二
年
七
月
、
同
地
検
は
嫌
疑
不
十
分
な
ど
と
し
て
三
名
と
も
不
起
訴
処
分
と
す
る
と
い
う
経
緯
を
た
ど
っ
て
い
る
。

55
）

運
輸
安
全
委
員
会「
航
空
事
故
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

航
空
事
故
に
関
す
る
統
計
」（h

ttp
: //jtsb

.m
lit.g

o
.jp
/jtsb

/a
ircra

ft /a
ir-a

ccid
en
t-to

u
k
ei.

p
h
p

、
二
〇
一
二
年
七
月
四
日
ア
ク
セ
ス
）

56
）

運
輸
安
全
委
員
会「
航
空
事
故
等
調
査
」（h
ttp
: //w

w
w
.m
lit.g

o
.jp
/jtsb

/jik
o
a
ir.h

tm
l

、
二
〇
一
二
年
七
月
四
日
ア
ク
セ
ス
）。
こ
の
事
故
の
定
義
は
、

航
空
法
第
七
十
六
条
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

57
）

池
田
良
彦
「
航
空
事
故
調
査
と
犯
罪
捜
査
の
競
合
す
る
問
題
」（
空
法
第
四
九
号
、
二
〇
〇
八
年
）
で
は
、
民
間
旅
客
機
に
関
す
る
十
二
件
の
事
故
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
、
昭
和
二
九
年
に
発
生
し
た
海
上
保
安
庁
所
属
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
墜
落
し
た
事
故
も
刑
事
裁
判
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿

で
は
件
数
に
含
め
て
い
る
。
な
お
、
一
部
の
刑
事
裁
判
に
至
っ
た
事
故
に
つ
い
て
、
土
本
武
司
『
航
空
事
故
と
刑
事
責
任
』（
判
例
時
報
社
、
一
九
九
四
年
）

に
お
い
て
詳
細
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。

58
）

近
年
の
航
空
事
故
に
関
す
る
刑
事
裁
判
は
、
運
輸
安
全
委
員
会
か
ら
航
空
事
故
調
査
報
告
書
が
公
表
さ
れ
た
後
に
行
わ
れ
て
い
る
。
本
項
執
筆
時
点
（
二

〇
一
二
年
八
月
）
で
、
運
輸
安
全
委
員
会
に
よ
る
事
故
調
査
が
完
了
し
て
い
な
い
事
故
が
あ
る
た
め
、
今
後
、
刑
事
裁
判
と
な
る
件
数
は
増
加
す
る
可
能
性

が
あ
る
。

59
）

二
〇
一
一
年
七
月
二
八
日
に
北
海
道
で
発
生
し
た
航
空
大
学
校
機
墜
落
事
故
の
後
も
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
疑
い
で
警
察
に
よ
る
捜
査
が
行
わ
れ
て
い

る
。
当
該
事
故
に
関
す
る
運
輸
安
全
委
員
会
に
よ
る
事
故
調
査
が
完
了
し
、
事
故
調
査
報
告
書
が
公
表
さ
れ
た
後
に
、
警
察
に
よ
る
書
類
送
検
等
の
処
理
が

行
わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

60
）

第
六
条

過
失
に
よ
り
、
航
空
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
航
行
中
の
航
空
機
を
墜
落
さ
せ
、
転
覆
さ
せ
、
若
し
く
は
覆
没
さ
せ
、
若
し
く
は
破
壊
し
た
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者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２

そ
の
業
務
に
従
事
す
る
者
が
前
項
の
罪
を
犯
し
た
と
き
は
、
三
年
以
下
の
禁
錮
又
は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

61
）

航
空
法
第
七
十
一
条
の
二

航
空
機
の
操
縦
を
行
な
つ
て
い
る
者
（
航
空
機
の
操
縦
の
練
習
を
し
又
は
計
器
飛
行
等
の
練
習
を
す
る
た
め
そ
の
操
縦
を
行

な
つ
て
い
る
場
合
で
、
そ
の
練
習
を
監
督
す
る
者
が
同
乗
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
）
は
、
航
空
機
の
航
行
中
は
、
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
大
臣
の
指
示
に
従
っ
て
い
る
航
行
で
あ
る
と
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
航
空
機
外
の
物
件
を
視
認
で
き
な
い
気
象
状
態
の
下
に
あ
る
場
合
を

除
き
、
他
の
航
空
機
そ
の
他
の
物
件
と
衝
突
し
な
い
よ
う
に
見
張
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

62
）

航
空
法
第
百
四
条

本
邦
航
空
運
送
事
業
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
空
機
の
運
航
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
運
航
規
程
及
び
整
備
規

程
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
で
あ
る
。

63
）

限
界
事
項
と
は
、
最
大
飛
行
速
度
や
離
着
陸
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
風
向
風
速
な
ど
、
航
空
機
を
運
用
す
る
に
あ
た
っ
て
定
め
ら
れ
た
制
限
事
項
の
こ
と

を
い
う
。

64
）

航
空
法
第
百
五
十
七
条

本
邦
航
空
運
送
事
業
者
又
は
航
空
機
使
用
事
業
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

第
五
項

第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
な
い
で
、
又
は
認
可
を
受
け
た
運
航
規
程
若
し
く
は
整
備
規
程
に
よ
ら
な
い
で
、
航
空
機
を
運
航
し
、

又
は
整
備
し
た
と
き
。

65
）

現
在
で
は
、
本
稿
で
検
討
し
て
い
る
大
型
機
の
場
合
、
飛
行
中
の
速
度
、
高
度
、
針
路
な
ど
の
飛
行
状
況
を
記
録
す
る
装
置
が
飛
行
機
に
搭
載
さ
れ
て
い

る
の
で
、
事
故
後
の
デ
ー
タ
ー
解
析
に
よ
っ
て
、
こ
の
判
断
は
容
易
に
行
え
る
。

66
）

朝
山
芳
史
「
鉄
道
ト
ン
ネ
ル
内
に
お
け
る
電
力
ケ
ー
ブ
ル
の
接
続
工
事
を
施
行
し
た
業
者
に
つ
き
ト
ン
ネ
ル
内
で
の
火
災
発
生
の
予
見
可
能
性
が
認
め
ら

れ
た
事
例
」（
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
十
二
年
度
）
三
百
十
二
頁
。

67
）

朝
山
注
66
、
三
百
十
一
〜
三
百
十
二
頁
。
こ
の
見
解
は
、
森
永
ヒ
素
ミ
ル
ク
事
件
、
北
大
電
気
メ
ス
事
件
、
ハ
イ
ド
ロ
プ
レ
ー
ニ
ン
グ
現
象
事
件
、
カ
ネ

ミ
油
症
事
件
、
熊
本
水
俣
病
事
件
、
板
橋
ガ
ス
爆
発
事
件
、
藤
枝
ガ
ス
漏
れ
事
件
、
天
六
ガ
ス
爆
発
事
件
に
関
す
る
下
級
審
判
例
に
お
け
る
予
見
可
能
性
の

判
断
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

68
）

パ
イ
ロ
ッ
ト
の
場
合
、
操
縦
席
内
の
計
器
に
表
示
さ
れ
な
い
航
空
機
の
故
障
や
、
風
向
風
速
の
変
化
な
ど
の
気
象
状
況
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、

管
制
官
の
場
合
、
航
空
管
制
に
用
い
る
レ
ー
ダ
ー
機
器
の
性
能
か
ら
、
管
制
指
示
の
判
断
は
、
断
片
的
な
情
報
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
（
柴
田

伊
冊
「
司
法
に
お
け
る
事
実
と
目
的
と
効
果
」（
千
葉
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
第
二
十
二
号
、
二
〇
一
一
年
）
四
一
頁
）。
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69
）

E
la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d D

in
a L

.
R
ells,

n
o
te 4,

a
t 421.

70
）

E
la
in
e D

.
S
o
lo
m
o
n a

n
d D

in
a L

.
R
ells,

n
o
te 4,

a
t 436.

71
）

シ
ド
ニ
ー
・
デ
ッ
カ
ー
は
、
前
掲
書
（
注
３
）
に
お
い
て
、
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
者
に
対
す
る
刑
事
訴
追
は
、
心
理
的
障
害
や
、
社
会
的
地

位
の
喪
失
な
ど
の
被
害
を
引
き
起
こ
し
、
将
来
の
事
故
防
止
へ
の
障
害
と
な
る
旨
主
張
し
て
い
る
。
詳
細
は
、
本
稿
第
五
章
に
お
い
て
検
討
す
る
。

72
）

一
九
七
八
年
六
月
二
日
に
大
阪
国
際
空
港
へ
着
陸
す
る
際
に
、
機
体
の
尾
部
を
滑
走
路
に
接
触
さ
せ
た
事
故
。

73
）

土
本
注
57
、
一
八
六
頁
。
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別表１

海外の航空事故に対する起訴・捜査の状況

発生
年月日

運航者 機種 発生場所 事故概要及び刑事訴追の状況 備考

１
1956年
２月20日

Ai r  F r a n ce
 

T r a n s p o r t s
 

Aeriens Inter
 

continentaux
 
DC-6

エジプト
カイロ

エジプトカイロ国際空港へ着陸す
る際、高度が高すぎたため、着陸
装置等を利用して降下を開始し
た。その後、最低安全高度よりも
低い高度へ降下を継続したために
地上に衝突した。この事故で、49
人の乗客と３人の乗員が死亡し
た。機長が非故殺罪（involuntary

 
manslaughter）で起訴され、有罪
となった。

-

２
1968年
２月16日

C i v i l  A i r
 

T r a n s p o r t
 

Company
Ｂ727

台湾
台北

台湾の空港へほぼ最低気象条件の
状態で着陸をしようとしていた
Civil Air Transport Companyの
Ｂ727型機が墜落した。当該機は、
アメリカ人機長と台湾人副操縦士
が操縦していた他に、別のアメリ
カ人機長が操縦席内のオブザーバ
席に位置していた。この事故で、
12名の乗員乗客が死亡し、二人の
アメリカ人機長も重傷を負った。
事故後、パイロットが故殺で起訴
されたのに加え、オブザーバ席に
位置していたアメリカ人機長が、
業務上過失致死傷罪（profes

 
sional negligence）で起訴され
た。二人のアメリカ人機長は、技
能証明を取り消され、台湾国内に
留まらされた。1969年１月、台北
地方刑事裁判所は、最終的に二人
のアメリカ人機長に対して無罪を
言い渡した。

-

３
1974年
11月20日

ルフトハンザ航
空

Ｂ747
ケニア
ナイロビ

ルフトハンザ520便がナイロビ空
港離陸後に墜落した。その後、1979
年に、空気圧を利用するためのス
イッチをONにしていなかったた
めに、翼前縁のフラップを出さな
いまま離陸したことが原因である
ことが発表された。航空機関士が
過失致死罪（negligent homicide）
起訴されが、無罪となった。

４
1976年
９月10日

英国航空
インデクス・ア
ドリア・アビオ
プロネット

トライデ
ント３Ｂ
DC-9

ユーゴス
ラビア
ザグレブ

ザグレブ上空で、英国航空476便
（チライデント３Ｂ型、乗員９名、
乗客54名）とインデクス・アドリ
ア・アビオプロネット550便（DC-9
型、乗員５名、乗客108名）が空中
で衝突し、両機の乗員乗客全員が
死亡した。管制官が航空交通及び
人の命等を危険にさらした罪で起
訴され、懲役７年の有罪となった。
後に、当該管制官から、身代わり
として罪を帰せられたとの不服申
し立てがなされ、27ヶ月服役した
後に釈放された。
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５
1977年
12月18日

SATA国際航
空

S E-2 1 0
 

S u p e r
 

C a r
 

avelle

ポルトガ
ル
マデーラ

SATA国際航空のSE-210 Super
 

Caravelle機が、ポルトガルのマ
ディラで海上に墜落した。機長の
路線審査を行うため、当該機は二
人の機長が乗り組んでいた。この
事故で36名の乗員乗客が死亡し、
ポルトガル当局が裁判権を放棄し
たため、ジュネーブの裁判所で二
人のパイロットが起訴された。事
故が発生して７年半後に最初の公
判が開かれた。先任機長ともう一
人の機長が過失および不作為の行
為によって起訴され、先任機長が
懲役２年、もう一人の機長が懲役
１年６ヶ月の有罪判決が言い渡さ
れた。両機長は、控訴したが、控
訴審は開かれなかった。その後、
両機長とも収監されなかったが、
犯罪歴は記録されていた。

-

６
1979年
10月８日

スイス航空 DC-8
ギリシャ
アテネ

スイス航空DC-8型機が、アテネ空
港に着陸した後にオーバーランし
た。乗客142人中14名が死亡し、11
名が負傷した。ギリシャ検察は、
過 失 故 殺（negligent  man

 
slaughter）、過失致傷（negligent

 
bodily injury）、及び航空業務の
安全を乱したこと（disrupting the

 
safety of air service）により、機
長と副操縦士を起訴した。1983年、
ギリシャ裁判所は、機長に懲役５
年、副操縦士に懲役２ヶ月の有罪
判決を言い渡した。控訴審におい
て、機長は懲役３年に減刑され、
副操縦士は無罪となった。その後、
機長の懲役刑が罰金刑に変更され
た。

-

７
1982年
２月９日

日本航空 DC-8
日本
東京

日本航空DC-8型機が、東京国際空
港へ着陸するための進入中に墜落
し、乗客166名のうち24名が死亡し
た。事故は、機長が飛行中に２基
のエンジンの逆噴射を使用したた
めに生じたものである。以後の調
査で、当該機の機長が精神疾患を
有していたことが明らかとなり、
精神鑑定の結果、起訴されなかっ
た。しかし、飛行前に当該機長を
検査した医師及び彼を監督してい
たパイロットに対して捜査が行わ
れた。

８
1983年
１月 THY  B 7 2 7-

200
トルコ
アンカラ

THY B727-200型機が霧と雪のた
めの悪視程と急激な風向風速の変
化のために滑走路の150m手前に
墜落し、乗客60名のうち47名が死
亡した。機長と副操縦士が起訴さ
れ、有罪となった。

９
1983年
11月11日 Avensa航空 DC-9

ベネズエ
ラ
バルキシ
メト

Avensa航空DC-9型機がベネズエ
ラ・バルキシメトに着陸した後に、
航空機の方向の制御が効かなくな
り、破壊、炎上した。３名の乗員
のうち１名と、44名の乗客のうち
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の21名が死亡した。事故の原因は、
操縦技術にあるとされた。後に機
長と副操縦士が起訴され、懲役８
年の刑が言い渡された。その後、
機長らは大統領の恩赦を受けた。

10
1985年
８月12日

日本航空 B747-SR
日本
群馬

日本航空B747-SR型機が御巣鷹山
に墜落し、乗員乗客524名のうち
520名が死亡した。事故の７年前に
行われた機体修理の欠陥によって
事故が生じたと推定された。航空
機製造者が書類送検されたが、起
訴されることはなかった。

11
1986年
10月20日

T U -
134A

ロシア

TU-134A型機がロシア・クイビ
シェフ空港に向け、悪視程下で着
陸中に墜落し、乗員７名のうち４
名と、乗客85名のうち66名が死亡
した。機長と航空機関士が起訴さ
れ、有罪が認められ、懲役刑が言
い渡された。

12
1987年
10月15日

Aero Traporti
 

Italiani  ATR-42
イタリア
ミラノ

Aero Traporti Italiani ATR-42
型機がミラノを離陸した後、航空
機のコントロールを失い、イタリ
アのCrezzoin山に墜落し、乗員乗
客37名全員が死亡した。死亡した
二人のパイロットが殺人（mur

 
der）で起訴され、有罪となった。
控訴審において副操縦士は無罪と
なった。また、航空機の設計者も、
殺人（homicide）で有罪判決が言
い渡された。

-

13
1988年
６月26日

エアフランス Ａ320
フランス
ハブスハ
イム

エアフランス296便が、ミュール
ズ・ハブスハイム空港で開催され
ていた航空ショーの航過飛行中に
墜落し、３名の乗客が死亡した。
機長、副操縦士、二人のエアフラ
ンス職員及び航空ショーを主催し
ていた飛行クラブの会長が起訴さ
れ、機長に対して懲役６ヶ月及び
12ヶ月の保護観察、その他４名は
保護観察という有罪判決が言い渡
された。

14
1989年
７月27日

大韓航空 DC10-30
リビア
トリポリ

大韓航空DC10-30型機が、トリポ
リ空港へ濃霧の中で着陸中に滑走
路の手前で墜落した。事故当時、
計器進入を行うために航法援助施
設が稼働しておらず、また、航空
機の燃料が底をついていた。この
事故で、乗員18名のうち４名、乗
客181名のうち68名が死亡したほ
か、地上の６名も死亡した。当該
機のパイロットは、リビア当局に
逮捕された後に終身刑を言い渡さ
れ、韓国政府に身柄を引き渡され
た。

15
1989年
９月20日 USエアー Ｂ737

アメリカ
ニ ュ ー
ヨーク

USエアーＢ737型機が、ラガー
ディア空港で離陸の際に滑走路か
ら逸脱した後に水没し、乗客55名
にうち２名が死亡した。原因は離
陸前の方向舵のトリムが正しく設
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定されていなかったためで、当該
機は離陸を途中で中止したものの
滑走路から逸脱した。その後、当
該機のパイロットに対して、過失
致死（negligent homicide）ある
いは無謀な危険行為（reckless

 
endangerment）の罪で起訴する
かどうかを判断するために大陪審
による調査が開かれたが、起訴さ
れなかった。

16
1989年
11月21日

英国航空 Ｂ747
イギリス
ロンドン

1989年11月21日、英国航空Ｂ747型
機が、ロンドン・ヒースロー空港
に計器進入中に、誘導電波に自動
操縦装置を従わせることができな
かったので着陸をやり直した。そ
の際、滑走路の中央から右に逸脱
していたため、近傍のホテルの上
空約3.5mを通過した。機長は免許
を失い、英国航空を辞職した。1991
年５月、機長は、過失により航空
機及びその乗客を危険に陥れた罪
で有罪となり、罰金2,000ポンドを
言い渡された。1992年11月、当該
機長は自殺した。

17
1992年
１月20日

エア・インター Ａ320
フランス
ストラス
ブール

エア・インターＡ320型機が、スト
ラスブールへ着陸中に、最終進入
経路上の山に墜落し、乗員乗客96
名のうち87名が死亡した。その後、
６名の航空従事者に対して刑事訴
追が行われた。この事件の裁判が
開始されるまでに14年を要し、
2006年５月、９週間にわたる審理
が始まった。最終的に、６名の被
告は全ての罪で無罪となったが、
エアバス社とエアフランスによる
損害賠償が認められた。

18
1993年
１月６日

コンタクトエ
アー DHC-8

フランス
パリ

コンタクトエアーDCH-8型機が、
着陸中にパリで墜落し、４名が死
亡した。後にパイロットが有罪と
なったが、収監されていないと思
われる。

19
1994年
８月10日

大韓航空 A 3 0 0-
600

韓国
済州島

大韓航空A300-600型機が、着陸
後、雨でぬれていた滑走路でス
リップし、安全柵に衝突した。乗
員乗客160名のうち８名が軽傷を
負ったが、死者は発生しなかった。
カナダ人の機長が欠席のまま裁判
にかけられ、副操縦士も起訴され
た。

20
1995年
６月９日

アンセット航空 DHC-8

ニ ュ ー
ジーラン
ド
パルマス
トーン

アンセット航空703便のDHC-8型
機が、悪天候の中、計器飛行中に
パルマストーン北空港の付近で墜
落した。乗員乗客21名のうち、乗
員１名と乗客３名が死亡し、他の
乗員２名と乗客12名が重傷を負っ
た。機長は４件の故殺（man

 
slaughter）で起訴された。捜査の
中で、警察は事故調査委員会に対
し、実際の操縦室音声記録の提出
を求めたが、委員会はそれを拒否

-
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した。この事件は、ニュージーラ
ンド高等裁判所及び控訴審裁判所
まで持ち込まれ、警察が当該記録
を使用する権利を有することを認
め、音声記録を捜査に使用した。
1999年に、パイロットに対する刑
事訴訟及び民事訴訟において飛行
記録の使用を禁止する法律が成立
した。最高裁判所は、法廷では操
縦席音声装置を証拠として認めな
い決定を下したが、後に控訴審裁
判所においてこの決定が覆され
た。最終的に、機長は無罪となっ
た。

21
1995年
８月19日

インター・オー
ストラル航空

アルゼン
チン

航空機のドアを開けた際、ひとり
の客室乗務員が転落し死亡した。
同社の３人の技師と一人の整備員
が、後に「死亡の加重責任を伴う
過失航空事故の共犯（negligent

 
aircraft accident with aggrava

 
tion of death as accessories）」
として起訴された。

-

22
1996年
５月11日

バリュージェッ
ト DC-9

アメリカ
フロリダ

バリュージェット592便 DC-9-32
型機が、マイアミ国際空港を離陸
した直後にフロリダのエバーグ
レードに墜落し、乗員乗客110名全
員が死亡した。アメリカ連邦検察
及びフロリダ地方検察は、バ
リュージェット社と整備契約を交
わしているサブレテック社、同社
の整備監督者及び墜落した航空機
の整備に関係していた二人の整備
員を110人に対する故殺及び第３
級殺人の罪で起訴した。更に、サ
ブレテック社に対して、危険物取
り扱い規則違反、危険物を適切に
扱うための従業員教育を怠ったこ
と、航空機に危険な装置を搭載し
た件、並びに、記録改ざん及び虚
偽の報告を共謀した件でも起訴さ
れた。また、サブレテック社の整
備監督者及び二人の整備員につい
ては、記録改ざん及び虚偽の報告
を行ったことについても起訴され
た。サブレテック社は、アメリカ
における航空事故で初めて刑事訴
追を受けたアメリカの会社となっ
た。
サブレテック社は、フロリダ検察
と和解し、危険品の不適切な取り
扱い及び不十分な訓練について罪
を認めた。同社の整備監督者及び
整備員の一人は、全ての罪に関し
て無罪となった。もう一人の整備
員は、法廷に出廷できなくなり、
現在では消息不明である。2001年
に、控訴審においてサブレテック
社は、酸素発生装置を意図的に不
適切に取り扱ったことに対する連
邦検察官の起訴について無罪と
なった。不十分な訓練に対する有
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罪判決は支持され、同社は、50万
ドルの罰金と３年間の保護観察が
言い渡されたが、損害補塡は言い
渡されなかった。

23
1997年
６月８日

日本航空 MD-11
日本
志摩半島
上空

日本航空706便MD-11型機が、降
下中に急激で異常な高度変化が発
生し、機体に異常は生じなかった
ものの、乗員乗客13名が負傷した。
負傷した客室乗務員の一人は、こ
のときの負傷がもとで20ヶ月後に
死亡した。機長が業務上過失致死
傷罪で起訴されたが、2007年１月、
名古屋高等裁判所により無罪が言
い渡された。

24
1997年
12月17日

ウクライナ航空
ヤコブレ
フ－42

ギリシャ
テッサロ
ニキ

ウクライナ航空のヤコブレフ－42
型機が、着陸復行中に墜落し、乗
員８名と乗客64名が死亡した。公
式の事故調査報告に基づき、ギリ
シャ検察は二人の航空交通管制官
を起訴した。両名ともに過失によ
る故殺が認められ、懲役５年が言
い渡された。二人は控訴し、2002
年11月に控訴審が開始されたが、
二人の有罪と懲役が支持された。

25
1998年
12月10日

デルタ航空 B 7 6 7-
300

オランダ
アムステ
ルダム

デルタ航空B767-300型機は、スキ
ポール国際空港で離陸を許可され
た。それと同時に、牽引中のKLM
航空Ｂ747型機が離陸に使用して
いる滑走路の横断許可を得た。離
陸中のデルタ航空機は、離陸を中
止した。死傷者は発生しなかった
が、2000年に、３人の航空交通管
制官が起訴され、そのうち二人に
対して有罪が認められ、罰金が科
された。

26
1999年
８月31日 LAPA航空

B 7 3 7-
204C

アルゼン
チン
ブエノス
アイレス

LAPA航空3142便が、離陸直後に
ブエノスアイレスのジョージ・
ニューベリー空港で墜落し、65名
の死亡、17名の重傷者及び数人の
軽傷者が発生した。2005年７月５
日、６人のLAPA社員、前LAPA
社長、LAPA社長、二人の運航管
理者、LAPA社Ｂ737運航乗員室
長、LAPAヒューマンリソース管
理者、並びに、前地域指揮官、前
航空主計官指揮官及び前国立航空
宇宙医学研究所長の３人の空軍関
係者の被告人を裁くために裁判が
開かれた。2005年７月23日、空軍
関係者のうちの一人が自殺を遂げ
た。2006年２月28日、二人の元空
軍関係者から裁判所に対し、出訴
期間を理由に彼らの告発を取り下
げるよう要求があり、これが認め
られた。これは、彼らが犯したと
される犯罪の量刑は最大２年であ
り、最初の起訴から裁判終了まで、
すでに４年が経過していたためで
ある。2010年７月、サイン板書は
６人の元公務員とLAPA社員の
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無罪を言い渡した。元運航管理者
のうちの一人とＢ737運航乗員室
長は、執行猶予３年の有罪判決を
言い渡された。

27
1999年
９月14日

オリンピック航
空

ダッソー
ファルコ
ン900Ｂ

ルーマニ
ア
ブカレス
ト

オリンピック航空が運航していた
ダッソーファルコン900Ｂ型機が、
ブカレストオトペニ空港に緊急着
陸した。着陸20分前の降下中に、
航空機のコントロールが不能とな
り、激しく機体が揺れた。高度約
2,000フィート付近でコントロー
ルできるようになった。この結果、
ギリシャ首相、首相の息子のほか、
５人が死亡し、３人が重傷を負っ
た。シートベルトを着用していた
人には怪我はなかった。機長と副
操縦士に怪我はなく、機体に損傷
を与えることなく、無事着陸した。
二人のパイロットは、着陸後、た
だちに身体検査と血液検査を受け
た。
ギリシャ検察当局は、機長と副操
縦士を故殺と重傷を負わせたこと
により起訴された。更に８人のオ
リンピック航空の技師も、ピッチ
フィールの故障の修復を怠ったと
して起訴された。裁判所は、機長
に懲役５年の有罪判決を言い渡し
たが、副操縦士と技師たちは無罪
となった。控訴審において、相当
の理由のあるシナリオを却下し、
36ヶ月の懲役に減刑した。機長は、
現在最高裁判所へ上告中である。

28
1999年
９月14日

英国航空 スペイン

英国航空BY266A便が、着陸の際、
スペイン・ギロナ空港に墜落し、
乗員乗客245名のうち１名が、数日
後に事故で受けた負傷が元で死亡
した。航空機は、激しい雷雨の中
で着陸を行っていた。パイロット
が過失により起訴されたが、無罪
となった。

29
2000年
１月31日

アラスカ航空 MD-83
アメリカ
カリフォ
ルニア

アラスカ航空MD-83型機がサン
フランシスコに向け飛行中、太平
洋に墜落し、乗員乗客88名全員が
死亡した。アラスカ航空は、1998
年12月以来、MD-80型機に関する
整備記録の改ざんの容疑で捜査を
受けているところで、FBIは、整備
記録を保管しているシアトルの本
社などを家宅捜査した。FAAの調
査によって、２機のMD-80型機が
飛行できる状態にないまま、1998
年から1999年にかけて840回以上
飛行したことが明らかになった。
捜査は行われたが、誰も起訴され
なかった。

30
2000年
２月16日

エムリー航空 DC-8
アメリカ
カリフォ
ルニア

エムリー航空の貨物機が、カリ
フォルニアで墜落し、３人の乗員
が死亡した。事故後に作成された
NTSBの事故調査報告書によっ

北研49(1・ )120 120

論 説



て、航空会社及び整備委託をした
会社に対する航空会社の監督はも
ちろん、委託先における整備作業
にも問題があったと指摘された。

31
2000年
７月

ハパク・ロイド
航空

Ａ310
オースト
リア
ウィーン

ハパク・ロイド航空3378便は、ギ
リシャのクレタ島を離陸した後、
脚を上げることができなくなり、
当初の目的のハノーヴァーから
ミュンヘンに目的地を変更して飛
行を継続した。その後、燃料切れ
となり、オーストリア・ウィーン
に緊急着陸を行った。その際、航
空機から脱出する際に乗員乗客
142名のうち26名の乗客が負傷し
た。機長は、ドイツ・ハノーヴァー
裁判所から、人身を危険にさらし
たとして執行猶予６ヶ月の付いた
懲役刑が言い渡された。

32
2000年
７月17日

アライアンス航
空

B 7 3 7-
200

インド

アライアンス航空B737-200型機
が、パトナ空港へ着陸する際に墜
落し、乗員乗客55名の他、地上に
いた５名が死亡した。事故の後、
政府は、パトナ高等裁判所に対し
て調査を行うために判事を指定す
るよう要請した。しかし、判事が
足りなかったため、テストパイ
ロットなどを裁判所の調査のため
に指名した。調査の結果、パイロッ
トのミスによって航空機のコント
ロールが失われたことが原因とさ
れ、パトナ警察署は、死亡したア
ライアンス航空のパイロットに対
して、インド刑法の複数の条項違
反および1982年航空法違反があっ
たという初度報告を提出した。最
終的に起訴は行われなかった。

33
2000年
７月25日

コンコル
ド

フランス
パリ

パリからニューヨークへ向かうコ
ンコルド型機が、パリを離陸した
直後に近傍のホテルに墜落し、全
乗員乗客19名と、ホテルにいた４
名が死亡した。事故機は、離陸の
際に滑走路上のタイヤの破片に
よって破損した燃料タンクから漏
れた燃料に引火し、２基のエンジ
ンが停止し、墜落したものである。
元アエロスパシアル社のコンコル
ド部門の長と同社の主任技師が過
失により起訴された。また、滑走
路にタイヤ破片を落としたコンチ
ネンタル航空機の整備員、アエロ
スパシアル社の役員、元フランス
の航空会社取締官が故殺の罪、コ
ンチネンタル航空の整備統括者が
故殺及び故意なく危害を与えたこ
とに対する罪でそれぞれ起訴され
た。2006年９月、フランス最高裁
判所は、起訴取り下げの訴えを退
け、裁判を開始する決定を言い渡
した。2010年２月、パリ近郊のポ
ントアーズで裁判が開始され、本
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稿執筆現在、裁判継続中である。

34
2000年
９月

エア・グラシア
ス

スイス
ブーソン

エア・グラシアスのヘリコプター
が、スイスのブーソンで墜落した。
パイロットが業務上過失致死
（negligent homicide）で起訴さ
れ、機長は懲役５ヶ月、副操縦士
は懲役４ヶ月が言い渡された。二
人とも、刑の執行は猶予された。

35
2000年
10月

シンガポール航
空

Ｂ747 台湾

台湾桃園国際空港で、シンガポー
ル航空Ｂ747型機が離陸中に滑走
路上の建設機器に衝突し、乗員乗
客179名のうち、83名が死亡し、39
名が重傷を負った。事故の直後に、
３人のパイロットが警察に拘留さ
れ、その後、釈放され、12月末に
台湾を離れた。パイロットは、2002
年に尋問を受けるために自ら台湾
へ戻った。機長と副操縦士が過失
致死（negligent killing）で告発さ
れたが、起訴は３年間猶予された。
彼らは、１年間、台湾で飛行する
ことを禁止された。

36
2001年
１月31日

日本航空
Ｂ747
DC-10

日本
焼津上空

日本航空Ｂ747型機と同DC-10型
機が異常接近した。Ｂ747型機に搭
乗していた42名が負傷したが、
DC-10型機の乗員乗客には、負傷
者はいなかった。二人の航空管制
官が起訴され、第一審では無罪
だったものの、第二審において執
行猶予付きの有罪判決が言い渡さ
れた。

37
2001年
10月８日

スカンジナビア
航空 MD-87

イタリア
ミラノ

濃霧で覆われたミラノ・リネート
空港で、スカンジナビア航空MD-
87型機とセスナジェット機が、滑
走路上で衝突した。MD-87型機に
搭乗していた全乗客110名、セスナ
機に搭乗していた４名、および地
上にいた４名が死亡した。当局は、
稼働していなかった地上レーダー
が事故の発生に大きな影響を与え
たとして、11人が二つの法廷で起
訴された。最初の裁判は2004年４
月16日に開かれ、リネート管制所
の元所長、元リネート空港運営担
当役員、およびリネート空港とマ
ルペンサ空港の元管理責任者は、
６年半から８年の懲役刑を言い渡
された。元リネート空港長は懲役
８年が言い渡された。イタリア航
空交通管制庁の元長官とミラノの
二つの空港を監督していた者は、
それぞれ懲役６年半が言い渡され
た。事故当時に勤務していた航空
交通管制官は、懲役８年が言い渡
された。
もう一つの裁判において、リネー
ト空港の全般統括者、リネート飛
行支援センター長およびその監督
者、リネート空港中央安全監督者、
リネート航空高越管制所職員、並
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びに空港管理会社の二人の役員が
審理を受けた。リネート空港の全
般統括者は４年４ヶ月の懲役刑
が、リネート飛行支援センター長
およびその監督者、並びにリネー
ト空港中央安全監督者は３年４ヶ
月の懲役刑が言い渡された。空港
管理会社の二人の役員は無罪が言
い渡された。被告人たちは、無罪
であるとして控訴したが、2006年
に控訴審において、全ての被告に
対してそれぞれ懲役３年が言い渡
された。
2008年２月、最高裁判所は、リネー
ト空港の全般統括者、航空交通管
制官、および元リネート空港長の
有罪を支持し、元リネート空港長
とミラノの二つの空港の監督者の
無罪を取り消した。また、最高裁
判所は、二人の空港管理会社の役
員に無罪を言い渡した。

38
2001年
11月24日

クロスエア
ア ブ ロ
RJ100

スイス
チ ュ ー
リッヒ

クロスエア3597便のアブロRJ100
型機が、みぞれが降る中をスイ
ス・チューリッヒ空港へ侵入中に
墜落し、乗員乗客33名のうち、24
名が死亡し、９名が負傷した。ス
イス航空機調査局は、パイロット
の過誤が原因とし、過労状態だっ
たパイロットが、進入するのに必
要とされる滑走路あるいは進入灯
を視認することなく、最低安全高
度以下に降下したことによって引
き起こされたと報告した。運航部
長を含むクロスエアの元管理職６
人、訓練部長、スイス国際航空の
元最高経営責任者、および元クロ
スエア社長が起訴された。2008年
５月16日、裁判所は被告人に罪が
ないことを認め、元最高経営責任
者、社長、および４人のクロスエ
アの管理職に対して無罪を言い渡
した。また、裁判所は６人の被告
に対して合計850,000スイスフラ
ンの損害賠償を決定した。

39
2002年
４月15日

中国国際航空
韓国
釜山

中国国際航空129便が、釜山・金海
国際空港にサークリングアプロー
チを行っている際に、近傍の山に
墜落した。乗員乗客177名のうち、
129名が死亡し、37人が負傷した。
韓国事故調査委員会は、３年の調
査の後、事故はパイロットのミス
によって発生したと断定した。当
該機のパイロットは、４月から12
月まで自宅に軟禁されたが、最終
的に告発されることなく解放され
た。

40
2002年
６月11日

パイパー
カナダ
ウィニペ
グ

６名の乗客を乗せたパイパー機
が、ウィニペグのペンシルバニア
近郊の自家用機空港から離陸する
際に事故を起こした。乗客は負傷
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し、乗客の一人が、事故で受けた
傷が元で後日死亡した。パイロッ
トは、１件の過失致死罪、４件の
過失致傷罪、および、危険な運航
を行ったことで起訴された。パイ
ロットは、全ての罪で有罪とされ
たが、2009年12月、控訴審裁判所
は、過失致死罪および４件の過失
致傷罪について一転無罪とし、危
険な運航を行ったことに対する罪
は支持した。

41
2002年
７月１日

DHL
バシュキリ航空

Ｂ757
TU154

ドイツ
ユーベリ
ンゲン

DHL・Ｂ757貨物機とバシュキリ
航空TU-154型機が、ドイツ南部の
ユーベリンゲン上空で空中衝突し
た。事故の２年後、当時勤務をし
ていた管制官が、事故で妻と子供
を失った被害者遺族に刺された。
2006年８月、スイス検察は、71人
に対する過失致死罪および公共交
通の秩序を乱した罪として、スイ
ス管制当局の３人の管制主任、事
故が発生したときに空港で行って
いた整備作業に関するATSEP
（スイス航空管制当局）計画主任、
ATSEP職員、事故発生時に勤務
していた航空交通管制官、統括管
制官、およびシステム管理主任を
起訴した。2007年、裁判所は、３
人の主任管制官に対して、懲役１
年執行猶予２年の有罪判決を言い
渡した。ATSEP計画主任も、執行
猶予２年の付いた罰金刑が言い渡
された。その他の４人のスイス航
空交通管制当局の職員は、無罪と
なった。その他、有罪となった４
人のスイス航空交通管制当局職員
は、控訴を断念した。

42
2004年
１月３日

フラッシュ航空 B 7 3 7-
700

エジプト
シャーム

B737-700型機がシャーム・エル
シーク国際空港を離陸した直後に
後継に墜落し、乗員および乗客140
名が死亡した。事故はエジプトで
発生し、エジプト国籍の航空機で
あったにもかかわらず、フランス
当局が犯罪として捜査した。フ
ラッシュ航空、航空会社が加入し
ていた保険会社、航空機製造メー
カーのボーイング社、IFLC、航空
機所有者、およびハニウェル航空
宇宙社（航空機のエンジン、搭載
電子機器、および航空宇宙産業に
おけるその他の機器の提供者）が
起訴された。

43
2004年
10月21日

ヘルベティック
航空 DC-9 コソボ

ヘルベティック航空DC9-83型機
が、濃霧の中、コソボ・プリスティ
ナ空港へ進入中に墜落したが、死
者はなかった。副操縦士が操縦を
していたが、機長の修正操作が遅
れた。二人のスイス人パイロット
が乗員および乗客の生命を危険に
さらしたとして起訴された。ベリ
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ンゾナ連邦刑事裁判所は、それぞ
れの被告忍に対し、90日および60
日分の給与額に相当する罰金、そ
れでなければ15,750スイスフラン
および12,000スイスフランの罰金
の支払いを命じた。裁判官は、上
記罰金の支払いを猶予したが、裁
判費用として18,148スイスフラン
の支払いを命じた。

44
2005年
２月２日

チャレン
ジ ャ ー
CL-600

アメリカ
ニ ュ ー
ジャジー

ボンバルディア・チャレンジャー
CL-600型機が、ニュージャジー州
テターボロー空港からの離陸に失
敗し、滑走路から飛び出し、高速
道路に進入した後、近くのビルに
衝突した。この事故で、パイロッ
トと自動車に乗っていた二人の人
が重傷を負ったほか、客室乗務員、
乗客８人、とビルにいた人一人が
軽傷を負った。NTSBの調査の結
果、パイロットが航空機の重量と
重心が、制限内にあることを確認
せず、事故機の重心位置が、離陸
するための前方限界よりも遙か前
方にあったために、航空機が浮揚
しなかったという推定原因を明ら
かにした。事故機パイロットが共
謀および連邦調査官に対する偽証
の罪で起訴された他、二人の会社
の共同設立者、役員、チャーター
責任者、整備責任者、およびパイ
ロットが、共謀、詐欺、および、
飛行記録の虚偽記載および航空機
へ燃料を積み過ぎたことによって
航空機の安全を脅かした罪により
起訴された。

45
2005年
８月６日

タンインター航
空 ATR72 イタリア

チュニジア国籍のタンインター航
空ATR72型機が、燃料切れのた
め、シシリア島の海岸付近に不時
着水し、14名の乗客と航空会社の
技師、先任客室乗務員が死亡した。
９人が複数の故殺と災害を引き起
こしたことにより起訴された。機
長と副操縦士が、懲役10年を言い
渡された。航空会社の社長、整備
技術部長、および、整備チームの
リーダーが、懲役８年を言い渡さ
れた。航空会社の整備員２名は、
無罪が言い渡された。

46
2005年
８月14日

ヘリオス航空 Ｂ737
ギリシャ
アテネ

ヘリオス航空のＢ737型機が、アテ
ネの北にあるグラマティコの山中
に墜落し、乗員・乗客121名全員が
死亡した。ギリシャ航空事故調
査・安全委員会によって、公式な
事故調査が行われた。119人の死亡
に対する故殺、無謀、不注意、お
よび危険な行為によって死に至ら
しめたとして、ヘリオス航空の取
締役と最高経営責任者、主席操縦
士、ヘリオス航空社長、運航責任
者、およびヘリオス航空が、ニコ
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シア地方刑事裁判所で起訴され
た。「ヘリオス航空」は、社名を
「Ajet」へ変更し、キプロス政府が
Ajetの航空機を会社の預金口座
を差し押さえた。
2010年２月、ギリシャ司法当局は、
法人としてのヘリオス航空だけで
はなく、４人がニコシア刑事裁判
所で既に係争中であったにもかか
わらず、二人の技師を除く同じ人
物を起訴した。これは、航空事故
の後に、航空従事者に対して、二
つの司法機関が刑事裁判を提訴し
た最初の事例である。

47
2006年
９月26日

ゴル航空他

Ｂ737
エンブラ
エル・レ
ガシー

ブラジル

アマゾンのジャングル上空で、ア
メリカ国籍のビジネスジェット機
とゴル航空Ｂ737型機が空中衝突
した。Ｂ737に搭乗していた乗員乗
客154名が死亡し、南アメリカで最
悪の航空災害となった。エンブラ
エル・レガシー機は、機体に損傷
を受けたものの、都会から離れた
空軍基地に無事着陸した。
事故機を操縦していた二人のアメ
リカ人パイロットは、71日間ホテ
ルに拘束され、治安判事によって
パスポートを無効とされ、非故意
殺罪の嫌疑がかけられた。彼らは、
正式に「航空の安全を脅かした罪」
により起訴された後、最終的に12
月15日に出国することが許され
た。NTSBによって作成された操
縦席音声記録装置の記録とブラジ
ル紙に掲載された記録は、事故の
原因と推測される、パイロットと
管制官の間でコミュニケーション
と言語の問題があったことを示し
ていた。事故調査は、ブラジル空
軍によって行われた。二人のパイ
ロットおよび４人の管制官が正式
に起訴された。ブラジル当局は、
エンブラエル・レガシー機がレー
ダー画面から消失した後で、Ｂ737
を回避させることができなかった
罪で、管制官を裁判にかけた。パ
イロットと３人の管制官は、非故
意殺罪で裁判にかけられ、１年
～３年の懲役を言い渡された。も
う一人の管制官は、意図的に航空
機を危険にさらしたとして、さら
に重い罪で裁判にかけられ、８年
～24年の懲役を言い渡された。
2007年６月４日、IFALPAは、パ
イロットと管制官を有罪とした裁
判所の判決は、航空安全に対する
「犯罪」であり、以下の理由により、
問題があるという声明を発表し
た。その問題とは、第一に、意図
せず負傷を負わせた場合には刑事
責任を負わせるべきではないと記
述している第13付属書別冊Ｅにお
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ける公正な文化の原則と相違して
いること、第二に、公式の技術的
調査の結果に先んじるために警察
の捜査を許したことが、空中衝突
へ至る事象の連鎖を確定すること
を阻害し、その結果、航空安全を
向上することができないと主張し
ている。
2007年７月中旬、ブラジル議会は、
下院によって行われた調査の中
で、エンブラエル・レガシー機を
操縦していたアメリカ人のパイ
ロットは、事故に対する責任を部
分的に負わなければならないと結
論づけた。また、その調査は、パ
イロットと二人の管制官は、非故
意殺の罪で、もう一人の管制官は、
意図的な故殺の罪で告発されるべ
きであるとした。もし、有罪が認
められた場合、パイロットと二人
の管制官は、懲役12年の判決を、
また、意図的な故殺の罪で告発さ
れる管制官は懲役20年の判決を、
それぞれ受ける可能性があった。
2007年、二人のパイロットは、最
初に国の航空輸送制度の安全に対
する罪を意図せずに犯した罪で起
訴された。2009年に連邦検察当局
は、パイロットが国の航空輸送制
度の安全に対して、意図的に犯罪
を犯したとして新たに提訴した。

48
2007年
２月13日

カナディ
ア ン
ジェット

ロシア
モスクワ

カナダで製造されたジェット機
が、激しい雪が降るモスクワのブ
ヌコボ空港からの離陸中に、エン
ジン火災が発生し、墜落した事故
の後、ロシア検察は犯罪捜査を開
始した。３人の乗員のうち、一人
は昏睡状態にあり、別な一人は集
中治療室での治療を受け、残りの
一人は、比較的軽傷を負い入院し
た。ロシアでは、交通機関で重大
な事故が発生した場合、犯罪捜査
が行われるのは、通常のことであ
るとロシア検察関係者が述べた。

49
2007年
３月７日

ガルーダインド
ネシア航空

B 7 3 7-
400

インドネ
シア

ガルーダインドネシア航空200便
のB737-400型機が、ヨグヤカルタ
空港に着陸する際、オーバーラン
した。客室乗務員１名と乗客20名
が死亡したほか、12名の乗客らが
負傷した。2008年２月４日、機長
が逮捕され、故殺、および故殺と
なった乗客を死亡の原因となった
飛行中の過失によって起訴され
た。2009年４月、機長は過失の罪
で有罪とされ、懲役２年の刑が言
い渡された。機長は直ちに控訴し、
控訴審の係争中に釈放がされた。
2009年、高等裁判所は有罪判決を
破棄したが、2010年１月、検察当
局は、有罪を再び認めてもらうた
めに上告した。
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50
2007年
７月17日 TAM航空 Ａ320

ブラジル
サンパウ
ロ

TAM航空3054便のＡ320型機が、
サンパウロにあるコンゴハス空港
に着陸した後、減速せずに滑走路
から逸脱し、給油所を通り過ぎ、
航空貨物の集積所に突っ込んだ。
事故当時、滑走路は濡れて滑りや
すい状態であり、航空機の第２エ
ンジンの逆噴射装置が故障で作動
しない状況であった。181名の乗
客、６名の乗員、地上にいた12名
が死亡した。16ヶ月にわたる広範
な捜査の間、10人の政府職員及び
TAM社員に対する最長12年の懲
役刑となる故意のない故殺及び航
空輸送の安全を犯した罪が捜査さ
れた。捜査を受けた人は、事故当
時のブラジル民間航空庁長官およ
び局長、ブラジル空港当局のイン
フラエロの元局長、TAM航空の
飛行安全部門及び運航部門の責任
者、空港施設の管理および飛行安
全の管理を行っていた３人のブラ
ジル民間航空庁職員、並びに、コ
ンゴハス空港で勤務していた二人
のインフラエロ職員であった。

51
2008/2/1
（判決言
い渡し）

個人
ボーイン
グＡ75

アメリカ
ウイスコ
ンシン

自家用機のパイロットが、軽飛行
機の運航において過失を犯し、
2004年にチャリティー行事の際に
発生した事故を引き起こす無謀な
操縦を行ったとしてアメリカで初
めて有罪とされた。パイロットは、
事故の直前に、ボーイングＡ75型
機による曲芸飛行を行っていて、
送電線に接触したのち、川に墜落
した。この事故で、乗客が死亡し
た。事故機のパイロットが、「不注
意で無謀」な飛行を行い、川を「密
集した地域」と定義したうえで、
最長10年の懲役となる重罪である
最低安全高度の規定に違反したと
して連邦航空局によって出頭を命
じられた。２件の軽罪、軽飛行機
の操縦において過失があったこ
と、および無謀な行為に関する罪
を認める供述のあと、事故機のパ
イロットは、30日間の懲役、60日
間の施設外通勤、および1000時間
の地域活動のほか、罰金、裁判費
用、相談料、および飛行すること
を許可される２年間の保護観察処
分が言い渡された。

52
2008年
８月20日

スパン航空 MD-82
スペイン
マドリー
ド

スパン航空機が、マドリード・バ
ラヤス空港から離陸した直後に墜
落し、154名が死亡した。事故は、
離陸に際し、関連する警報装置が
故障していたために、パイロット
が高揚力装置を離陸のための位置
にしなかったこととされた。二人
の整備員およびその上司が故殺の
罪で起訴された。パイロットから
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報告された故障を修復するための
彼らの作業が、離陸時に警報が故
障していたことに関係したとされ
ている。

53
2008年
11月27日

アイテック航空 B 7 3 7-
200

イラン
テヘラン

アイテック航空6895便のB737-
200型機が、キルギスタンのビシュ
ケクから出発した直後に墜落し、
64名が死亡した。離陸直後に航空
機に故障が発生したため、出発し
た飛行場へ戻ろうとしていたとこ
ろであり、安定した着陸を試みて
いるときに高度を維持できなかっ
たものである。機長は、５年２ヶ
月の懲役、副操縦士は５年の懲役
が、それぞれ言い渡された。

54
2008年
11月27日 XLドイツ航空 Ａ320

フランス
ペルピナ
ニャン

XLドイツ航空にリースされてい
たエアバスＡ320型機が、所有者の
ニュージーランド航空へ返却する
前の試験飛行の際、ペルピニャン
近傍の地中海に墜落し、同機に搭
乗していたXLドイツ航空の機長
および副操縦士、３人のニュー
ジーランド航空整備員、並びに
ニュージーランド民間航空局職員
全員が死亡した。現在、調査が行
われており、刑事訴追を行うかど
うか判断するために、フランス刑
事司法当局が事故の調査を行って
いるところであり、本稿を執筆し
ている時点で、その調査は継続し
ている。

55
2009年
２月７日

エア・ワン エ
グゼクティブ

セ ス ナ
650サ イ
テーショ
ン

イタリア
ローマ

救急搬送のためにエア・ワン エ
グゼクティブによって運航されて
いた個人所有のセスナ650サイ
テーション 型機が、ローマ南西
のトリゴリアに墜落し、二人のパ
イロットが死亡した。同機はボ
ローニャに向けチャンピーノ空港
を離陸したものである。本稿を執
筆している時点で、刑事訴追を行
うか否かを判断するため、刑事司
法当局が事故の調査を行ってい
る。

出典：Sofia Michaelides-Mateou & Andreas Mateou ,“Flying in the Face of
 

Criminalization”,Chapter 9,Ashgate,2010.
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別表２

日本で発生した航空事故の主な起訴事例

事故名 事故の概要 裁判所 判決主文

１
日航機ニアミス
事件

平成13年１月31日、高度
39000フィートへ向け上昇
中の日本航空907便と37000
フィートを巡航中の日本航
空958便が、静岡県焼津市上
空において異常接近し、907
便の衝突回避のための急降
下によって同便の乗員乗客
が負傷した事故について、
管制官が958便に対する降
下指示を誤って907便に与
えたことを理由に、当時両
機を管制していた訓練中の
管制官及び同管制官を指導
する立場にあった管制官両
名が業務上過失傷害罪で起
訴された。

東京高裁判決 平20.4.
11（判例時報2008号133
頁）
東京地裁判決 平18.3.
20（判例時報2008号151
頁）
最高裁判所第一小法廷
決定 平22.10.26（裁判
所判例検索システム）

第一審無罪
第二審有罪
管制官Ａ：
禁固１年
執行猶予３年

管制官Ｂ：
禁固１年６月
執行猶予３年

上告棄却
（有罪確定）

２
日航機乱高下事
件

平成９年６月８日、三重県
志摩半島上空において、名
古屋空港へ着陸のため降下
中の日本航空706便が高度
約17000フィート付近で激
しく揺れて乱高下し、乗員
乗客が負傷し、内１名の客
室乗務員が約１年８ヶ月後
に死亡した事故について、
当該機機長に操縦ミスが
あったとして業務上過失致
死傷罪で起訴された。

名古屋高裁判決 平19.
1.9（判例タイムズ1235号
136頁）
名古屋地裁判決 平16.
7.30（判例時報1897号144
頁）

第一審無罪
第二審無罪

３
那覇空港接触事
故

昭和60年５月28日、那覇飛
行場滑走路上において、航
空自衛隊所属MU-2型機
と、着陸滑走中の全日空
ボーイング747型機が衝突
し、双方の機体の一部が損
傷した事故について、空自
機の機長及び副操縦士が航
空の危険を生じさせる行為
等の処罰に関する法律によ
り起訴された。

那覇地裁判決 平3.4.8
（公刊物未掲載 土本武
司「航空事故と刑事責任」
287頁 判例時報社1994）

有罪
各罰金20万円

４
女満別空港胴体
着陸事故

昭和52年８月９日、女満別
空港において、東亜国内航
空機が着陸時に脚を出し忘
れて胴体着陸し機体を損傷
した事故について、当該機
機長及び副操縦士が航空の
危険を生じさせる行為等の
処罰に関する法律により起
訴された。

釧路地裁判決 昭54.3.
30（判例時報960号134頁）

有罪
機長：
禁固６月
執行猶予２年

副操縦士：
禁固４月
執行猶予２年

５
離陸滑走時に滑
走路外に逸脱し
た事故

昭和47年５月15日、東京国
際空港において、日本航空
369便が離陸中に滑走路か
ら逸脱、かく座し、航空機
から脱出する際に乗客が負
傷した事故について、当該
機長が適切な離陸中止操作

東京地裁判決 昭51.3.
23（判例時報826号113頁）
東京高裁判決 昭51.9.
29

第一審有罪
禁固８月
執行猶予３年

第二審
控訴棄却
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を採らなかったとして業務
上過失傷害罪で起訴され
た。

６
雫石全日空機・
自衛隊機空中衝
突事故

昭和46年７月30日、岩手県
雫石町上空において、高度
28000フィートを巡航中の
全日空58便と編隊飛行訓練
中の航空自衛隊F-86F型戦
闘機が衝突し、全日空機に
搭乗していた乗員乗客162
名が死亡した事故につい
て、衝突した戦闘機を操縦
していた訓練生と、訓練生
の指導に当たっていた別の
戦闘機に搭乗していた教官
操縦士の両名が、業務上過
失致死罪で起訴された。

最高裁一小法廷判決 昭
58.9.22（判例時報1089号
17頁）
仙台高裁判決 昭53.5.9
（判例時報890号15頁）
盛岡地裁判決 昭50.
3.11（判例時報773号21
頁）

第一審両名有罪
教官：
禁固４年

訓練生：
禁固２年８月

第二審
教官：
公訴棄却

訓練生：
破棄自判無罪

最高裁破棄自判
教官：
禁固３年
執行猶予３年

７ 中華航空機事故

昭和45年５月23日、東京国
際空港において、中華航空
公司機が着陸のため接地し
た直後、車輪が同滑走路上
の塗装工事のため停車して
いた自動車と接触し、同車
に乗車していた１名が死亡
した事故について、当該機
を管制していた管制官が業
務上過失致死罪で起訴され
た。

東京地裁判決 昭50.12.
1（土本武司「航空事故と
刑事責任」212頁 判例時
報社1994）

有罪
罰金５万円

８
全日空機宮崎空
港オーバーラン
事故

昭和44年10月20日、宮崎空
港において、全日空104便が
着陸後滑走路内に停止でき
ずオーバーランしたため乗
客乗員が負傷した事故につ
いて、当該機機長が運航規
定等で定められた方法によ
らず着陸したとして、業務
上過失傷害及び航空法違反
で起訴された。

福岡高裁宮崎支部判決
昭57.2.23（刑事裁判月報
14巻５・６号537頁）
宮崎地裁判決 昭53.1.
27（刑事裁判月報10巻
１・２号129頁）

第一審有罪
禁固１年
執行猶予３年
第二審
控訴棄却
上告取り下げ

９
大分空港オー
バーラン事故

昭和39年２月27日、大分空
港において、富士航空902便
が着陸の際、プロペラ・リ
バース及びフット・ブレー
キが故障し、以後の制動操
作を行ったが滑走路内に停
止すること下できず滑走路
を逸脱し、搭乗していた乗
員乗客のうち20名を死亡、
20名を負傷させたとして、
当該航空機を操縦していた
パイロット及び教官として
副操縦士業務にあたってい
た機長が業務上過失致死傷
罪及び航空法違反で起訴さ
れた。

大分地裁判決 昭49.3.
20（刑事裁判月報６巻３
号265頁）

無罪

10
全日空仙台空港
事故

昭和38年５月10日、仙台空
港において全日空802便が
着陸滑走中に蛇行したため
着陸復行しようとしたが、
これに失敗し滑走路から逸
脱し地面に激突し乗員乗客

仙台地裁判決 昭41.3.
31（判例時報447号40頁）
仙台高裁 昭43.7.16

第一審無罪
第二審控訴棄却
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が負傷した事故について、
機長が業務上過失致傷罪で
起訴された。

11
日東航空淡路島
墜落事故

昭和38年５月１日、有視界
飛行により大阪国際空港か
ら徳島空港へ向かった水陸
両用機が、視界を失ったま
ま雲中飛行を継続したため
淡路島の山中に衝突し乗客
９名が死亡した事故につい
て、業務上過失致死傷罪及
び航空法違反で起訴され
た。

最高裁一小法廷決定 昭
46.10.7（判例時報644号
95頁）
大阪高裁判決 昭43.11.
13（判例時報570号81頁）
神戸地裁判決 昭41.5.
11

第一審有罪
禁固２年
執行猶予３年
第二審控訴棄却
最高裁上告棄却

12
名古屋空港衝突
事故

昭和35年３月15日、名古屋
空港において、管制官が
誤って自衛隊ジェット機に
対して離陸許可の管制指示
を発したため、この指示に
より離陸を開始したジェッ
ト機が、滑走路上をターミ
ナルへ向け移動中の全日空
機と滑走路上で衝突し、全
日空機の乗員乗客が死傷し
た事故について、当該管制
官が業務上過失致死傷罪及
び航空法違反で起訴され
た。

名古屋地裁判決 昭37.
10.10（判例時報328号13
頁）

有罪
禁固１年
執行猶予３年

13
海上保安庁ヘリ
コプター墜落事
故

昭和29年８月９日、鎌倉由
比ヶ浜海水浴場において、
新聞社の依頼により海難救
助活動の実演をしていた海
上保安庁所属のヘリコプ
ターが、付近を遊泳中の海
水浴客数人がヘリコプター
につかまったためにバラン
スを崩し墜落したため、海
水浴客が死傷した事故につ
いて、当該機機長及び当該
機を取材するために飛行し
ていた新聞社所属のヘリコ
プター操縦士が業務上過失
致死傷罪及び航空法違反で
起訴された。

横浜地裁判決 昭29.11.
4（判例時報41号27頁）

有罪
海保操縦士
禁固10月
罰金１万円
執行猶予５年

新聞社操縦士：
罰金１万円
執行猶予２年

※ここに掲載した事例は、発生した日付が最近のものから順に掲載している。
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別表３

日本で発生した航空事故裁判における注意義務

事故名 注意義務の内容

１
日航機ニアミス事
件

①管制方式基準所定の管制間隔が欠如するに至って接触、衝突など
のおそれが生じる場合には、両機の接近状態を至急解消して両機間
の管制間隔を確保するため、航空機に対して適切な管制指示を与え、
航空機同士の接触、衝突等（操縦士が両機の接近状態を危険と感じ
て行う急激な回避操作による機体の急激な動きにより発生する搭乗
者の死傷事故を含む。）の発生を未然に防止すること。
②実地訓練の訓練監督者として、航空機同士の接近により、両機間
に管制方式基準所定の管制間隔が欠如するに至って接触、衝突する
おそれが生じる場合には、両機の接近状態を至急解消して両機間の
管制間隔を確保するため、Ａが航空機に対して適切な管制指示を与
えているかを厳に確認し、不適切な管制指示があればこれを直ちに
是正して、航空機同士の接触、衝突等の事故の発生を未然に防止す
ること。
③特段の事情が認められる場合は別として、そうでない限りは原則
として管制方式基準所定の管制間隔を確保すべき職務上の義務と業
務上過失致死傷罪の注意義務とは一致しし、前者の懈怠は後者の過
失を構成する。
④接近しつつある２機の航空機の管制間隔が欠如するに至る前に適
切な管制指示を行って両機間の管制間隔を確保すること。

２ 日航機乱高下事件

対気速度が設定対気速度を超過し、さらに、最大運用限界速度を超
過したため、減速措置を講じようとしたが、このような場合、操縦
輪に過大な力を加えれば、自動操縦装置が自動的に解除されて急激
な機種上げが生じ、引き続きその期待姿勢の修正に伴う機種の上下
動が繰り返し発生し、その衝撃によって乗客等の生命、身体等に危
害を及ぼす危険があったのであるから、機長としては、自動操縦装
置の解除ボタンを押して自動操縦装置を解除した後、手動で機首上
げ操作を行って減速するなど操縦輪に過大な力を加えることなくし
て減速して、事故の発生を未然に防止すること。

３ 那覇空港接触事故
①管制官の指示を正確に聞き取ること
②離陸滑走路に進入する際に、着陸機の有無を確認すること（見張
り義務）。

４
女満別空港胴体着
陸事故

①機長は、運用規定に従い脚出し操作を指示するとともに、その操
作及びその終了確認行為が確実になされたことを確認してから着陸
すること。
②副操縦士は、機長の指示により脚出し操作とその終了確認を行う
こと、及び機長から指示がなかった場合でもこれを積極的にこれを
促し同様の処置を講ずるほか脚出しに関する再確認を行い、異常の
有無を機長に報告すること。

５
離陸滑走時に滑走
路外に逸脱した事
故

前車輪がスリップしていることなどのために前車輪による方向修正
機能が失われているおそれにつき認識するとともに、他に自機の方
向修正のための安全、確実な方法も存しない以上、自機が右のよう
な状態にあることを考慮し、すみやかに全エンジン・レバーをアイ
ドルの位置にするとともに主車輪による全制動し、さらにエンジ
ン・レバーをフル・リバース（全力の逆噴射）の位置にしてエンジ
ンによる全制動を図るなどの措置を講ずることにより、滑走路外へ
の逸脱を防止し、また万一逸脱することになっても低速で路外へ進
入し、滑走路端付近で停止することができるようにし、それにより
機体の破壊や人身事故の発生を未然に防ぐこと。

６
雫石全日空機・自
衛隊機空中衝突事
故

飛行訓練を行う際、ジェット・ルート空域への進入を回避すること。
（甲義務）
他機との衝突防止のために厳重な見張りを行うこと。（乙義務）

７ 中華航空機事故
塗装工事中の滑走路に航空機を着陸させる際、着陸許可を出す前に
滑走路内の作業員に待避指示を行い、待避完了を確認した後、航空
機に対して着陸許可を発出すること。
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８
全日空機宮崎空港
オーバーラン事故

①当時の気象情報をもとに、着陸滑走距離が異常に増大するおそれ
をあらかじめ認識すること。
②着陸滑走距離を極力短くするため、運航規定等で定められた方法
を守ること。
ⅰ使用フラップ角
ⅱ滑走路末端速度の厳守
ⅲ適正な接地点に航空機を接地させること

９
大分空港オーバー
ラン事故

必要滑走路長の限界に近い滑走路に着陸しようとする場合、
①着陸のためのリバース装置の信頼度が必ずしも高いといえないの
であるから同装置の故障あるいは不具合が生じることをあらかじめ
考慮すること。
②同装置に異常が生じた場合にはフット・ブレーキまたはエア・ブ
レーキによりできるだけ速やかに停止できるよう、運航規定上要求
された滑走路末端通過基準速度またはこれに近い±5％以内速度で
滑走路に進入すること。
③リバース作動確認に十分な注意を払い、正常作動を確認するまで
は出力を増加させないこと。
④緊急時に使用されるエア・ブレーキの操作にあたり、ブレーキを
かけ十分に制動効果を感じた後、タイヤのパンクを避けるため一度
ブレーキをゆるめ再び欠けるという操作を繰り返して有効に制動力
を確保する等的確な操作を行い、できるだけ速やかに機を停止させ
ること。

10
全日空仙台空港事
故

①飛行機を着陸滑走させる場合、飛行機を蛇行させ滑走路外に逸脱
し、衝突転覆等の危険を生ぜしめないよう、滑走路の状態、風向、
風速さらに当該飛行機の特性を考慮し、慎重確実な操縦をした飛行
機を安全に滑走路内に停止させるよう操作すること。
②慎重確実な操作に欠くる事態に立ち至ったときは、直ちに飛行機
を停止させる措置を講じること。
③復行する場合には、進路上に障害物がない方向に進むこと

11
日東航空淡路島墜
落事故

①有視界方式により飛行していたのであるから、雲により目的飛行
場方向の進路の視界がさえぎられている場合は、有視界状態を維持
しながら大阪国際空港へ引き返すか、その他適切な措置をとること。
②有視界気象状態を維持することが困難となるおそれがあった場合
は、緊急事態になった旨を通報し、レーダーによる誘導等の非常措
置を受け、大阪国際空港の管制塔の指示に従い同空港へ引き返すこ
と。

12
名古屋空港衝突事
故

着陸後の航空機に対し滑走路上をターミナルへ向け移動するよう指
示を出した後、同滑走路上で離陸待機している航空機に離陸許可を
指示する場合、事前に着陸した航空機が滑走路を離脱し誘導路へ進
入したことを確認すること。

13
海上保安庁ヘリコ
プター墜落事故

①水上の人又は物件の安全を考慮して低空飛行は避けること。
②人が多数いるところで低空飛行で空中停止を行えば、付近の海水
浴客が集まり、不慮の危険が生じるおそれのあることを認識するこ
と。

※ここに掲載した事例は、発生した日付が最近のものから順に掲載している。
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